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午前10時00分 開議 

○議長（下斗米一男君） ただいまから本日の会議を

開きます。 

直ちに本日の議事日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第１ 一般質問 

○議長（下斗米一男君） 日程第１、一般質問を行い

ます。新政会代表、木ノ下祐治君。 

    〔新政会代表木ノ下祐治君登壇〕 

○４番（木ノ下祐治君） 私は新政会を代表し、一般質

問をさせていただきます。  

 ことしは、旧久慈市以来53年間、久慈市がかつて経

験したことのない退職者、職員が約30名という大勢の

方々が退職いたします。長い方だと42年間勤務したと

聞いており大変ご苦労様です。皆様方には退職後も今

まで培ってきた経験を生かし、久慈市発展のためにご

尽力していただくことを切に願うものでございます。 

 それでは通告に従い、順次質問をさせていただきま

す。 

 質問項目１、施政方針演述について２点質問いたし

ます。 

 市長は施政方針演述の中で厳しい財政状況の中、施

策の優先度に応じ、財源の 適配分を図り、選択と集

中を進め、財源の重点的かつ効果的な活用に努めると

述べており、そのことは市民にとりましても共感を得

られることだと思います。そこで新年度どのような形

で進めていく考えなのか具体的内容についてお伺いい

たします。 

 ２点目、市長施政方針演述の中に地球温暖化対策の

推進についてバイオマスエネルギーの活用が掲げられ

ています。これは今日大変重要なことですが、その具
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体的策についてお伺いいたします。 

 次に、平成20年度予算について。 

道路特定財源の暫定税率の行方が心配されますが、

暫定税率が廃止になれば地方の予算案に巨額の財源不

足が生じ、道路網の総合的、体系的整備に大きな支障

を来すと思うが、当市の影響についてお伺いいたしま

す。 

 次に、限界集落について。 

県は集落の状況に関する調査結果の 終報告を発表

し、65歳以上の高齢者が半数以上を占める限界集落は

1996年当時に比べ６倍以上で、特に県北沿岸地域の増

加が目立つと発表されましたが、当市の状況について

お伺いいたします。 

 次に、防災対策について２点質問いたします。 

 １点目、火災の消火や予防活動を初め、地震や風水

害の災害が起きた場合等、万一の場合に欠かせないの

が地域に精通した消防団員の力が必要でありますが、

全国的に団員の減少がとまらない状況にあるといわれ

ますが、当市の団員の充足率についてお伺いいたしま

す。 

 ２点目、所属地域外に勤務する消防団員が不在で、

手薄になりがちな日中の災害に対応するため、国が推

進している機能別消防団員制度を取り入れる考えがな

いかお伺いいたします。 

 次に、地球温暖化防止策について。 

久慈市では地球温暖化対策推進実行計画を策定し、

平成18年度から平成22年度までの５カ年に二酸化炭素

の総排出量を平成16年度比で６％削減する目標を掲げ

３年目となりますが、これまでの取り組みの実態と今

後の具体的取り組みについてお伺いいたします。 

 次に、福祉灯油支給について。 

１月の臨時市議会の中で、灯油券支給対象世帯数は

3,085世帯程度と試算していると説明があり、現在実

施されていますが、状況と 終的に何世帯になるのか

お伺いいたします。 

 次に、食料自給率について。 

昨年は相次ぐ食料表示の偽装が問題となった年であ

り、本年は中国製ギョウザの中毒事件が起きるなど、

食料品を安心して購入できないような状況が続いてい

ます。市民が地元産の、安心・安全な食料品を常に購

入、利用出来るように考えていかなければならない時

期にきていると思いますが、当市の食料自給率につい

てお伺いします。 

 また、第一次産業の農業を市政の柱の一つに掲げる

山内市政の地産地消推進策についてお伺いいたします。 

 次に、林業振興について、市有林の利活用について。 

現在旧山形村と合併して市有林の規模が増大したが、

安定した経営計画と利用計画を考えるべきではないの

か、特に県北沿岸振興策において、シイタケ栽培の振

興策の中で生産拡大と振興、後継者対策、担い手対策

と新規参入者の推進がうたわれているが、その原木確

保対策として利活用すべきではないのか考えをお伺い

いたします。 

 次に、漁業振興について２点質問いたします。 

 漁業集落排水事業について、市施工、平成18年度桑

畑地区漁業集落環境整備１号工事による、第３号集落

道の流末処理と、県施設桑畑地区地すべり対策事業で

設置した流路工に接続しているわけですが、雨が降る

度に杉の葉などで流路工が詰まり、雨水が下の民家の

庭に流れ込み、夜など心配でおちおち寝てもいられな

い日が続くとのことであり、流路工の接続の問題点に

ついてお伺いいたします。 

 ２点目、船だまり整備について。 

以前平成18年、早急に整備すべきであるとただした

ところ、市長は久慈振興局土木部に確認したところ、

今年度一部測量調査を行うと伺っているところであり、

早期整備に向け県に要望してまいりたいと考えている

との答弁でありましたが、その後の測量調査の実施状

況と要望経緯の経過状況についてお伺いいたします。 

 次に、旧国民宿舎北限閣について。 

昨年11月に旧北限閣を民間企業に売却しましたが、

開業時期はいつごろの見通しになるのか、雇用見込み

についてはどのようにとらえているのかお伺いいたし

ます。 

 次に、中心市街地活性化について２点質問いたしま

す。北三陸くじ冬の市について、昨年11月より今月 

まで市日の日にあわせて計４回開催された北三陸くじ

冬の市は、今後の開催内容等を含めどのように考えて

いくのか活性化策をお伺いいたします。 

 ２点目、やませ土風館について。 

平成20年４月８日にオープン予定の久慈市観光交流

センター風の館と物産館等土の館を含めた周辺施設、

やませ土風館への誘客及び集客方法など具体的なソフ

ト戦略についてお伺いいたします。 
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 次に、観光振興について２点質問いたします。 

観光施設案内看板と道路交通案内板について。 

久慈商工会議所が昨年７月から９月に市内の主要な

観光施設等で、施設を訪れた観光客に対し行われた久

慈市観光等アンケート調査結果報告書によると、観光

施設案内や道路交通案内の設置、整備に関する意見が

比較的多いようだが観光施設、案内看板等の設備状況

についてお伺いいたします。 

 ２点目は久慈地下水族科学館もぐらんぴあについて 

本年１月21日から３月21日までの間休館し、本年３月

22日オープンが決まっている久慈地下水族科学館もぐ

らんぴあのリニューアル部分等、工事内容を含め進捗

状況などについてお伺いいたします。 

 次に、土木行政について３点質問いたします。  

 市道整備について、現在漁業集落排水事業で館石地

区内の道路整備が行われているわけです。今年度は50

メートルぐらいということのようです。遺跡発掘調査

などもありましたが、平成20年度からの整備計画につ

いてお伺いいたします。 

 ２点目、県道整備について。 

 県道侍浜夏井線（本波工区）は18年度から一部工事

が開始され、本年度以降も工事が予定されていますが、

整備の進捗状況についてお伺いいたします。 

 ３点目、八戸・久慈自動車道整備について。 

 市内侍浜地区で大気質、気象に関する現地調査等が

行われてはいますが、いまだに基本計画区間の位置づ

けであります。未完成区間の着工見通しについてお伺

いいたします。 

次に、教育行政について３点質問いたします。 

教育行政方針演述について。 

教育三法の改正や諸改革がスタートし、当市におい

ても国際化、情報化の進展、少子化の進行などの早急

な対応が求められる中、教育の不易性を基本に当市教

育の現状と課題を踏まえ、教育行政を振興すると述べ

ておりますが、その具体的内容についてお伺いいたし

ます。 

２点目、教育行政方針演述の中で少人数指導や複式

学級の解消とあるが、解消と充実の違いは何かお伺い

いたします。 

３点目、柔道のまちづくりについて。 

親しみやすい柔道の普及に努めるとありますが、具

体的な内容についてお伺いいたします。 

次に、市内小中学校の統廃合について。 

平成21年度に山形町の霜畑中学校が山形中学校に統

廃合されることが決定されましたが、望ましい教育環

境を構築するため、今後、他の小中学校の再編をどの

ように考えているのかお伺いいたします。 

次に、久慈小学校の改築について。 

市長の施政方針演述でも述べておりますし、各議会

の度にも質問が出されております。久慈小学校の改築

年度についてお伺いいたします。 

以上をもちまして登壇しての私の質問を終わります。 

○議長（下斗米一男君） 山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君） 新政会代表木ノ下祐治議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 初に施政方針演述についてでありますが、平成20

年度予算の編成に当たりましては厳しい財政状況を踏

まえ、事務事業の効果、効率性等を厳しく検証し、徹

底した歳出の見直しを行うことにより、財源の確保を

図ったところであります。その上で新たな保育料の軽

減や妊婦健診公費負担の拡大、生活習慣病予防に関す

る特定健診などの健診事業、健康教育、健康相談等の

保健指導事業の実施、地域づくり活動の活性化のため

の地域コミュニティ振興事業費補助金の補助率の引き

上げ、また観光交流センターを核といたしました中心

市街地活性化事業の展開、企業立地促進事業費補助金

など雇用対策の推進、平庭山荘の施設拡充など内外の

交流促進、市道・街路整備事業の増額、学校給食セン

ターの改築、小中学校の耐震化推進などに重点的に予

算配分したところであります。 

 次に、バイオマスエネルギーの活用についてであり

ますが、昨今の原油高騰を受けまして新エネルギーの

必要性、重要性が改めて認識されておりまして、当地

域に豊富に賦存する森林資源や畜産系廃棄物を用いた

バイオマスエネルギーの事業化に期待が寄せられてい

るものと認識をいたしております。国におきましては

農林水産分野における原油価格高騰対策として、バイ

オ燃料あるいはバイオマスエネルギーの開発導入促進

対策を推進することとしております。事業化に当たり

ましては、まずもって、民間事業者の主体的な取り組

みが重要であると考えております。民間事業者との意

見交換や国・県など関係機関等からの情報収集に努め

ながら農林水産省等が推進をいたします、バイオマス
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資源の発生から利用までの効率的な利活用システムの

構築ができるよう支援してまいりたいと考えておりま

す。 

次に、道路特定財源の暫定税率が廃止された場合の

平成20年度予算への影響額についてでありますが、地

方譲与税で１億3,595万6,000円、自動車取得税交付金

で3,209万7,000円、まちづくり交付金では2,480万円、

加えまして地方道路整備臨時交付金で３億3,605万円

でありまして、合わせて５億2,890万3,000円の影響が

あるものと試算しているところであります。 

次に、限界集落についてのご質問にお答えをいたし

ます。限界集落とはご承知のとおり65歳以上の高齢者

が集落人口の半数を超え、社会的共同生活の維持が困

難な状態に置かれている集落とされております。当市

の状況についてでありますが、平成17年国勢調査にお

ける小集落集計によりますと、65歳以上人口が50％を

超える地域は４町で10地区が該当しております。 

次に、防災対策についてお答えをいたします。 

まず、消防団員の充足率についてでありますが、本

年２月１日現在における久慈市消防団の団員数は、定

数が860名に対し825名でありまして、その充足率は

95.9％となっております。 

次に、機能別消防団員制度の考え方についてであり

ますが、機能別消防団員は利点といたしましては、活

動内容や出動災害などを限定することで地域住民の幅

広い層の入団が可能になることや、大規模災害に限る

機能別団員等を設置すれば、その災害に応じて必要な

数の消防団員を確保することが可能になることなどが

挙げられます。しかし一方では、一つの団の中に異な

る役割や機能を有する団員が併存することから混乱が

生ずるおそれや、すべての活動に参加する団員、いわ

ゆる基本団員の士気低下を招くおそれもあるといわれ

ているところであります。市といたしましては、消防

団及び各地域の皆様と連携を図りながら、基本団員の

確保に努めることが肝要であると考えております。本

制度につきましては、今後の他市町村の取り組みに注

目するとともに、当市消防団の状況の推移を見ながら

必要に応じて検討してまいりたいと考えております。 

次に、地球温暖化防止対策についてお答えいたしま 

す。まず地球温暖化対策につきましては、平成18年３

月に新久慈市地球温暖化対策推進実行計画及び久慈市

グリーン購入推進方針を策定し、市が率先して温暖化

対策や環境物品の調達に取り組み、二酸化炭素の排出

量削減に取り組んでいるところであります。また昨年

２月には地域の地球温暖化対策を推進する、久慈市地

球温暖化対策地域協議会が設立され、市といたしまし

てもこの地域協議会へ参加し、啓発イベントや情報交

換会、研修会の開催といった活動を行ってきたところ

であります。 

 今後の推進についてでありますが、久慈市地球温暖

化対策地域協議会とさらに連携を強化し、より多くの

市民、事業者を巻き込んだ意識啓発を行いますととも

に、ＣＯ₂ダイエット・マイナス８％いわて県民運動

への参加や、デジタル環境尺の利用促進などに努めて

まいりたいと考えております。 

 次に、福祉灯油券支給についてお答えいたします。 

 原油価格高騰の影響により灯油価格が上昇したこと

から、高齢者世帯等を支援するため福祉灯油券を去る

１月25日から支給しているところであります。２月25

日現在の支給状況は、支給件数2,116件でありまして、

支給率は83.4％となっております。ちなみに、予算要

求段階では3,000世帯余を対象と推計をいたしており

ましたところ、その後精査等をされまして対象世帯は

およそ2,537世帯となっておりますので、この2,537世

帯をもとに算出をいたしますと支給率は83.4％となる

ものであります。まだ申請していない約400世帯がご

ざいますが、３月31日までに申請するよう各地区民児

協等において、民生委員各位に指導方要請するととも

に、介護支援事業所に対しましても協力要請している

ところであります。 

 次に、食料自給率についてお答えをいたします。 

 当市の食料自給率は県の試算におきましては、平成

16年のカロリーベースで44％であり、国の40％を若干

上回っておりますが、岩手県の106％を大きく下回っ

ている状況にあります。これは穀類が野菜よりカロリ

ーが高いことから米どころではない本市の米の生産量

が低いことがその要因と考えているところであります。

ちなみに国・県におきましても、米を除いた自給率は

国においては23％、県においては39％ととらえており、

非常に低い状況にあります。また、地産地消の推進に

つきましては、農林水産業の生産基盤の維持と安全・

安心を求める消費者ニーズの両面から、その推進は重

要であると認識しているところであります。 近、学

校給食における地元食材の活用、市日や産地直売施設
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はもとより、スーパーでの地元農林水産物の取り扱い

も徐々にふえてきているところでありますが、さらな

る推進のためには地元で生産している産物のよさを生

産者、消費者が共有する必要があると考えております。

市といたしましては、関係団体等と連携しながら産地

直売施設出荷者に対するエコファーマーへの誘導や、

朝市等の支援のほか、地産地消ふれあい給食の実施、

産業まつり等のイベントを活用した試食・販売等を通

して、地元農林水産物のＰＲに努めてまいりたいと考

えております。 

 次に、市有林の利活用についてお答えをいたします。 

 市有林の安定した経営計画と利用計画についてであ

りますが、市有林はご質問にありましたとおり森林経

営を目的とした財産として森林の持つ他面的な機能を

勘案しながらも効果的な活用を図り、林業の活性化に

資することが重要であると考えております。このこと

から計画的な森林経営を図るための現況確認を現在進

めているところであり、これらを踏まえた経営計画を

定め、効果的な森林経営に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、漁業振興についてお答えいたします。 

 まず、桑畑地区漁業集落環境整備事業の流末処理に

かかわる質問についてでありますが、この施設は桑畑

地区地すべり対策事業として県が設置いたしました流

路工へ地すべり防止区域内行為許可を受けまして、平

成18年度において第３号集落道の路面排水側溝の流末

を接続したものであります。問題点といたしましては、

流路工に堆積した落ち葉や枯れ枝等が出水時において

流水を阻害するなどの支障があったところであります。

今後は県と連携を図りながら適正な維持管理に努めて

いきたいと考えております。 

 次に、港湾計画の船だまり整備についてお答えをい

たします。 

 まず、経緯につきましては、久慈港港湾計画の見直

しに伴い、平成14年から平成16年まで計３回の久慈港

活性化調査委員会が開催され、漁業関係者からの要請

に対応するため、平成17年の港湾計画変更の際に、久

慈川河口付近から諏訪下地区堀込地区への移転計画が

位置づけられたものであります。また、現状につきま

しては、久慈地方振興局土木部に確認いたしましたと

ころ、事業化に向けて検討中であると伺っているとこ

ろであり、早期整備に向け、引き続き県に要望してま

いりたいと考えております。 

 次に、旧国民宿舎北限閣についてお答えをいたしま

す。 

 開業時期でありますが、当初予定したゴールデンウ

ィーク前のオープン予定が２カ月程度おくれ、６月下

旬の見込みであると有限会社越戸きのこ園から伺って

おります。理由といたしましては、環境大臣からの国

立公園事業譲渡承継の承認に２カ月余りを要したこと。

また、建築申請確認手続きに一定の期間を要する見込

みであること。さらには、施設の一部改修を予定して

いてものが大幅な改修となったことなどによるもので

あります。 

 次に、雇用見込みについてでありますが、開業時10

名程度の従業員体制で、現在支配人及び料理長の求人

を行っていると伺っております。 

 次に、中心市街地活性化についてお答えいたします。 

 まず、北三陸くじ冬の市の活性化策でありますが、

冬期間における観光客の誘客、冬の観光の発信と中心

市街地のにぎわいの創出、及び地域経済の活性化を図

ることを目的に11月から２月までの月１回、市日が開

催される日にあわせて実行委員会が開催しているもの

であります。平成17年11月から開催し、３年目を迎え

事業の認知度の高まりとともに出店者の増加や商店会

の協賛セール、及び市内保育園やヤングボランティア

との事業協力など、所期のねらいに近づいているもの

と考えております。特にも、去る２月に開催された冬

の市では、歴
レ

通路
ト ロ

広場イベントとの連携によりまして

過去 高の約2,800人の来場者があったところであり

ます。今後においては、さらに商店街の活性化につな

がるようなイベントに発展していくよう支援してまい

りたいと考えております。 

 次に、やませ土風館への誘客方法についてでありま

すが、これまでにも折々のマスコミ報道や広報くじを

初めとする各種発行物によりまして、情報発信を行っ

てきたところであります。また、今月上旬からは、ホ

ームページを公開、加えまして盛岡圏域を含む岩手県

北、及び八戸圏域のバス35台を活用した看板広告によ

りましてオープン告知を図っているところであります。

先般、観光交流センターの指定管理者となります、社

団法人久慈市観光物産協会が久慈・街なか再生推進本

部の構成に加わり、施設全体の一体的な誘客を図るべ

く連携を図っているところであり、株式会社街の駅・

－40－ 



久慈は週末イベントの実施等によります魅力づくりを

担い、一方観光物産協会は各種情報発信や営業活動を

担うこととしております。当面は、チラシ５万部の活

用によりますマスコミ、旅行エージェント等へのキャ

ラバン活動や店頭広告、テレビ、ラジオによるスポッ

ト広告等を予定しているところであり、オープン後に

おきましても継続的な情報発信と誘客活動がなされる

よう支援してまいりたいと考えております。 

 次に、観光振興についてお答えをいたします。 

 まず、観光施設案内看板についてでありますが、観

光施設利用者のために、市及び民間の観光施設設置者

が設置しているもので、道路沿いや電柱利用などさま

ざまな形態がございます。案内板の設置に当たりまし

ては既設の案内板、道路標識、広告板など制約があり

ますが、これら既設設置や観光施設設置者相互の連携

について、関係者と協議するとともに、今後も必要に

応じて対応してまいりたいと考えております。また、

道路交通案内板については、道路管理者が都市間や主

要な公共施設等の案内のため設置しているもので、主

要な路線には要所要所に設置されている状況にありま

すが、今後とも状況を見ながら道路管理者に要望する

など対応してまいりたいと考えております。 

 次に、久慈地下科学館もぐらんぴあのリニューアル

改修工事の進捗状況についてでありますが、「新たな

生体の導入により、生命の発見の楽しさ、感動にあふ

れた展示構成」を基本コンセプトにリニューアル工事

に着手したところであります。そのリニューアルの内

容といたしましては、記念写真水槽の新設、生きたサ

ンゴ水槽の設置、トンネル水槽の照明取りかえなどで

あり、改修工事は計画どおり順調に進み、３月22日の

リニューアルオープンに向け鋭意準備を進めていると

ころであります。 

 後、に土木行政についてお答えをいたします。 

 まず、館石地区の市道整備についてでありますが、

市道館石集落線はご指摘のとおり、小袖地区漁業集落

環境整備事業で集落道として整備を進めており、平成

19年度に工事着手したところであります。全体延長約

800メートル、舗装幅員５メートルの計画であります

が、平成19年度末で約200メートルを改良予定であり、

約25％の進捗率の見込みとなっております。 

 次に、県道侍浜夏井線の進捗状況についてでありま

すが、全体計画2,000メートルのうち、平成19年度末

見込みで暫定整備延長496.3メートル。事業比ベース

では約16％の進捗となっております。なお、平成20年

度におきましても引き続き延長620メートルの区間で

切り土工、盛り土工、植生工等の工事を実施する予定

であると、久慈地方振興局土木部から伺っております。 

 次に、八戸・久慈自動車道の着工見通しについてで

ありますが、階上―久慈北間約29キロメートルの基本

計画区間につきましては早期の整備が必要であるとの

認識から、昨年度から継続して夏井町―侍浜町間を対

象に環境の基礎調査を実施しているところであります

が、今年度さらに冬期大気質調査、景観調査にも着手

したところであります。今後におきましても引き続き

環境調査並びに、ルートの検討を進めるなど早期整備

に向けて鋭意取り組んでまいる考えであると三陸国道

事務所から伺っているところであります。 

 以上で、新政会代表、木ノ下祐治議員に対する私か

らの答弁を終わります。 

○議長（下斗米一男君） 岩城教育委員長。 

     〔教育委員長岩城紀元君登壇〕 

○教育委員長（岩城紀元君） 新政会代表木ノ下祐治

議員の教育行政についてのご質問にお答えいたします。 

 初に教育行政方針演述についてお答えいたします。 

 教育は人間を育てる営みであり、子供たち一人ひと

りには夢と希望を持ってたくましく生きていく力を育

てることと考えております。そのためには学校での学

びのみだけでなく、生涯を通して学び続ける意欲や態

度、資質、能力を養うため、時代が変わっても変わる

ことのない教育の不易性が求められております。この

教育の不易性を基本に、学校教育の充実、生涯学習の

充実及び生涯スポーツの振興を中核に据え、教育行政

を推進する考えであります。また、少人数指導、複式

学級の指導の充実については、チームティーチング指

導や習熟度別指導のための教員配置、あるいは14人か

ら16人で編成された多人数複式学級を、単式学級とし

て授業をするための教員配置に努め、児童生徒の学力

向上を図ろうとするものであります。 

 親しみやすい柔道につきましては、柔道のまちづく

りを標榜する当市にとって、多くの市民により身近に

感じてもらえる柔道でありたいと考えており、市民の

興味、関心の獲得に向けた見る楽しさを伝える教室、

柔道と関連づけた特色ある運動プログラムづくりなど

に取り組んでまいりたいと考えております。 
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 次に、市内小中学校の統廃合についてでありますが、

多様な教育活動を展開し、子供たちが豊かな人間関係

を築き、社会生活を学んでいくためには、一定の規模

を持った学級編成がなされた学校が必要と考えており

ます。このことを基本に学校再編計画の素案を３月末

までに策定し、その後、関係機関、保護者、地域住民

等からの意見を反映させた成案としてまいりたい考え

であります。 

 後に、久慈小学校の改築についてでありますが、

現在建物の老朽化の度合いを判定する耐力度調査を実

施中であり、その結果を踏まえ、平成20年度において

建設構想の策定及び国庫補助事業採択協議を進めるこ

ととしております。今後は財政状況、補助事業採択見

込み等を勘案の上、早期改築が図られるよう取り組ん

でまいります。 

 以上で私からの答弁を終わります。 

○議長（下斗米一男君） 再質問、関連質問を許しま

す。４番木ノ下祐治君。 

○４番（木ノ下祐治君） それでは何点か質問させて

いただきます。 

 食料自給率について、ただいまの答弁を聞いており

ますと、市の食料自給率についてよく把握していない

ような答弁だったと思います。それでは決してよいこ

とではないわけであります。本来当市は米、生鮮野菜

の自給率が100％であってもなんら不思議ではないと

思います。なぜならば、土地、いわゆる田畑は十分あ

るわけですから。昭和40年ごろ、私たちが子供のころ

はどこでもと言っていいほど田畑をつくっておりまし

た。それを思うとできないはずがないと、働く場所が

ない、仕事がないといわれる今日、地産地消に大いに

取り組むべき時ではありませんか。再度、考えをお伺

いいたします。 

次に、市有林の利活用について。 

市有林は現在1,800町歩余の面積があるわけですが、

アカマツ・杉・カラマツ林をどのような形で手入れを

してきたのか。樹齢40年以上の山林について詳しく教

えてください。金額等は入札なのか、それとも随契な

のか、それとも森林組合にすべて任せているのかお伺

いいたします。 

次に、漁業集落排水事業について。 

今、答弁があったわけですが、先ほどの私の質問に

あります下の方の家の方ですが、県の土木部や市にも

話をしているとのことでございます。自然の原理で水

は低い方に流れるというのはわかります。しかし、施

工のあり方に問題があるとするならば、施工前はこう

いうことはなかったということであります。生活環境

がよくなるはずが、新たな心配事が起きるようでは困

るわけでございます。はっきりと、このような対策を

とりますという答弁をお聞かせください。 

次に、旧国民宿舎北限閣について。 

いずれにしても売却され、新たな開業となるわけで

すが、６月ごろになるかということでございますけれ

ども、侍浜町民もいつ開業するのかと民間企業のこと

とはいえ、期待して待っているわけでございます。市

はどのようにかかわりを持っていこうとしているのか、

それとも一切かかわりを持たないのかどうか考えをお

伺いいたします。 

次に、市道整備について。 

侍浜町市道堀切南線について、平成12年12月13日に

市道認定されておりますが、延長506.7メートル、幅

４メートルで、この道路を１日も早く整備してほしく、

町内会で陳情しております。もともとは３メートルの

幅もないような道でした。整備見通しについてお伺い

いたします。町内の方々も傍聴に来ておりますので話

をしていただければありがたいのですが。 

県道本波工区は、平成23年度完成見込みのはずでご

ざいますが、完成見通しはいかがでしょうか。お伺い

いたします。 

以上です。 

○議長（下斗米一男君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 私からは３点お答え申

し上げます。 

 １点目の食料自給率についての考え方でございます。

これは議員お話のとおり、農地とかはあるわけでござ

いますけれども、私どもが現在考えている食料自給率

の考え方はカロリーベースというふうなことでござい

ます。このカロリーベースから、先ほど申し上げたも

のが約40％強というふうなことでございます。そうい

うふうなことでございまして、これを踏まえながら地

産地消の推進を図ってまいるというふうな考えに立っ

てございますが、いずれ地産地消の役割・目的は重要

だと考えてございますので、今後ともこの地産地消推

進のために取り組んでまいりたいというふうに考えて

おります。 
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 それから、市有林の利活用についてでございます。

その中でアカマツの間伐等に主に取り組んでいるわけ

でございますが、その状況でございますけれども、19

年度におきましては、今確認します。それで整備の委

託方法はどういうふうになっているかということでご

ざいますが、これは２者の見積もり合わせによりまし

て、主に森林組合にお願いをしているというふうなこ

とでございます。 

 それから漁業集落環境整備事業にかかわって、桑畑

地区の流路工の接続の件でございます。この対策とい

うことでございますが、問題点の対応策につきまして

は私も現地に行きまして検討をしてまいりましたが、

地権者からの要望でございます流路の切りかえ、それ

から現在県の方で設置したＵ字溝へのふたかけ、こう

いうものを試算してみましたが、切りかえに当たりま

しては約250メートル程度でございまして、750万円程

度の費用がかかると、ふたかけにつきましては150万

円程度の費用がかかるというふうなことでございまし

て、当面の対策といたしまして、県の方と連携を密に

いたしながら、落ち葉とか枝の詰まりを取りながら、

維持管理に努めてまいりたいというふうに考えてござ

います。いずれ管理の徹底を図ってまいりたいという

ふうなことで考えてございますのでご理解をいただき

たいとい思います。 

 それから、先ほど間伐等の19年度の実績でございま

すけれども、市有林につきましては約30ヘクタール程

度を実施しているところでございます。これは継続的

に、今後とも継続してまいりたいと考えているところ

でございます。 

以上でございます。 

○議長（下斗米一男君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） それでは旧北限閣の

関係についてお答えを申し上げたいと思います。計画

事業者は施設の名称を侍の湯キノコ園という名称で現

在事業化に向けて取り組みをしているところでござい

ます。当初予定していました、認可の部分が長くかか

っていることと、施設の改修につきましては既存の浴

槽を改修するという計画でおったわけですが、新たに

つくりかえるというふうなことでございます。それか

ら排水等については漁業集落につなぐということ等が

ございまして、当初予定をしました事業費が３倍程度

に膨らむということでございます。そういったことで、

市としては積極的な支援に取り組んでおるわけでござ

いますが、私どもは２段階の支援があるというふうに

思っているところでございまして、事業化に向けた許

認可の円滑な推進のための支援、それから３倍に膨ら

んでおります事業費の資金の確保、融資制度等の活用

への支援というものを図ってまいりたいというふうに

思っているところでございます。その後、営業になり

ました際につきましては誘客等、いろんな場面での支

援というものを考えているところでございまして、い

ずれ早期に開業になりますよう全面的な支援をしてま

いりたいと、このように考えているところでございま

す。 

○議長（下斗米一男君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 市道整備と県道の完成

見通しというふうなご質問にお答え申し上げます。ま

ず、 初に市道堀切南線の改良整備でございますが、

この路線は市道と県道をアクセスしておりまして、地

域の住民の方々が日常使用している路線でありまして、

地域の方々も重要な路線であるというふうに認識して

いるところでありまして、我々もそのように同じ認識

を持ってございます。しかしご案内のように現在厳し

い行財政環境のもとにございまして、限られた予算の

中でさまざまな事業を執行してございまして、市道に

つきましても緊急度、重要度等を勘案しながらさまざ

まな整備を図っておるわけでございまして、この路線

につきましても、今後これらを勘案しながら検討して

まいりたいというふうに考えておりますので、ご理解

を賜りたいと存じます。 

 それから県道侍浜夏井線の進捗状況でございますが、

先ほど市長の方からもご答弁申し上げましたとおり、

現在事業費ベースで16％というふうな進捗率でござい

まして、16年度に着工してございますが、県の方から

伺っているところによりますと、現段階では平成26年

度の完成予定であるというふうに伺ってございます。      

以上でございます。 

○議長（下斗米一男君） ４番木ノ下祐治君。 

○４番（木ノ下祐治君） いろいろと今答弁があった

わけでございますけれども、農産物はいわゆるエコエ

ネルギーの関係も当然あるわけでございまして、ずい

ぶん農産物が高くなってきているわけでございます。

そのかかわりもありまして、どうしても地元産、地産

地消を目指さなければ、いわゆる市民の生活が脅かさ
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れるような状況に来ていると、そういうことでござい

ますので、ぜひともそういう政策をとっていただきた

いものだなと、そのように考えますので、再度考えを

お伺いいたします。 

 国民宿舎は今、部長から答弁がありましたとおり、

侍の湯キノコ園という名称になるということでござい

ますが、いずれにしても侍浜町民とすれば１日も早い

開業を願っているわけでございまして、何か集会を持

ちたくなった場合に、市内、まちの方におりて来なけ

ればならないと、そういう不便さがあるものですから、

当局の全面的な支援をよろしくお願いいたします。 

県道整備、23年の完成予定と聞いていたのですが、

これが26年までずれ込みそうだということで、大変残

念でございますが、１日も早い完成をしていただきま

すように、当局の方からの働きをよろしくお願いいた

します。 

 それから市道堀切南線ですが、これは地権者の方々

が無償で路幅拡張に土地を提供すると、全面的な協力

をするということでございますので、ぜひとも完成と

いうか、着工していただきたい。なかなか土地を無償

で提供してまでということは市道といってもそうはあ

るものではないと私は思っております。市長、そこを

何とかお願いいたします。 

以上です。 

○議長（下斗米一男君） 工藤副市長。 

○副市長 （工藤孝男君） 私からは地産地消とのかか

わり、そして北限閣の関係についてご答弁させていた

だきたいというふうに存じます。ご案内のとおり日本

の食糧自給率が、カロリーベースでございますが、低

下してきたという背景には食の欧米化といいますか、

が根底にあるわけでございまして、例えば米からパン

食に、魚から肉食へというふうな大きな戦後の食生活

の変化があったと、そういう中でかつては日本の自給

率ですか、米が主食であった時代は７割近くだったと、

それが今は４割を切ったという状況なのかなというふ

うに考えています。日本食に対する日本の伝統的な食

に対するよさ、そういったものの再認識がいろんなと

ころで行われているという状況だと思います。そうい

ったことも受けまして、市といたしましては、市の学

校給食への米食の活用、あるいはサケ、そういった地

産地消的な取り組み、そういったものも進めておりま

すので、そういった取り組みと相まって、地域の農業

が活力を増進させていけばいいなという思いで進めて

まいりたいというふうに考えてございます。また、旧

北限閣につきましては、地域の方々の期待も非常に大

きいという状況でございます。市といたしましてもさ

まざまな許認可手続きの円滑化でありますとか、資金

の円滑化、そういった部分でいろいろご支援をさせて

いただきたいというふうに考えているところでござい

ます。 

以上でございます。 

○議長（下斗米一男君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 市道と県道の再度のご

質問にお答え申し上げますが、地域住民の方々から無

償でご提供していただくというふうな熱い熱意を重く

受けとめておりますが、先ほど申し上げましたように、

非常に厳しい財政環境でございます。繰り返しで大変

恐縮でございますが、緊急度、重要度、これらを勘案

しながら財政状況を見ながら今後検討してまいりたい

というふうに考えてございますので、ご理解を賜りた

いと存じます。 

 それから侍浜夏井線の完成でございますが、当初23

年というふうなことで県の方から伺ってございまして、

それに向けて鋭意県の方でも事業進捗を図ってきてい

るわけですが、これも県の厳しい財政環境もございま

して、26年というふうに完成年度が示されておるわけ

でございますが、今後におきましても１日も早く完成

されるよう我々市としても県の方に要請してまいりた

い、このように考えておりますのでご理解を賜りたい

と存じます。 

○議長（下斗米一男君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 先ほどの答弁で私、

施設の名称を、侍の湯キノコ園と申し上げましたが、

正しくは、侍の湯キノコやでございます。おわびして

訂正させていただきます。 

○議長（下斗米一男君） 申し合わせの時間がありま

すのでご協力方よろしくお願いします。２番上山昭彦

君。 

○２番（上山昭彦君） 木ノ下議員の質問に関連いた

しまして、何点か質問させていただきます。 

 初めに質問項目の11番、中心市街地活性化について

２点お聞きいたします。 

 １点目といたしまして、北三陸くじ冬の市について

でございます。先ほど認知度の高まりにより所期の目
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的を達成する方向に近づいているというご答弁もござ

いました。２月には2,800人も来ていただいたという

こともお聞きしました。平成17年から開催されており

ます北三陸くじ冬の市でございますけれども、平成18

年版の岩手県の観光統計調査によりますと、入り込み

客数が18年は前年比で185.7％ということで書いてお

ります。平成19年度には、先ほどもお話いただいたよ

うにたくさん来ておると思いますが、その中で平成19

年の１年間での入り込み客数がわかれば、客数と前年

に対しての比をお伺いしたいと思います。 

 次に、２点目としまして、やませ土風館についてで

ございます。こちらは今月上旬、ホームページ等もで

き、八戸の方はバスの看板もつけるということで、テ

レビやラジオでもコマーシャルが流れるということで、

相当のお客様が来ると思います。国が認可いたしまし

た平成19年３月時点での久慈市中心市街地活性化基本

計画では、観光交流センター風の館と物産館土の館へ

の集客を約57万3,000人と見込んでいると明記してあ

ります。現在１年たっておりますが、現時点でやませ

土風館への集客に対する考え方に変更がないのか、57

万3,000人という数字に変更がないのか、その辺をお

聞かせいただきたいと思います。 

 次に、質問項目の12番でございます。 

 １点目として、観光案内看板と道路交通案内看板に

ついてでございますが、観光施設案内看板の方は民間

にお願いして、道路交通案内看板は道路管理者の方に

要望するということでお聞きいたしました。 

 やませ土風館は４月８日にオープン予定でございま

すけれども、多くの観光客は車で来るものと思います。

相当の混雑が予想され、大きく分けまして、盛岡方面、

八戸方面、宮古方面という国道から流入して来ると思

います。要所要所にやませ土風館を含む観光施設案内

看板、駐車場などを知らせる案内板が早急に必要と思

います。その辺の考えをお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 また、国道281号に面している歴通路
レ ト ロ

広場は、車両

で通るとそこに何があるかわかりにくい状況にあると

思います。その辺、運転者に対して認識のしやすい看

板等の設置も望まれると思いますが、お考えをお聞き

いたします。 

 ２点目として、地下水族科学館もぐらんぴあについ

てでございます。新たな生体の導入、記念写真の水槽

ということでお聞きしましたが、観光の時期に外れた

１月から３月までの休館でございました。平成18年度

の入場者数と比べてどの程度、入場者数に影響があっ

たのかお伺いいたします。また、大きな工事になって

いるようですが、新施設にリニューアルオープン後の

観光客の入り込み数をどのようにとらえているかお伺

いいたします。 

以上です。 

○議長（下斗米一男君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君）  それでは、４点の質

問にお答えを申し上げたいと思います。 

 まず 初に、北三陸くじ冬の市でございますが、イ

ベントに取り組んで３カ年経過したわけですが、17年

度４回で3,120人の来場者でございましたが、２年目

が５割増しの4,750人、平成19年度につきましては、

7,320人ということで非常に認知度が高まってきてい

るというところでございます。このイベントにつきま

しては、継続することによって認知度が高まり、魅力

が向上していくという部分もございますので、これら

については引き続き取り組みをしてまいりたいと思い

ます。効果といたしましては、イベント開催のときの

支援者、応援団が非常にふえてきてるというふうなこ

とでございます。それから、出店者の増加がみられる

ことと、何よりも中心市街地の商店会の方々が協賛セ

ールでこの事業に取り組みをしてきているというふう

なことでございまして、非常に本来のねらいとしてる

ところに近づきつつあるというふうなことでございま

す。引き続き民間活力を引き出しながら、このイベン

トの定着を図ってまいりたいというふうに考えている

ところでございます。 

 それから、やませ土風館の基本計画にのっておりま

す集客目標の57万3,000人ということでございますが、

この基本計画の数値というものは、私どもが目指して

いる目標の数値でございまして、変更ということは考

えておらないところでございまして、この目標に向か

いまして事業の展開を図ってまいりたいというふうに

考えているところでございます。 

 それから、観光案内板の関係でございますが、ご指

摘のような３方向から市内にお見えになるというふう

に考えているところでございます。これにつきまして

は、恒常的な対応と、多くの来場者がお見えになると

きの臨時的な対応というふうなのがあろうかというふ
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うに思います。恒常的な対応につきましては、現在、

道の駅指定の申請をしているところでございまして、

間もなく指定の見込みになっているところでございま

すが、これらによって、道路管理者が設置する部分が

かなり出てくるというふうなことでございます。国道

45号につきましては、国道の管理者が整備するという

ことで、今、具体の箇所については国の方から示され

ておりませんが、通常の道の駅指定の場合に何キロ先、

500メートル先というふうな標示がございますが、そ

ういったものが整備される予定で、現在、設置場所等

で協議をいたしているところでございます。 

 それから、岩手県、久慈市の道路管理があるわけで

ございますが、この関係につきましては県と市を合わ

せて24カ所の道の駅関係の道路標識の設置を考えてる

ものでございまして、新たに設置されるものが７カ所。

それから既存の案内標識を修正するものが17カ所の予

定になっているものでございます。それから、現在、

まちの中に街なかの案内をするサイン標示等が不足し

ているわけですが、現在進めておりますまちづくり交

付金の事業の中で高質空間整備事業がございますが、

これらの事業で整備をしていくというふうなことで、

これは総合的な観光の案内、それから市街地にいろい

ろあります観光資源等のサインの案内をする予定にな

っているものでございます。 

それから、国道281号につきましては、先ほどお答

えしたとおりでございます。 

それからもぐらんぴあの入館者につきましては、年

間５万6,000人の入場となっているものでございまし

て、今回のリニューアルに伴いまして、２割増の入場

者の増を見込んでいるものでございます。 

以上でございます。 

○議長（下斗米一男君） ２番上山昭彦君。 

○２番（上山昭彦君） 北三陸くじ冬の市については、

相当数の人数が３年でふえてきているということで、

継続することがよいという方向の話であったと思いま

す。中心市街地にそれほどの誘客があれば商店への、

ある程度の波及効果も望めたものと推測されますが、

冬の市開催で商店街に波及効果はどの程度あったもの

かということを少しお聞かせいただきたいと思います。

また、アンケート調査等によりまして、具体的に、商

店にどのくらい人がふえたとか、正確な金額は出ない

と思いますが、販売額がどれほど上がっているかとい

う数値も把握しておく必要があると思いますが、その

辺の考えもお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（下斗米一男君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） お答えを申し上げま

す。 

 経済効果の部分につきましては、今、協賛セール等

が始まった段階でございますので、数値等についてま

だ把握をいたしておりませんが、これから随時波及を

していくものと考えております。私どもといたしまし

ては、非常に大きい要素だと思っておりますのは、意

識の改革といいますか、中心市街地の活性化に向けた

商店、それから市民の皆さんの取り組みというふうな

意識の改革、醸成がなされたというところの効果が非

常に大きいというふうに考えているところでございま

す。 

○議長（下斗米一男君） ２番上山昭彦君。 

○２番（上山昭彦君） 先ほどやませ土風館に関して、

道の駅の指定というお話も出ておりました。道の駅が

申請されて認可されるという具体的な日程というか、

認可されそうな時期というのがわかればお聞かせいた

だきたいと思います。また、それに関して道の駅の看

板というのが相当数設置されるということですが、具

体的にはどこに設置されるというのはまだわからない

のでしょうか。お聞かせください。 

○議長（下斗米一男君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 道の駅の指定の関係

でございますが、現在、国では会議を招集して、認定

の手続きを得るということでございますが、その会議

日程が年度末で時期が特定できてないというふうなこ

とでございます。そういったことで、土風館のオープ

ンを目指して今、国の方に要請をいたしているところ

でございます。 

それから、看板等の設置でございますが、新設７カ

所の部分につきましては、岩手県で設置する部分でご

ざいますが、大川目中学校の付近、それから久慈高校

大成橋の付近、それから入り口の部分、それから国道

45号からの導入の付近、それから長内バスの分岐の地

点といったところが新設になるものでございます。そ

れから、修正部分については、既存の現在ある看板と

いうことでありますので、かなりの箇所、国道281号

沿いとか県道沿いとか、そういった部分のものが予定

されているものでございます。 
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以上でございます。 

○議長（下斗米一男君） ３番泉川博明君。 

○３番（泉川博明君） 木ノ下議員の質問に関連いた

しまして、何点か質問させていただきます。 

 まず、通告６番、福祉灯油券支給について２点ほど

お伺いいたします。 

 １点目は、支給実施後、被給付者の反応について調

査をなされたのかどうか。例えば、アンケートや聞き

取り調査などをして実施効果を検証すべきと思います

が考えをお伺いいたします。既に実施なされているの

であれば、その検証結果をお伺いいたします。 

 ２点目は、石油生産の不安定や原油の高騰、資源エ

ネルギーの代替などの決定打不足から、今後もこの種

の政策が行われる可能性があり、今回の結果を十分に

吟味する必要があろうかと思います。隣接する行政圏

では、町内商店街の共通券を支給したところもあると

お聞きいたしておりますが、検討に値するものと思い

ますが、考えをお伺いいたします。 

 次に通告13(１)市道整備にかかわる事柄について何

点かお伺いいたします。 

 現在、宇部町館石地区内で漁業集落環境整備事業を

行っているわけでございますが、道路整備と並行して

の生活排水整備についてでありますが、この地区は公

共下水道は無理なようで合併浄化槽になるのではとお

聞きいたしております。このことについて地区民に対

しましての周知などはどのように行ってこられたのか

をお伺いします。なぜかと申しますと、新聞で報道さ

れましたように、本県海域の水質悪化が懸念されてい

るためでございます。2006年度の調査で、環境基準を

超える数値が９湾で確認され、2001年ころから測定値

の上昇傾向が続いているようでございます。原因は不

明のようでございますが、生活排水も影響しているの

ではないかなと思うところでございます。水質改善に

ついては、12月定例議会でも関連質問させていただい

たわけでございますが、このようなことから考えます

と、生活排水整備がいかに大切なことかと思いました

ので啓発活動にも力を入れ、道路整備と並行しての生

活排水整備を推進して、海の恵みを失うことがないよ

うな対策をとるべきだと思いますが、考えをお伺いい

たします。 

以上です。 

○議長（下斗米一男君） 外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君） 私から、福祉灯油にかかわ

ってのご質問にお答えいたしたいと思います。先ほど

市長から答弁申し上げておりますが、まだ灯油を支給

していない方々、400世帯ほどあるということから、

現在その作業を重点的に進めているところであります。

ただ、今のご質問のように、やはり検証する必要があ

ろうかというふうに思っておりますので、今後アンケ

ートでやるのか、または地域の地区民児協等でいろい

ろな反応を聞くのか今後、具体的に検討しながら、い

ずれ検証はしていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。また、今後こういう施策を継続する

のかというふうなことでありますが、これは原油高騰

の問題も今後どういうふうに推移するのか、まだ現段

階では不透明な部分もございますので、いずれ状況等

を見ながら、これについても検討しなければならない

というふうに思います。それから町内共通券というこ

とでありますけれども、これは商品券のようなもの、

これも実は福祉灯油を実施する前に内部でもっていろ

いろ検討したわけであります。この商品券等について

も検討した経緯がありますが、いずれ福祉灯油を高齢

者の方々、あるいは障害者の方々に支給するというこ

とでありますので、灯油に限っての灯油券というふう

なことで実施しておりますので、今後例えば、実施す

るとしても福祉灯油というふうなことになろうかと思

いますので、ご了承願いたいと思います。 

以上です。 

○議長（下斗米一男君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 合併浄化槽の周知の方

法でどのような形でやっているのかというようなご質

問でございますが、合併浄化槽には補助制度がござい

ます。何人槽であればこれくらいというふうな形で公

共下水道区域あるいは、漁集整備エリア外の方々にチ

ラシを配布しながら啓蒙を図っているところでござい

ますし、これからも特にも生活雑排水の排出につきま

しては今後も意を用いてＰＲしてまいりたいと考えて

ございます。 

以上でございます。 

○議長（下斗米一男君） ３番泉川博明君。 

○３番（泉川博明君） 今、嵯峨部長さんから答弁が

ございましたけれども、館石地区の住民の方は合併浄

化槽について不安な点があるような感じがしますので、

もう少し説明とか啓発運動とか周知とか徹底してわか
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りやすいような、不安を与えないよう、お金の問題も

あるものですから、よろしくお願いします。 

○議長（下斗米一男君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 小袖地区の漁業集落

環境整備事業を今実施しているわけでございますが、

館石地区につきましては、経済性等の問題、あるいは

効率性の問題から合併浄化槽の計画というふうなこと

になってございます。小袖地区の場合は、これまでの

下水道処理計画ということでございますが、住民説明

会等では、いずれ合併浄化槽でお願いしたいというふ

うなことは申し上げてございますけれども、今後はこ

の辺を詳細に説明しながら事業を進めてまいりたいと

いうふうに考えてございます。 

以上でございます。 

○議長（下斗米一男君） ３番泉川博明君。 

○３番（泉川博明君） もう１点だけ福祉灯油の件に

ついてお伺いしたいのですけれども、先ほど３千何世

帯の支給予定者が、 終的に2,537世帯となっており

ますが、やはり住民の方から聞いてみますと、もう少

し規制を緩和したほうがいいのではないかなという声

もありますので、その辺はどういう考えであるのかお

伺いしたいと思います。 

○議長（下斗米一男君） 菅原福祉事務所長。 

○福祉事務所長（菅原慶一君） まず、市長の方から

答弁させていただきました、3,080云々から2,500に減

ったんですけれども、これにつきましては、臨時市議

会にご提案申し上げたときにつきましては、いずれ戸

籍上の世帯数ですべての 大限を予算化していただい

たものでございます。その後、１軒ずつ申請者等に対

して状況把握に努めておりますけれども、入院とか介

護施設への入所者等が除外されて、現在、先ほど市長

からご答弁された数字になったわけでございます。今、

議員さんの方から、もう少し要件緩和というふうなお

話ですけれども、先ほど外舘副市長からも話しをしま

したが、地区民協等におきましても、窓口におきまし

ても、申請者からは大変なご好評をいただいておりま

す。しかしながら、いずれ皆さんにやるということに

ついても問題があると思っておりますので、市議会臨

時会の際にご説明申し上げた方向で現在は考えている

ところでございます。 

以上です。 

○議長（下斗米一男君） ５番澤里富雄君。 

○５番（澤里富雄君） 木ノ下議員の質問に関連して

何点かお伺いをいたします。 

 質問項目の３番ですけども、限界集落についてであ

りますけれども、この問題は山村の過疎の問題だけで

はないわけですけども、植林した山の荒廃や耕作地の

放棄地等で中山間地の保水力が低下すると、下流では

鉄砲水などの災害が懸念されるわけですけれども、ま

た、山が荒れますと海では海藻類が育たない。それか

ら、古くから培われてきた食文化などの日本文化が失

われる大きな損失がある、はかり知れないものがある

と思うわけですけれども、国や県においてもいろいろ

な支援策がありますけれども、先ほどの答弁で平成17

年の調査、若干古いような気がしますけども、どんど

ん限界集落が進んでいると思いますけれども、いずれ

にせよ17年の調査では４町10地区あるとのことであり

ましたけども、具体的にどの地区なのか、また、これ

までどんな具体的支援が行われたのかお伺いをいたし

ます。 

 次に、質問項目の４、防災対策についてであります

けども、先ほどの答弁で20年の２月現在860人の定員

に対して825名、95.9％の充足率と答弁をいただきま

したけども、数字的にはおおむね充足しているとのこ

とでありますけども、団員でありながら１年のほとん

どを出稼ぎとか、あるいは高齢等で出動できない団員

も相当数いるのではないかと思いますけども、この辺

どのように把握しているのかお伺いいたします。また、

団員の平均年齢は何歳ぐらいなのかお伺いいたします。

それから平日の災害時ですけども、地元にいる団員が

少なく、災害になかなか対応できない現実があるわけ

です。久慈市は消防車両の配置等が充実しておりまし

て、各部落に消防車が配置してありますけども、日中、

地元に団員がいないために消防車を出動できないケー

スも間々あるわけですけども、そこで、サラリーマン

団員の割合はどれくらいあるのかお伺いをいたします。 

 次に、質問項目５番の地球温暖化防止対策について

でありますけども、お隣の葛巻町においてはクリーン

エネルギーの町をキャッチフレーズに、特に小中学校

において環境教育、環境学習を積極的に進めて大きな

成果を上げているとのことでありますけども、子供た

ちがエコ、環境に興味を持つことにより、家庭に帰っ

ても大人が日ごろ何げなくやっている電気、水道、ガ

ス等の無駄遣い等に注意が注がれ、エコ効果があると
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のことでありますけども、久慈市においても平成16年

に環境基本計画が制定され、環境教育と環境学習を進

めるとあり、５年目を迎えるわけですけども、これま

でどのような取り組みをしてきたのか、また、その成

果についてお伺いをいたします。 

それから、教育行政の親しみやすい柔道ですけども、

久慈市は柔道のまちづくりを標榜しているわけですけ

ども、少子化の折、学校によっては野球とかサッカー

とか多くの人数が必要な競技ができない小規模校等が

あるわけですけども、この小規模校等に柔道を積極的

に取り入れてはどうかと思いますけども、そのことに

よって柔道の普及にもつながり、また、予定されてお

ります、平成28年の国体選手の養成にも、まだ８年ほ

どありますので、そういうのにもつながるかなと。ま

た、久慈市では柔道招致にもつながると思いますけど

も、考えをお伺いいたします。 

以上でございます。 

○議長（下斗米一男君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） まず、限界集落につ

いてのご質問にお答えいたします。 

平成17年の調査ということでございますけども、こ

れは国勢調査でないとデータがないということから、

この17年の調査ということになっているものでござい

まして、４町は宇部、山根、大川目、山形ということ

で、それぞれに、全体で10地区があるということでご

ざいます。 

それから、消防団員にかかわってのご質問でござい

ますけども、１年を通して出てこない団員がいるので

はないかということでございますが、それについては

認識はしてございますが、だれだれが出てこないとい

った調査については現在していないところでございま

す。それから、平均年齢、サラリーマン団員等につい

てはデータを持ち合わせておりませんので後ほどお答

えをいたします。 

○議長（下斗米一男君） 佐々木市民生活部長。 

○市民生活部長（佐々木信蔵君） 地球温暖化につい

ての教育関係についてどういうことをやっているかと

いうことでありますが、まず一つ、ついこの前ですが

研修会等を開催して、そこに小中学校職員の方が参加

しながら、地球温暖化防止がいかに必要かと、大事か

ということについて講演してもらいましたが、それら

の研修を職員みずからがやったということが第１点で

ございますが。そのほかに具体的な数値等はございま

せんが、地球温暖化防止体験学習等もやってございま

す。それから、省エネ活動学習会の実施、あるいは親

子サイクリング大会、夢あかり等、いろんなイベント

等に小中学生の方から参加をしていただいているとい

うふうな状況にございます。 

以上でございます。 

○議長（下斗米一男君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 親しみやすい柔道の普及

活動につきましてご提言いただきましたけども、小規

模校で受ける学校での取り組み、部活で取り組んでは

どうかというご提言、これにつきましても鋭意、教育

委員会といたしましては、柔道競技そのものの普及と

いう面で取り組んでいるところでございます。例えば、

山根中学校で強豪の選手が輩出されていると、極小規

模校でさえそういう優秀な選手が生まれているという

状況がございます。また、侍浜の公民館活動を通じて

の教室づくりを学校と一緒になって取り組んでいると

いうような状態もございますので、これにつきまして

は今後とも普及につながるようにつなげてまいりたい

と考えております。ただ、ここのところで申し上げた

いのは、柔道そのものの競技だけではなくて、柔道を

通じた生活の中に体力づくり、健康づくりの面で柔道

をいかに生かしていこうかとふうな取り組みもしてま

いりたいと。こういうところも考えておりますので、

親しみやすい柔道というのはそういう点も含めての底

辺拡大、普及活動というふうにとらえていただけばと

いうふうに考えておりますのでよろしくお願いしたい

と思います。また、2016年の国体につきましては、地

元久慈から優秀な選手が出るように、これは強化対策

をぜひ長い目で取り組んでまいりたいというふうに考

えておりますのでご了承いただきたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（下斗米一男君） ５番澤里富雄君。 

○５番（澤里富雄君） 限界集落について答弁をいた

だきましたけども、残念ながら私の地域の宇部地区も

あると。これは、宇部町小倉地区がそうだと聞いてお

りますけども、支援についての答弁はなかったような

気がしました。小倉地区は宇部町のシンボルでもあり

ます小倉山のふもとに位置する集落であります。６年

ほど前から宇部体協の主催で小倉山登山が行われてお

りますけども、当初は100人以上宇部町の方々がかな
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り、小学生から80歳くらいまでの方々が、宇部町に住

んでいて小倉山に登ったことがないという方がたくさ

んおいでになって、100人以上も参加した経緯があり

ますが、今でも毎年やっておりますけれども、四、五

十人の方々があります。また、町内外からもたくさん

の登山者がおいでになっております。それから、登山

口に蒼前神社という神社がありますけれども、昔は臨

時バスが出るくらいに盛んにお祭りが行われておりま

した。登山道の整備、あるいは神社の環境整備等を地

域の方々がやっておりますけれども、高齢化が進みま

して、まさに限界にきていますのが現状であるわけで

す。小倉山、あるいは蒼前神社という核となる資源が

ありますし、また、この地区は高地でありますので、

そばが非常においしい地区でもありますので、これら

の資源に何らかの支援を行うことによって、集落の活

性化につながると思いますけれども、考えをお伺いい

たします。 

 それから防災対策ですけれども、平均年齢もサラリ

ーマン団員の割合も今わからないということで。 

 それから、地球温暖化の問題ですけれども、これは

部長さんの方から今話がありましたけど、久慈市地球

温暖化対策地域協議会の研修ですけれども、この前市

役所で行われました。私も参加しましたけれども、ま

た、新聞にも報道されましたけれども、県がインター

ネット上に開設したもので、日常生活の中で出るＣＯ

₂の量を簡単に計算できる「e-デジシャク」というも

のが全国の教育関係者からも大きな反響があって半月

で36万件以上のアクセスがあるというわけであります。

各学校にはパソコンが設置されているわけですけれど

も、環境学習の中で、また日常生活の中で出すＣＯ₂

の排出量を実感し、生活を見直すツールとしては積極

的に活用すべきだと思いますし、そのことによってＣ

Ｏ₂の削減にもつながるのではないかと思いますけれ

ども、考えをお伺いいたします。 

○議長（下斗米一男君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 限界集落についての

ご質問でございます。ただいま議員がおっしゃいまし

たように、地域の活性化に取り組むために、地域の住

民の方々が一生懸命取り組んでおられるといったこと、

そういうものに対して助成をするために地域コミニュ

ティ振興事業費というものを設けているところでござ

いますので、その活用について説明をいたしまして、

ご利用していただくように努めたいと思います。 

 それから、先ほど保留をいたしました答弁でござい

ますけれども、消防団員の平均年齢は２月現在で46.4

歳ということでございます。それから、サラリーマン

団員ということでございますが、昨年の聞き取り調査

では70％を占めているということでございます。 

以上です。 

○議長（下斗米一男君） 佐々木市民生活部長。 

○市民生活部長（佐々木信蔵君） e-デジシャク、デ

ジタル環境尺のご質問にお答えをします。実は私もそ

の研修会に参加いたしまして、ＣＯ₂が環境に及ぼす

影響というのは非常に大きなものがある。いろんな環

境を変えていくという部分も非常に心配だととらえた

中で、ＣＯ₂削減効果をどういうふうにはかるかとい

う尺度が今のところないということで非常に困った状

況にあるなと。どういうふうなことで比較しながら、

どれくらい軽減したか、あるいは削減したかという部

分をどういう形ではかればいいのか悩んでいる状況に

ありました。その中でデジタル環境尺、これはＣＯ₂

をどれだけ排出しているかパソコンや携帯電話でも簡

単に計算できるソフトウェアでございます。これはど

いうふうに使うかといいますと、コンセントから電源

を抜くとか、あるいは見たいテレビだけ見て、あとは

電気を消すとか、あるいはいらない電気は消しましょ

うとか、それをインプットすることによって、何時間

消したかということでＣＯ₂をどれくらい削減したか

というのがすぐ出るソフトウェアになっています。そ

して１カ月当たりでどのくらい経費が浮いたかと。１

カ月で3,000円とか2,000円とか、年間にしますと

10,000円近くというふうな講師先生のお話でしたが、

経費節減にも役立つということでございます。非常に

興味を持ったところであります。これにつきましては、

衛生班あるいは協議会の方にもＰＲをしていきたいと

考えておりますし、教育委員会の方にもその辺につい

ていろいろと使用について協議をしていきたいという

ふうに考えております。 

○議長（下斗米一男君） ５番澤里富雄君。 

○５番（澤里富雄君） 今、防災対策の方のサラリー

マン団員の割合ですけれども、70％という非常に高い

率だなという感じがいたしますけれども、そこで、サ

ラリーマン団員の多い事業所、例えば農協さんとか、

あるいは建設業の会社等、勤務中に災害出動した場合
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は、ボランティア休暇みたいな形で、職員の消防団活

動に理解を示していただくようにお願いすべきではな

いでしょうか、実際ありましたけれども、道路工事現

場で働いている方々が近くで倉庫の火災を発見しまし

て、初期消火に努めまして大事に至らなかったという

経緯等があります。やはり工事現場とかよそに出てい

る団員の場合、そういった形で効果があるようですの

で、そういう事業所に対してお願いをすべきではない

かと思いますけれども、考えをお伺いいたします。 

○議長（下斗米一男君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） ただいまの消防団の

ご質問にお答えいたします。 

 事業所で働いている方々には、やはり、議員がおっ

しゃるとおり日中の活動に不足するといった場面もご

ざいますので、これはぜひ協力をしていただかなけれ

ばいけないと考えているところでございます。その事

業所にはどちらかといいますと、久慈市の住民だけで

はなくて、他に住まいを持つ住民の方もいらっしゃい

ます。したがいまして、条例の関係もございまして、

そういった方々も実は消防団の活動をしてもらいたい

という思いがあるわけでございまして、そういったと

ころを今、鋭意詰めているところでございます。そし

て協力事業所の指定等をお願いしながら、消防団員の

活動しやすい環境に努めてまいりたいと思っていると

ころでございます。 

以上です。 

○議長（下斗米一男君） 11番中平浩志君。 

○11番（中平浩志君） それでは木ノ下議員の一般質

問に関連し、何点か質問いたします。 

 まず、施政方針演述について、厳しい財政状況の中

で事業の選択と集中を進め、重点的、かつ効果的なと

いうことで質問させていただき、保育料の軽減とか、

地域コミニュティ、また中心市街地とか内外の交流、

市道整備等という答弁でございます。確かに昨年と比

較しても、約４憶ぐらい、2.3％の予算増となってお

ります。ということはいろんな意味で集中と選択とい

う包括的な部分では、あらわれてきているのではない

かなというふうに思います。ただ、そうはいいながら

もまだまだ市民ニーズというのは非常に多岐にわたっ

て多いものがございます。ただ単に、選択と集中だけ

でやってしまってもいい部分、また悪い部分、プラス

の部分、マイナスの部分等あるというふうに思ってお

りますけれども、そういった集中と選択で行った事業

に対して、きちんとした検証ということをしていかな

ければならないのではないかなというふうに思ってお

りますので、そういった考え方について当局の説明を

求めます。 

 次に、限界集落について、先ほど澤里議員も関連で

質問させいただいておりますけども、実際、この限界

集落はもっと数が多いのではないかなというふうに思

っております。農、林、水、考えればこれは連携して

いる問題が非常に多いのかなというふうに思っており

ます。やはり、山が荒れることによって里が荒れます

し、里が荒れることによってまた海も荒れるという、

先ほど澤里議員も話をしていたとおり、きちっと全体

的な考え方でこれから進めていかないと、どこの部署

だけで考えるとか、こっちの部署だけでというわけで

なく、本当の意味での、国・県・市、すべてきちっと

考えていかなければ、いい部分での昔からのしきたり

を含め、伝統文化等も廃れていくのではないかなとい

うふうに思いますので、再度、これからどういうふう

な形で進めていくのかお伺いさせてください。 

 その次が食料自給率についてであります。カロリー

ベースで市の方は答弁しておりますけれども、これも

地産地消との兼ね合いもあって、今、特にも新聞、テ

レビでも問題になっております中国産とか、いろいろ

ありますけれども、こういった部分に関しては、きち

んと農業とかを守るような制度にすることによって、

より一層安心安全な食料品というのが提供されるので

はないかなというふうに思いますし、それを地元の皆

様方が安心して地元の物を買えるというふうな形にも

なりますし、また内外に向けて積極的にアピールでき

る部分ではないのかなというふうに思っております。

そのためにある程度、この久慈地区の食料自給率、ま

た地産地消という考えもさらに積極的に進めていくべ

きであるというふうに思いますので、考えをお伺いい

たします。 

 中心市街地活性化の北三陸くじ冬の市、やませ土風

館、これについてでございます。 

 北三陸くじ冬の市については評判がよく、これから

も継続していくという考え方のようですし、あと、周

りの商店街の皆様方は意識改革になっているというふ

うな答弁でもございます。これから、いかに、どうゆ

うふうな形でこの冬の市を含め、土風館を進めていく
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のかということだと思います。確かにオープン当初、

冬の市を含めながら土の館オープン当初は多分、人が

来るというふうに私は思っております。ただ、そうは

思いますけれども、これが２年後３年後本当に集客、

リピーターのお客様が来るのかという考えを持つと、

ちょっと不安な部分もあるのかなというふうに思われ

ます。やはり、いろんなところからの意見等を踏まえ

ながら、また聞きながら、また行政側としてもいろん

な情報等を全国各地から取って、それを提供するとい

うのも必要ではないかなというふうに思いますので、

今後の進め方、考え方についてお伺いいたします。 

 教育問題についてでございます。教育行政方針演述

について。教育の不易性を基本にこれから進めていく

ということで、もちろん教育というのは児童生徒を含

めながら人を育てる、また夢と希望を持っていくとい

うのが基本理念だと思います。ただ、そこで問題にな

るのが、学校、教える側がどのような体制になってい

くのかというふうな部分が非常に大きなウエートを占

めてくるのかなというふうに思います。私もたびたび、

一般質問等で話しさせていただきますけれども、世間

的に見て、きちんとした教員というのが必要だと、変

な言い方かもしれませんけども、ちょっと常識を外れ

た感覚の教員の方々も中にはいるかもしれませんので、

そういった部分を含めながらきちんとした教員の配置

というのが、これから子供の教育を含めながら非常に

大事な部分と私自身は思っておりますし、それをやっ

ていくことによって、初めて本当の意味での教育とい

うのができてくるのかなというふうに思いますので、

考えをお聞かせください。 

 市内小中学校の統廃合。一定規模で、それぞれ３月

に考えをまとめるということですけれども、確かに各

地域を見れば、小規模校で非常にいろんな地域事情等

があってもなかなか統廃合できない地区があるようで

す。そういった部分、地域の事情等あるのはわかりま

すけれども、やはり今の時期きちっと見直しをしなが

ら、本当の意味で子供たちの教育がこれでいいのかと

いうことを、教育委員会側としても地域の皆さん方に

理解をしていただきながら、ある程度に規模の学校で

きちっとした学校教育を受けられるような環境づくり

が必要だと思いますので、その点についてもお伺いい

たします。 

 後の久慈小学校の改築についてです。20年度、来

年度ですけれども、補助事業の採択等を含めてという

ことですけれども、実際、話ができるのであれば、何

年を教育委員会としては予定しているのか聞かせてい

ただきたいというふうに思います。 

以上です。 

○議長（下斗米一男君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 限界集落についての

ご質問にお答えします。先ほどの答弁はコミュニティ

の方に着目した答弁でございました。担当の関係もご

ざいます。それで、実は議員のご指摘のとおり、海と

か山の暮らしがあって、そして生計があって、そして

集落というのは形成されていくものだと考えておりま

す。したがいまして、それぞれの部局で個々に取り組

んでいる部分もあるわけですけれども、やはりおっし

ゃるとおり全体的に取り組みの協議をしていかなけれ

ばならないものだというふうに思っているところでご

ざいます。そのように進めてまいりたいと思います。 

○議長（下斗米一男君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 食料自給率と地産地

消の推進についてということでございます。これにつ

きましては議員お話しのとおり、積極的に今後も進め

る必要があると、そのように考えてございまして、生

産者関係団体と一層の連携を図りながら取り組んでま

いりたいとそのように考えております。 

以上でございます。 

○議長（下斗米一男君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 中心市街地のにぎわ

いの創出についてお答えを申し上げます。これにつき

ましては、関係するまちづくり会社、商工会議所、市、

商店会、それから市民を巻き込んだ総合的、一体的な

取り組みが必要というふうに考えてるところでござい

ます。既存のいろんなイベントがあるわけでございま

すので、そういったものに魅力を付加し、また、新し

いイベントにも取り組みながら、土風館の特色を生か

し、観光、それから物産の情報の発信等をしながら誘

客に努めてまいりたいと考えているところでございま

す。 

○議長（下斗米一男君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 事務事業の見直しで

すけれども、これは当市では市政改革プログラムを推

進しているところでございますが、そういった全体の

中で、すべての事務事業について、見直しをしている
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ところでございます。今後とも継続してまいりたいと

思っております。 

○議長（下斗米一男君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 教育問題につきまして３

点ほどご質問いただきました。 

 まず一つ目は学校経営の関係になろうかと思います

が、子供たちの教育の場を確保する、環境を整えると

いうことの中にも教員の資質向上というところも、確

かに重要な部分があろうかと思います。そういう面に

つきましては、教員そのものも育てていくという視点

も大切だというふうに考えておりますので、これは県

教委員の方とも十分に協議しながら一緒になって進め

てまいりたいと考えております。 

 学校の統廃合の関係でございますが、議員さんおっ

しゃるとおり、各地域で事情等を抱えている部分で、

今まで進まなかった部分もあろうかと思います。これ

につきましては、子供たちの学習環境を整えるという

視点で、ぜひ進めてまいりたいと思っております。そ

れといたしましても、教育効果を考えるという面では、

一番大切でございますが、それを、学校を支えていた

地域の皆様の地域コミュニティのあり方というのも考

えなければならない。あるいは、学校が歩んできた歴

史的経緯というのも考えなくてはならない。あれやこ

れや考え合わせて、これについては方針を定めてまい

りたいと思っておりますので、その際にはぜひご理解

を賜りたいと考えております。 

 また、久慈小学校の改築年度につきましては、先ほ

ど教育委員長の方からご答弁申し上げましたとおり、

財政事情等もございますので、それらを勘案しながら

できるだけ早い時期に改築ができるように、関係方面

と交渉してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（下斗米一男君） 11番中平浩志君。 

○11番（中平浩志君） それでは再度ご質問させてい

ただきます。 

 まず、限界集落について、これからいろんな部署と

協議をしながら進めていくということでございます。

私自身も、もともと生まれが田舎なものですから、私

の生まれた地区も、今、人口10人足らずだというふう

に思いますし、65歳以上の方々が７割、８割程度いら

っしゃいます。多分、将来なくなる地域なのかなとい

うふうな危惧はしております。ただ、そういった地域

がなくなるということは非常に、皆さん方、私も含め

て寂しい思いをしてるのかなというふうに思います。

そういった部分に関しては、より一層、先ほど部長の

答弁でございましたけれども、いろんな部署等と連携

をしながら、そういった意味ではある程度守れるよう

な発想、感覚でやっていただけるようにお願いしたい

なというふうに思いますので、 後また答弁お願いい

たします。 

 あと、食料自給率について。部長の答弁、積極的に

取り組みたいと。何をどういうふうに取り組みたいの

かが、私わかりませんでした。例えばの話、市内の大

手スーパーさん、ああいうところなんかは、多分、規

格に合ったよい商品、農家でつくったダイコンでもキ

ュウリでもいいでしょうし、規格に合ったようなもの

しか多分出してないというふうに思います。農協さん

とか産直さんとかで出しているような曲がったキュウ

リでも土がついたダイコンでも、ああいう部分をもう

ちょっと積極的にどこでも売れるような感覚でやるこ

とによって、それを生産する人たちもふえてくるだろ

うし、それを買う方も安心して買える部分が出てくる

のかなというふうに思いますので、そういった部分に

関してはもうちょっと積極的に、行政側でも大手スー

パーさんとかいろんな部分について働きかけをすると

いうことも必要ではないかなというふうに思います。

ただ単に大ざっぱにこれから一生懸命取り組みますと

言いながらもどういうふうな形で取り組むのか見えて

こないので、具体的に答弁をお願いします。 

 あと、中心市街地についてでございます。一体的に、

総合的に考えながら協力し合いながらこれからも進め

ていくということです。私、例えば思ったのが、ああ

いう立派な施設、もちろん駐車場含めてなんですけど

も異業種を含めながら、これから参加させながら、ど

ういうふうな形でやったらいいのかなということを考

えていった方がいいというふうに思います。一つの例

とすれば、ああいうところに集まるのは食べ物屋さん、

ちょっとした小物を売る産直みたいな感覚。極端な言

い方なんですけれども、車とか展示しているという発

想がないんですよね。ああいう広場を使いながら。同

じ感覚でやっていても、多分リピーターというのは飽

きてしまうのではないかなと思いますので、ちょっと

した異業種を含めながら、ちょっとしたスペースをも

っと開放的に使えるような施策というのがこれから必
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要となってくるのかなというふうに思いますので、そ

ういった考え方についてお聞かせください。 

 後、教育委員会になります。先ほど次長から答弁

があったとおり、教職員を育てるということは非常に

大事なことだというふうに思っていますし、それにつ

いては私もどんどん積極的にやっていただきたいなと

いうふうに思います。やはりそうは言いながらも、中

にはいろんな先生方が実態としているというのは多分、

教育委員会の皆様方も承知しているというふうに思い

ます。そういったいろんな方々がいる中で、きちんと

子供の教育に利益をもたらすような形で進めていくと

いうのが大事だというふうに思いますので、教職員の

指導の徹底、こういった部分に関して、もうちょっと

具体的にどういうふうな形でやっていくのかというこ

とを答弁いただければというふうに思います。 

以上です。 

○議長（下斗米一男君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 限界集落のご質問に

お答えをいたします。集落はそれぞれ個々のケースで

状況というのがいろいろとあって、違ってくると思い

ますけれども、議員がおっしゃいますように、自分の

ところと関係ないということではなくて、各部署が連

携をいたしまして全体的に取り組む必要があると思っ

ております。 

以上です。 

○議長（下斗米一男君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 食料自給率につきま

しては、市だけの対応というのはなかなか難しいわけ

でございますが、この地産地消につきましては、いず

れ、先ほど市長の方からも申し上げてございますけれ

ども、産直での販売数をふやすとか、あるいは朝市等

でそれらを売り出すとか、そして、先ほど議員がお話

しのとおりスーパーでの取り扱いをふやすとかという

のは、いずれ関係団体等々、さらに一層密にしながら

取り組む必要があると、そのように思っておりますし、

生産者に対しても意識の向上というふうなことをして

もらえるような取り組みをしていかなければならない

と。現在もそういうふうなことでいろいろ県の方、振

興局とも連携をしながら取り組んでいるところでござ

います。これをさらに具体的に、目に見えるような取

り組みに変えていきたいというふうに思ってういると

ころでございます。 

以上です。 

○議長（下斗米一男君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 中心市街地の活性化

のためには、多くの方々の参画、それからご意見をい

ただきながら、あらゆるものにチャレンジ、取り組ん

でいく必要があるというふうに思っているところでご

ざいます。ただいまいただきましたご提言につきまし

て、まちづくり会社を初め関係者の方々にもお伝えし、

情報を共有しながら取り組みをしてまいりたいと考え

ているところでございます。 

○議長（下斗米一男君） 大湊教育次長。  

○教育次長（大湊清信君） 教員の育成にかかわりま

しては、議員のおっしゃるとおりだと思います。私ど

もといたしましては、日常の授業の中では管理職であ

ります校長、教頭等を通じた具体的な指導、あるいは

私どもに３名在籍しております指導主事等を初めとす

る、指導主事の学校訪問指導、これらを通じた授業の

改善というものについては鋭意取り組んでまいりたい

と考えております。 

以上でございます。 

○議長（下斗米一男君） この際、昼食のため休憩い

たします。再開は午後１時といたします。 

午後０時07分   休憩 

──────────────────── 

午後１時00分   再開 

○議長（下斗米一男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。新政会代表、木ノ下祐治君の一般質問を継続

し、関連質問を許します。12番中塚佳男君。 

○12番（中塚佳男君） 木ノ下議員の質問に関連して、

２点質問いたします。 

１点目は、９番の漁業振興に関して船だまりの件に

つきまして質問いたします。 

私はことしの正月、地元の漁業者と一緒になりまし

たら「船だまりはどの程度できたのかな早くやってほ

しいんだけど」という話がありまして、漁業組合本部

の幹部に行って話しましたら、幹部の人が一向に「何

もわからない」といったような、関係がないような

｢どうなってるの｣そのような返事でした。それで私現

地に行って見ましたら、測量したところもわからない

ようにぼうぼうと草が生い茂っていました。それはそ

れとして、末端の漁業者を束ねている本部の幹部の人

が、全く無関心というか無関係といいますか、それを
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聞いてびっくりしました。これは市の担当者として援

助もしたり市場も整備しているんだから、もう少し指

導といいますか、連携をとって、末端で働いている生

産部の代表者、漁業組合本部の担当、市の担当は１年

に一、二回情報交換、懇談会を通じて１年に２回か３

回情報交換して県に要望すべきと思います。その考え

についてお伺いいたします。 

２点目、教育委員会にお伺いいたします。市内の小

中学校の統廃合にかかわって質問いたしますが、先ほ

ど木ノ下議員、中平議員にご答弁があって非常に細か

くご答弁いただきましたが、教育委員長の答弁のとお

り一定規模のよい環境にして、児童生徒を教育環境が

よい中で教育したい、全くそのとおりでございます。

ただ地域事情を考えれば学校がなくなるということで

非常に地域住民にすれば本当に忍びがたい思いもある

と思います。 

久慈市内の小中学校で12人未満の学校が12あるよう

でございます。そこで私の質問したいのは、霜畑中学

校は一応住民との話し合いがつきましたという話は聞

きましたが、その他の残りの11校の地域住民との学校

統合の懇談会、情報交換座談会等を開いた地域がある

のかないのかお伺いいたします。 

それと枝成沢小学校ですが、私はあそこの学校の場

合は学区変更といいますか、希望者といったら適当か

どうかわからないが久慈小学校には生徒数が758名あ

ると。それで学区変更といいますか希望者等があれば、

これを募って枝成沢小学校存続が可能ではないかと私

は思います。学校がなくなることによって地域の若い

青年・女性たちが、学校がなければ結婚してそこに住

むという考えが薄れるわけですから、そういうことも

参考にして検討してみる必要があると思います。 

 758人といえば、やはり中にはいじめ問題等がある

と思います。また、親によっては少人数の学校に入れ

たいという気持ちの親御さんもいるかもしれませんの

で、その辺を検討してみる必要があろうと思いますが、

その考えをお伺いいたします。 

○議長 （下斗米一男君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長 （卯道勝志君） 船だまりの移転の関

係についてお答えを申し上げたいと思います。 

この件につきましては、平成14年から16年まで港湾

計画の一部変更の際に利用者である生産部からの強い

要請によって計画に位置づけられたものでございます。

それから市漁協からは、今般の場合ですと、平成19年

11月30日、漁業協同組合の組合長さん、それから生産

部幹部の方々が市長のところにおいでになりまして、

平成20年度の漁業予算の要望、陳情があったわけでご

ざいますが、その際に計画の促進について要請を受け

ているものでございまして、それを受けて市として港

湾管理者である県の方に要請いたしてるところでござ

います。ただいまのようなご指摘でございますが、漁

協独自においても県の港湾管理者の方に要請するとい

う姿勢も必要と思いますので、それらの関係につきま

しては漁協とも協議をしてまいりたいと思います。 

○議長 （下斗米一男君） 大湊教育次長。 

○教育次長 （大湊清信君） 小規模校関係のご質問ち

ょうだいいたしました。議員のおっしゃるように学校

を支えていただく地域の方々の感情を無視せずにやは

りこれは進めていくべきだという点、ご指摘、確かに

そのとおりだと思っております。 

ただ、私どもといたしましては、子供の学習環境が

どうあるべきかというところをまず第一優先に考えて

まいりたいと考えております。学校を中心とした地域

コミュニティ振興のあり方、これはまた別な手当てを

する部分もあろうかと思いますので、このところは切

り離して考えてまいりたいというふうに、私どもとし

てはそういう考えのもとに方針を策定してまいりたい

と考えております。 

また枝成沢小学校の例を引き出しましての、小規模

校の特性化した学校経営というのもご提言ございまし

た。これは学区外就学ということでのご提言だと思い

ますけれども、私どもといたしましては学校そのもの

教育は集団の中で、ある程度の規模を持った集団の中

で行うべきだと、これが一番効果が上がるだろうとい

う認識を持っております。こういうところでどうあれ

ばよいのかということを今教育委員会の方では委員が

協議しておりまして、これに基づいた方針案を提示し

てまいりたいと思っております。 

そういうことでございますので、統廃合・再編に関

しましての地域に対する説明会・懇談会そのものにつ

いては素案ができた段階の４月以降に各地域に入りま

して保護者の方々、地域の方々に説明してまいりたい

というふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長 （下斗米一男君） 20番清水崇文君。 
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○20番 （清水崇文君） 木ノ下議員の一般質問に関連

して質問を３点させていただきます。 

 １点目は１番の施政方針演述の中で、２番のエネル

ギー対策の関係ですが環境、温暖化削減その中でのエ

ネルギー対策ということで地球、大きな規模での環境

問題を考えたときに、市の取り組みは大事だなと思う

わけであります。その答弁の中でエネルギー対策につ

いては事業体への支援をしていくんだというふうなこ

とでございます。それは一つはそのとおりなわけでご

ざいます。もう一つは事業体の支援とともに重要なの

は、市のエネルギー問題の考え方の基本はどうなんだ

ろうということを考えるわけでございます。新市建設

計画の中でバイオマスタウン構想ということがうたわ

れていましたが、それが具体的にどこまで今進捗して

いるのかということをお伺いしたいのがまず第１点で

ございます。 

 ２点目は林業振興について、市有林が1,800ヘクタ

ール以上に現在なっているわけで、その中で現状を把

握しているんだということなんですが、いわゆる造林

地の現状把握も当然必要ですが、もう一つは木ノ下議

員の質問にもあったんのですが、さまざまな雑木林等

の利活用ももっとするべきでないかと考えるわけでご

ざいます。先ほど申し上げたとおり造林地については

60年、80年ぐらいの構想でもいいと思います。また旧

山形村時代には遊々の森ということで、100年の森を

つくるんだという構想もございます。それもそれで結

構です。もう一つはやはり経済としてまわす山林もあ

っていいんではないかと思うわけです。県北県岸振興

の中で特にこの県北地域、木炭、シイタケの推進があ

るわけですがこれから安定してそうした人たちに原木

の供給やら特に新規参入したい方々は、どのようにし

たらいいかわからないということがあると思います。

そういうところに市有林の活用をしてもいいんではな

いかと考えるわけなんですが、それについてお伺いを

いたします。 

３点目ですが、教育行政方針演述の中で小規模校の

指導、複式学級の指導充実とあるわけなんですが平成

19年度においての各小中学校の複式学級の状況がどの

程度であったのか、また平成20年度にはふえるものか

どうなのかということをまずお伺いしたい思います。          

○農林水産部長 （中森健二君） 現在の計画的な森林

計画というふうなことで、市有林の現況調査を実施し

ているところでございます。この中で、ただいま議員

の方から広葉樹、いわゆる雑木の活用策のご提案がご

ざいましたが、この計画の中に、まさにこの雑木の活

用ついても取り入れて計画をしていきたいというふう

なことでございまして、基本的な計画の内容でござい

以上３点お願いいたします。 

○議長 （下斗米一男君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長 （卯道勝志君） エネルギー関係の質

問にお答えを申し上げます。 

 バイマススタウンの関係でございますが、これは国

におきまして持続的な発展可能なバイオマス日本の実

現に向けて、国が政策的に取り組んできたものでござ

いまして、平成17年からことしの２月まで23回にわた

ってバイオマスタウン構想の認定を行っているもので

ございます。国におきましては、当初の計画では５カ

年間で500の市町村の認定をしたいということで、取

り組みをしているわけでございますが現在、平成19年

度、ちょうど中間地点にあるわけでございますが、全

国で104の認定の状況にあるということでございまし

て、事業化に向けた取り組みが非常にいろんな要素が

あって、難しい部分があるというふうなところがござ

います。具体に申し上げますとバイオ原料の確保の問

題であるとか、収支バランス上の採算性の問題、それ

から資金の確保、それからいろんな各分野にまたがる

関係もあって、企業間の連携した取り組みであるとか、

研究開発の連携等、そういったものが非常に多種多様

多岐にわたる部分があって、なかなか事業化が進んで

いない部分があるということでございます。 

 当市は、バイオマスタウン構想ということで新市建

設計画の時点で、計画を取り上げていたわけでがざい

ますが、その時点におきましては、鶏ふんを利用いた

しました発電の計画が議論されている時期でございま

して、それらの構想実現、計画の実現に向けて市とし

てバイオマスタウン構想をつくるということで、予算

にも構想策定経費を計上したところでございますが、

原材料の確保が難しいということで断念いたしたとこ

ろございます。   

今後におきましても、民間事業者のそういった事業

計画等が出された場合に、市としてタウン構想の計画

に取り組んでまいりたいと、このように考えていると

ころでございます。 

○議長 （下斗米一男君） 中森農林水産部長。 
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ますけれども、一つは経営に関する基本方針といたし

まして、森林管理あるいは経営の合理化、収益の確保

にかかる基本方針の策定というふうなことを考えてお

ります。その中で、具体的には森林の施業基準、収支

計画あるいは収穫計画といたしまして、収支計画をも

とにした伐採量の問題とか伐採の時期の策定をやって

いきたいと。そういう中にいわゆる広葉樹の比率が

53％市有林の中にございますので、この活用としては

シイタケ原木の供給とか、あるいは木炭原木の供給、

これらに活用を図ってまいりたいというふうに考えて

いるところでございます。     

○議長 （下斗米一男君） 大湊教育次長。 

○教育次長 （大湊清信君） 複式学級の現状と見通し

のご質問をちょうだいいたしました。19年度におきま

しては、小学校で23本分校のうち、14本分校が複式学

級を抱える学校というふうに承知しております。学級

数で申し上げますと、125学級が全体でございますが、

そのうちの29学級が複式というふうな授業をしており

ます。また中学校におきましては、11校中２校が複式

を持っている学校というふうになっております。学級

数で申し上げますと、49学級中２学級が複式というこ

とになっております。ちなみに、これら学校の１校当

たりの平均でございますが、小学校で8.8人の在校生、

中学校では9.5人の在校生、このような極小規模校の

分類される学校の中での複式が多いというふうに承知

しております。20年度につきましても同じ数というふ

うに承知しております。 

○議長 （下斗米一男君） 20番清水崇文君。 

○20番 （清水崇文君） まずバイオマスの関係ですが、

今の答弁ですと事業体から要請があったら受けるんだ

ということで、市として市の全体計画の中にバイオマ

スなりエネルギー対策をどうもっていこうという計画

そのものが欠落、ないものなのかと感じるわけです。 

 事業体からあった場合は受けましょうということで

いいんでしょうか。演述の中で大きな見出しでうたっ

ているわけですし、ぜひ、市としてエネルギー対策を

どのようにもっていこうというものがなければならな

いのではないのかなと。20年度の予算書を見ても、例

えばバイオマスエネルギーの研究会なりなんなり一切

そのような項目もないようですし、例えば産業振興の

みならず、農政、林業水産、企業立地の課とかさまざ

まな部課に分かれなければ、どういうふうにもってい

くというのができないと思うんです。そういうふうな

全体計画というのは、市として立てるつもりはないの

か、企業からきたときだけ請け負うという姿勢なのか、

まずそれについて、再度お伺いしたいと思います。 

 林業振興については、ただいま部長からの答弁でわ

かりました。その中で、先ほども申し上げましたが、

このいわゆる団塊の世代対策等の中でも、多分1,000

本、2,000本規模でも、シイタケをやってみたい、小

さな例えば炭窯でもいいからそういうのをやってみた

いという方があると思うんです。例えば年間2,000本、

3,000本のシイタケの小規模であっても、３年たてば

8,000本、１万本の規模の生産者になるわけですので、

これからそういうふうな方へのアプローチが必要だと

思いますので、ぜひその辺はよろしくお願いしたいと

思います。 

 教育委員会の方ですが、小学級の中で詳しい数字等

の説明ありがとうございます。そこで先ほどの質問に

もあったんですが、複式学級をどうしても避けられな

い、なかなか統合できない状況の中では、複式は避け

られないわけなんですが、そこでの先生方の指導力、

それから専門職等をどれぐらい配置できるものなのか

再度お伺いをしたいと思います。 

○議長 （下斗米一男君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長 （卯道勝志君） エネルギーの関係に

ついてお答えを申し上げます。 

 基本的には旧市村の時代に策定をいたしました新エ

ネルギービジョン、それに基づいて推進をいたしてい

るところなわけでございます。このバイオマスの関係

につきまして、部分的な導入については、市の公共施

設等への活用等があるわけでございますが、バイオマ

スそのものの事業化となりますと、市内のみならず県

内国内の民間企業等を活用しての事業化というふうな

取り組みというのが必要になってくるところでござい

ます。そこでバイオマスタウン構想が、500の予定の

うち現在104自治体ということなわけでございますが、

この構想につきましては、ある程度その事業実現が可

能になった段階において、そのバイオマスタウン構想

を策定するというものでございます。これを策定した

場合においては、国の７省庁が共同で取り組んでおり

まして、多様な助成制度等を用意していると、事業の

具体化に向けた制度を用意しているというふうなこと

でございまして、それらを活用する場合に、構想が必
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要になってくるというふうなものでございます。そう

いったところでございまして、バイオマスの構想策定

に当たっては、そういった一定の具体的な動きがあっ

た段階での計画・立案ということになるということで

ございますのでご了承をいただきたいと思います。 

○議長 （下斗米一男君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長 （中森健二君） シイタケほだ木の県

からの支援あるいは、木炭窯の整備にかかわる支援、

現在あるわけでございますけれども、年々これが減少

してございます、制度上は３分の１以内というふうな

補助率ではございますが、19年度におきましては10％

を切るという状況にございます、そういう中で市の単

独といたしまして、事業費の15％の支援をしているわ

けでございますが、財政状況等を考えながらできるだ

け、この市の15％はなんとか確保してまいりたいとい

うふうに、担当部としては考えておるところでござい

ます。 

以上です。 

○議長 （下斗米一男君） 大湊教育次長。 

○教育次長 （大湊清信君） 教員の配置の関係でござ

いますが、通常ベースといいますか管理職除きでのお

話をしたいと思いますけれども、小学校の場合は１学

級から２学級の場合は、その学級数と同じ教師数が入

ります。 

 ３学級から６学級あるところでは、普通学級数プラ

ス１人の増員、７学級から13学級につきましては、普

通学級数プラス２人の増員という教員配置、小学校の

場合はそうなります。 

 中学校につきましては、１学級の場合は３人、２学

級の場合は５人、３学級の場合は７人という基準がご

ざいます、ただ中学校そのものにつきましては、現在

９教科が教科としてありますので、小規模校であれば

どうしても専門の免許を持った先生の数というのは不

足しておりますので、そこのところは非常勤講師を配

置するなりという形で、できるだけ９教科にあわせた

教員の確保には努めておりますけれども、いかんせん

絶対量が不足するということで、教員が免許外の教科

を担当するという事態に陥っております。そのほか現

在、複式に学級につきましては小学校も中学校も８人

いないのであれば複式というふうにとらえております。

これは１年生の場合です。１年生が加わる場合は８人

というふうに小学校中学校あります。それ以外の場合

は連続する場合16人というのは、基準としてあります。

その中で 大限のところが久慈市の場合14人から16人

の複式学級、これを抱えている学校につきましては、

19年度で３校に３人の非常勤講師を配置いたしまして、

複式学級を解消した形の授業をとり行うというふうな

ことに努めております。いかんせん小学校45分あるい

は中学校50分、こういう時限数があるわけですが、こ

の中でどうしても複式学級というのは２方面の授業を

しなければいけないということで、現場の教員の負担、

それから子供たちにとっての授業を受ける時間、ここ

のところに制約があるというところでご理解を賜りた

いと思います。 

以上です。 

○20番 （清水崇文君） 時間がないのであれですが、

私はこのバイオマスについてはちょっと旧市村の計画

があったのでいいというふうな答弁に聞こえたんです

が、私はやはり日々働いているものですので、やはり

研究というのは絶えず行っていかなければならないの

ではないかなと。また、総合的な公共施設等へのいろ

いろバイオマスエネルギー等の利用についても日々研

究する必要性があるのではないかというふうに思いま

す。 

これは答弁いりません。 

 あと、 後に教育委員会の方に、これはお礼ですが、 

先ほどもあったんですが、霜畑中学校が平成21年に統

合にやっとなる。旧山形村時代も山形中学校統合以来、

何十年抱えてきた問題がやっと解決できるということ

で、大変お礼と感謝を申し上げる次第でございます。

ただお互いの歴史ある学校が閉校になるわけですので、

この１年間さまざま統合する学校同士のやりとり等が

あると思います。ぜひ教育委員会のますますの支援を

いただきますようお願い申し上げまして終わります。 

○議長 （下斗米一男君）  再質問、関連質問を打ち切

ります。 

 清風会代表、髙屋敷英則君。 

    〔清風会代表髙屋敷英則君登壇〕 

○25番 (髙屋敷英則君) それでは清風会を代表いた

しまして、市政各般にわたって一般質問をとりおこな

います。  

 まず、 初の質問、これは儀礼的なものになるかも

知れませんが、新年度の予算編成をするに当たっての

基本方針とその重点施策について伺います。その上で、
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地域の活性化に取り組む市長の意欲を確認するという、

そういう意味でも地域活性化に取り組む市長の姿勢は

トップダウンなのか、それともボトムアップなのかと

いう単純な市長の政治手法についても、この際、忌憚

のない考えを伺いたいと思います。 

 さて、質問通告の２番でございますが、行政機構改

革についてであります。 近、住民の生の声がなかな

か市役所に届かない、市役所の職員は上司の顔色ばか

りを伺って全く市民の顔を見ていない、こういったよ

うな指摘が多くの市民から発せられているという現状

をいったいどのように考えているのでしょうか。 

また、縦割り行政の弊害についてはどのように現実

をとらえ、対策が講じられているのか。 

庁内にセクション主義や形式主義、官僚主義がはび

こって、いびつな人間関係が構築されていないか。 

また、いわゆるパワーハラスメントといわれるよう

な事態が庁内で起こっている原因は、単に人事の問題

ばかりではなく、縦割り行政といわれる今の行政の機

構そのものにも問題があるのではないか。今一度、市

民の複雑多様化する要望にこてえるために、現在の内

部機構を徹底的に再点検する必要があるというふうに

思うわけでございますが、こうした現状の行政組織、

そしてそれに伴って生じているさまざまな問題を取り

除く対策について、当局ではどのような対策がなされ

ているにかお伺いをいたしたいというふうに思います。 

 また、市のバランスシートの公開については市民１

人当たりの資産、負債、資産における負債の比率、負

債の主なる内容、窓口業務や補助金などの行政コスト、

あわせてそれらから導き出される市の財務体質の分析

はどのようなものになっているのか伺いたいというふ

うに思います。 

 次に、入札制度についてでありますが、これまで一

般的に行われてきた指名競争入札は、いわゆる談合の

温床といわれているわけでありますが、指名競争入札

と一般競争入札及び総合評価落札方式には、当然それ

ぞれに一長一短の長所と欠点があるものだというふう

に私は認識しているわけでございます。指名競争入札

が談合の温床だというのであれば、一般競争入札には

原則的にだれでもいいのか、業者の工事・施工能力は

問わないのかというような素朴な疑問、また総合評価

方式には企業の実績や地域貢献度などを点数化して価

格と品質の両面から選定するということで、より透明

な客観性が求められるわけでございますが、実績など

については検査官の権限が評価を大きく左右して、そ

こにまた新たな癒着が生じないとは限らない危険性も

隠れているわけでございます。当局としては、これら

それぞれの入札、落札方式について、どのような認識

を持っておられるのか。 

また、将来的には、どのような制度が定着するのが

一番望ましいと考えているのか伺いたいと思います。  

また、昨年、奥州市で実施された官民競争入札につ

いては、どのように評価をしているのか。これは、行

政サービスの市場化テストであるというふうに言われ

ておりますが、行政改革の一環としての評価としては

どのように受けとめているのか伺いたいと思います。

さらには、市では先ごろ、初めて総合評価落札制度を

試行したわけでございますが、また、全国的に、ある

いは全県的に、市町村自治体での総合評価落札方式に

よる入札が少ないのは、単に事務量の増加によって物

理的に現在の体制が対応できないという、そういう事

情からだけなのか。言いかえれば、仮にこの制度が

良なものであったと仮定して、市の力量から見て、当

面は対応できないということなのであれば、不足して

いる条件というものはどういう環境のもとで整うもの

だと考えているのかという点についても、あわせてお

伺いしたいと思います。 

次に、夢ネット光ファイバーによる地上デジタル化

への対応について４点伺います。 

１点目は、2011年に地上アナログ放送から地上デジ

タル放送へと完全移行するわけでございますが、山間

部の多い地域では、放送設備計画が完全に達成されて

も、電波を受信できない世帯は10％近く発生するとい

うふうに言われているわけでございますが、久慈市で

は、難視聴地域及び難視聴世帯数はどのくらい出ると

予測しておられるのか。 

第２点目は、昨年10月来、ＮＨＫアイテックに依頼

して、市が行った共同受信施設へのデジタル放送対策

調査はもう終了したのかということ。その調査の結果

については、いつごろ施設組合に対して報告がなされ

る予定なのか、2011年10月といえば残すところあと３

年半なわけでございますが、施設組合の運営責任者に

とっては、場合によっては巨額な負担が生じるかもし

れない事態に備えてそれなりの事前の対応が必要にな

るわけでございまして、調査結果という重要な情報は、
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一日も早く施設組合に対して行われてしかるべきだと

いうふうに考えるわけですがいかがでしょうか。 

また難視聴地域に居住していながら、経済的な事情

があって施設組合に加入していない世帯の実数につい

て、当局はどのように把握し、対応しているのか伺い

たいと思います。光ファイバーの本線から軒下までの

配線については、過去の議会においてもいろいろ議論

がなされた経緯があるわけでございますが、そうした

議論はともかくとして、本線から軒下までの配線は自

己負担とする考え方に至ったと仮定した場合、難視聴

地域に居住する施設組合に未加入の世帯の扱いはいっ

たいどうなるのか。 

今から25年前のお話になりますけれども、本線から

150メートル離れた世帯の軒下までの支線を配線する

と17万円の費用がかかった、当時の値段であり、また

アナログケーブル支線工事の値段でございますので、

デジタル化への今回は、もっと多額の費用が必要にな

る。今申し上げました施設組合に未加入の世帯は、当

時であっても多額の負担に対応できずに、やむなく未

加入という状態に甘んじてきたわけでございます。そ

うした方々の存在、暮らしへの配慮というものを想定

した場合に、一概に軒下までの配線は自己負担とする

考え方は、やはり再吟味をする必要があるものと思わ

れるわけでございますが、この点についても当局の考

えを伺いたいというふうに思います。 

次は、集落維持支援についての質問でございます。

65歳以上の方が50％以上の集落、いわゆる限界集落に

ついて、岩手県が行った調査については、過日の岩手

日報の記事によりますと、久慈市はこの調査に回答し

なかったということになっているわけでございますが、

なぜ回答しなかったのか。あるいは、どういう行き違

いがそこにあって回答しなかったという結果になって

しまったのか、その辺の事情についてまずお伺いをし

たいというふうに思います。 

市における限界集落及び準限界集落の現状と課題、

その対応策を示せという、そういう趣旨の質問につき

ましては、限界集落はいずれ消滅集落へ、準限界集落

はやがて限界集落へというように、年月とともに移り

変わっていくわけでございます。この流れをとめるの

は、まさに至難のわざかもしれません。しかし、限界

集落問題と地域振興は表裏一体、切り離せないもので

あり、行政としては集落の維持のために、具体的な対

応が求められております。しかも、現実的に集落を維

持する努力というのは、少なからず、自治会というよ

うな多少大きな単位の話でございまして、５世帯や、

あるいは10世帯というような小集落にあっては、集落

の維持ということよりも、もっと現実的な問題、そこ

に住む住民の生きがい、一生ここで暮らしていきたい

という環境をいかにつくりだせるのか。言葉をかえれ

ば、人間の幸せとは一体何なのかという、人生の 終

の根本を問う問題であるように思えてならないわけで

ございます。資源の活用もさることながら、住民の持

っている知恵、工夫、趣味を生かした暮らしの実現、

幸いなことに限界集落といわれる地域の住民の皆さん

には、安定した年金という収入が前提にあり、基本的

には一から生活を保障できる産業を興さなければなら

ないというようなことではなくして、活動して生きが

いを得ながら、ささやかな収入があればそれでも十分

なものであるから、こういう小集落支援については、

やりようによってはいかようにも方法はあるのではな

いかと思うわけでございます。未利用資源活用担当課

というものが市にはございますけれども、そういう担

当課も、企業や意欲的事業主の新たな商品開発、それ

も大学と協同して、いわゆる産・学・官協同によるま

ちづくりの必要もあるかもしれませんけども、市の底

辺の現状を鑑みながら、地道に地域の振興を考えて、

そのために積極的に携わっていくことが必要なのでは

ないかと思うわけでございます。いわゆる中山間地の

小集落の未来に関する、こうした地道で具体的な対策

について、当局の考えを改めて問うものでございます。 

次に、市民バスの運行についてお尋ねいたします。

１点目の乗車推進つきましては、その具体策を示して

いただきたいということ。 

２点目は、変則運行となる山形地区の通学支援バス

の運行形態の概要についてお答えをいただきたいとい

うふうに思います。この運行費用については、県と市

が２分の１ずつの負担であるというふうに聞いている

わけでございますが、この支援バスの運行は久慈高校

山形校の廃止問題に絡んだ措置であり、これまでの経

緯からすれば、県の負担割合はもっと高くて当然とい

うふうに思うわけでございますが、いかなる協議の内

容によってこのような結果になってしまったのか、ま

たこの運行形態が３年間の限定であるということでご

ざいますが、それ以降の見通しについても合わせてお
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伺いしたいと思います。 

次に、多重債務者の救済についてでございます。こ

れについては市内の多重債務者の実数を当局は把握し

ているのかと。把握した実数の数倍もの多重債務者の

存在があることを、当局は承知しているのかというこ

とをまずお伺いしたいというふうに思います。 

民政の安定は、行政の主なる仕事でございます。市

民の暮らしの実態を知ることが市政の根本になれば、

よりよいまちの未来は展望できません。 

多重債務は社会の 小単位である家庭を崩壊させま

す。夫婦は離婚、あるいは一生涯借金の返済に追われ

て、子供たちの精神は粉々に破壊されます。  

市当局が、かかわっている多重債務の相談件数は年

間およそ100人程度というふうに言われているわけで

ございますが、実際に裁判所、弁護士、司法書士など

への相談件数、及び相談できない事情がある人を含め

た多重債務者、隠れ多重債務者、及び多重債務者予備

軍も含めると、なんと７倍増の約700人、家族の総数

で約2,000人、この債務にかかわる人間はさらにその

３倍、約5,000人から6,000人いるというふうに推定さ

れているわけでございます。いわゆる、久慈市の６分

の１近くが、なんらかの形でこの多重債務にかかわり

がある人間だということでございます。推定とはいえ、

こうした驚くべき数字は、いったい何を意味している

のでしょうか。いかに美辞麗句の行政施策を並べても、

着実に市の根幹が揺らいでいる。久慈市というこのま

ちの土台が崩壊の危機にさらされているということを、

物語っているわけでございます。消費者救済資金貸付

制度などの、県の支援制度があるとはいうものの、し

ょせんは我が家のらち外のことでございます。 

自分たちの自治体で起こっている、この侵食状況、

自治の崩壊状況について、他人の力を当てにして対応

するという本末転倒な姿はいかにも情けないではない

か。当局の問題意識の欠落が問われる由々しき事態で

あり、当局には事の重大さを一日も早く認識をして、

国や県の支援ばかりをあてにしないで、久慈市という

我々の社会の民政の安定のために、独自の積極的な対

応をするべきだと考えるわけでございますがいかがで

しょうか。 

次に、交通安全対策についてでありますが、これに

ついては、朝夕の交通渋滞がひどく、交通事故多発地

点である門前源道線の起点の信号機に右折の信号が設

置できないかと。 

また国道281号と市道川貫寺里線の交差点も登下校

の渋滞が深刻であります。また碁石前にはバス停留所

もあり、一般市民のみならず生徒の登下校の交通安全

対策としても、この場所にも右折つきの信号機と横断

歩道を設置していただきたいわけでございますが、い

かがでしょうか。時間差作動の信号機でよろしいわけ

でございますので、公安委員会等の関係機関に強く要

望していただきたいと、このように思います。 

次は、臭気指数の導入についてであります。 

新年度から悪臭防止法に基づく臭気指数が導入される

わけでございますが、臭気に関する市内のこれまでの

苦情の実態、どのようなものであったのかを伺いたい

と思います。また臭気規制地域は、現在どのように指

定されているのか。過去に行われた物質濃度規制によ

る検査の結果はどうだったのか。そして今回臭気指数

の導入を要望した本当の理由とそのねらいは何なのか

ということについてもお伺いいたします。さらには臭

気指数や物質濃度規制は、場合によっては市民の生活

の糧を脅かす可能性を秘めており、いわゆる諸刃の剣

というべきものでもありますけれども、微妙な生活圏

との問題に関して、この際当局の見解を伺いたいとい

うふうに思います。 

次に、ノーマイカーデーの実施についてであります

が、京都議定書に基づく地球温暖化防止策、ＣＯ₂の

削減の一環として、あるいは原油高の折りでもあり、

しかも、市民の健康の増進にも役立つということでも

あれば、今なら多くの市民の賛同と協力が得られるの

ではないかと思います。アイデアを凝らしながら楽し

い一日になるよう、市を挙げてこのノーマイカーデー

に取り組むべきだと思うわけでございますがいかがで

しょうか。当局の意欲のほどをお伺いしたいと思いま

す。 

久慈市の青少年白書については、平成19年の軽法犯

少年の実態について、また少年の深夜徘徊や不純異性

行為及び補導の実態と、それらの傾向と対策について

お答えをいただきたいというふうに思います。 

また民生委員や保健推進委員の活動の充実について

は、活動する上でのプライバシーの侵害と、その許容

範囲についてどのような考えを持っているのか伺いた

いと思います。 

市民の健康管理についてでございますが、庁舎の１
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階ロビー付近と山形総合支所の窓口付近に、自動血圧

計を設置することを提案しているわけですが、いがが

な考えをお持ちでしょうか。 

次は、雇用対策についてであります。当市の有効求

人倍率は19年12月現在0.46倍であり、まずこの数字に

ついて市としてどのような認識を持っているのか伺い

たいと思います。 

また市内の失業者やニートなどの就業支援について

の、具体的な取り組みについてもお示し願いたいと思

います。職業能力を証明する試みであるジョブカード

は、企業が採用の際の客観的なデータとして活用され

るとされているわけでございますが、どの程度の効果

が期待できるかわからないけれども、これら一連の国

の制度の中には、企業から給料をもらいながら職務訓

練ができる制度があるいうふうにされているわけでご

ざいます。県と連携をしながら、当市の企業にも参加

を呼びかけてみる価値があるのではないかと思うわけ

でございますが、この点について当局はいかなる対応

を摸索しているのかお伺いをします。 

観光、交流、都市との交流についてもお伺いします。

まず観光の分野については、近年市内の地域イベント

が活発に開催されており、加えてことしはやませ土風

館のオープンが間近であり、こうした盛り上がりと連

携をした久慈の海、山、まちをテーマにした企画イベ

ントバスを運行するべき時期が、いよいよきているの

ではないかというふうに思うわけでございますがいか

がでしょうか。 

また交流については、観光を媒介にした、農と漁の

振興の立体的なプラン等、その多角的な戦略について

問いたいと思います。 

さらに都市との交流については、あまり市民にはま

だ知られてはおりません東京都小金井市との交流の実

態についてお伺いをしたいと思います。この小金井市

との交流ににあっては、地元直産品を直接アピールで

きるまたとない機会でもあり、特に都市住民の健康志

向と相まって雑穀の需要は驚くほど高く、それに付随

する雑穀文化の発信も、重要な要素だと考えるわけで

ございますが、この点についても、当局の考えをお伺

いをしたいというふうに思います。 

次に、市道の管理については１点。冬期間の除雪、

路面凍結、吹だまりなど、交通難所の維持管理などの

対策は万全に行われているのかという点について、お

伺いをします。 

教育行政については、大きく４点に分けて伺います。 

まず、霜畑中学校の統合についててございますが、

このたび平成21年４月の統合が決定したとのございま

す。先ほど来からお話がでておりますけれども、当校

が、旧山形村で１村１校の旗印のもとに、山形中学校

との統合が摸索されて以来25年、これまでの多くの関

係者の皆さんのご尽力と、地域住民の皆さんの今回の

苦渋に満ちた決断・英断に、心から感謝を申し上げる

というふうに思います。この統合の決定を契機に、心

を新たにして小規模学校の教育の充実や、子供たちの

心の教育について、なお一層のご尽力を賜りたいと思

うわけでございますが、霜畑地区住民への温かい心の

エールという意味合いも込めて、当局の当市の教育に

対する熱意のほどを教育委員会に物語っていただきた

いというふうに思うわけでございますが、いかがでし

ょうか。 

また、同時に小規模中学校、あえてここでは小中学

校という表現ではなく、中学校と言わせていただきま

すけれども、その今後のあり方についても改めてここ

でご質問を申し上げたいと思います。 

次に、空き教員住宅の活用についてでありますが、

現在の空き教員住宅の実数と実態を把握しているかど

うかということ、現在山形町では、一部に例があるわ

けではございますが、空き教員住宅を市の普通財産に

して市営住宅として活用すべきではないのか、また土

地が賃貸になっている住宅などについては、払い下げ

をするなり解体をするなりして、処分すべき物件もあ

ると思われるわけでございますが、教育委員会として

の対応をお尋ねいたします。 

内間木洞の保存と活用については、まず昨年10月に

発覚した、野良猫による希少コウモリの大量捕殺につ

いてことの顚末をお聞きいたします。 

内間木洞の活用については、周辺一体の土地を買収

して、ビジターセンターが完成して運営されておるわ

けでございます。数年前にこのビジターセンターを指

定管理の施設として、小国自治会に運営をゆだねよう

とした経緯がございました。指定管理は自治会側の事

情により実現しなかったわけでございますけれども、

ビジターセンターの指定管理に踏み切ろうとしたその

ねらいは、内間木洞そのものを近い将来にもっと広く

一般開放したいという、当時の旧山形村の意図もあっ
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たわけでございまして、貴重な文化財として存在する、

保存するという一辺倒な姿勢から、大きく踏み出した

画期的な試みでもあったわけでございます。昨年の内

間木洞まつりには、1,000人以上の参加者でにぎわっ

たわけでございます。また今年２月の氷筍まつりには

260名、旧山形村が単独で開催していた氷筍観察会と

比べると実に８倍もの参加者があった。こうした一連

の小国自治会の取り組み、そしてこれにこたえる市民、

近隣住民の反応は予想をはるかに上回るものがあり、

こうした実態を考慮すれば、せめて土・日・祭日ぐら

いは洞内を一般開放してもいいのではないか、それで

こそビジターセンターの活用も図られ、洞を中心とし

た小国自治地区のさらなる活性化の切り札にもなるの

ではないか確信しているわけでございます。 

このことについての教育委員会の見解、できれば今

回は英断ある新たな見解を賜りたいと思いますがいか

がでしょうか。 

後にことばの教室についてご質問を申し上げます。

現在対象になっている子供の実数と専任教員の配置、

教室の開催状況について、お伺いをします。 

また、出前教室を開催してほしいとの父兄からの要

望があるようでございますが、これができない状況に

あるのかどうか。児童の送迎の交通費については、こ

れに対する支援制度があるというふうに聞いておりま

すけれども、利用者がいないという状況だということ

だということです。必ずしも父兄の皆さんに理解され

ている制度ではないためではないか、制度は利用して

いただくためにつくるものであり、せっかく制度をつ

くりながら利用を閉ざすような取り扱いをしてはいな

いかどうか確認をする必要があると思われるわけでご

ざいますが、この点についてお答えをいただきたいと

思います。 

また、このことばの教室の保護者の家庭の状況に、

より多くの配慮をすることで、途中で教室をやめるよ

うな事態が起こらないように、辛抱強く子供たちに矯

正に取り組んでいただけるような環境づくりにも十分

に配慮する必要があると思いますが、教育委員会とし

ての真摯な対応についてお伺いをいたしたいというふ

うに思います。 

以上20項目49点にわたってご質問を申し上げまして、

とりあえず登壇をしての私の質問を終わりたいと思い

ます。               

○議長（下斗米一男君） 山内市長。       

 〔市長山内隆文君登壇〕                   

○市長（山内隆文君） 清風会代表、髙屋敷英則議員

のご質問にお答えをいたします。 

初に施政方針についてでありますが、平成20年度

予算編成に当たりましては、厳しい財政状況を踏まえ、

積極的に、歳入確保の取り組みを進める一方、事務事

業の効果、効率性等を厳しく検証し、徹底した歳出の

見直しを行うとともに、施策の優先度に応じた財源の

適配分を図り、従前にも増して集中と選択を進める

など、限られた財源の重点的かつ効率的な活用に努め

たところであります。 

また、重点施策についてでありますが、先の新政会

代表木ノ下議員にお答えいたしましたとおり、子育て

支援の拡充や、中心市街地の活性化、雇用対策、市道

等の整備推進、教育環境の改善などに重点的に予算配

分したところであります。 

次に、地域活性化に取り組む姿勢についてお答えを

いたします。私は、公約の柱に協働によるまちづくり

を掲げ、山形地区地域まちづくり委員会の設置、市長

への手紙、及び市政懇談会などによりまして、市民と

の情報の共有化と市民の市政への参画を推進してきた

ところであります。地域の活性化は、他のだれかでは

なく住民みずからが考え主体的な役割を担う、住民主

導型の取り組みが重要であると考えております。これ

まで行動する市民を支援するため、地域づくり活動等

に対する地域コミュニティ振興事業、山、里、海の自

然や、伝統文化の魅力を連結した教育旅行誘致事業、

及び地域住民と行政との役割分担によります市民協働

道路維持補修事業など、住民主導型のまちづくりを推

進しているところであり、着実にその成果は上がりつ

つあるものと認識をいたしております。 

次に、行政機構についてでありますが、質問の冒頭

にありましたご指摘について、幸か不幸か私の耳には

届いていないところではありますが、もしそのような

指摘が具体的な事例を持って指摘されているのであれ

ば、速やかに改善に取り組みたいと存じますし、具体

性に乏しい、いわば客観的ではなく主観的な指摘とす

れば、現在の市政に対しご理解を深めていただくべく、

説明をつくしていく必要があるものと認識いたしてお

ります。 

近の行政需要は極めて多様化し、内容も複雑高度
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化となり、また複数の部や課にわたる事案も多くなっ

てきていると認識をいたしています。このような行政

需要や要望等に効果的に対処するために、業務のまと

まりごとに柔軟な運営のできるグループ制を導入して、

組織の固定化、及び係間の壁の解消を図ってきたとこ

ろであります。 

またセクション主義については、はびこっていると

は考えておりませんが、市全体として連帯が図られる

よう職員一人ひとりの意識の徹底を促してまいりたい

と考えております。今後におきましても現在の体制の

検証を行い、変化する行政需要に柔軟に対応できる組

織の構築に努めてまいる考えであります。 

次に、バランスシートの公開についてでありますが、

バランスシートにつきましては、平成17年８月に旧久

慈市において作成、公表しておりますが、旧山形村に

おいては作成されていなかったことから、改めて新市

の全財産の評価を行う必要がありますことから、現時

点では、作成、公表には至っていない状況にあります。

国の指針では、平成21度までに作成、公表することと

されておりますことから、バランスシートを含めた財

務書類の作成を進め、平成20年度以降になりますが国

の示した期限以内に公表する考えであります。 

次に、入札制度のあり方についてでありますが、一

般競争入札は、一定の参加条件を満たす者が広く入札

に参加できる方法であり、入札談合の防止に一定の効

果が期待できるといわれております。総合評価落札方

式は、価格と技術、地域貢献度などを要素とし、総合

的に判断して落札者を決定するために、価格に加え品

質等で総合的に優れた調達ができる入札方法であると

認識をいたしております。総合評価落札方式につきま

しては今年度１件の試行を実施しているところあり、

今後、一般競争入札の試行についても検討してまいり

たいと考えておりますが、どの制度が一番望ましいか

ということについては、それらの入札執行状況を勘案

しながら、検討を重ね、公正性、透明性を確保できる

入札制度の確立に努めてまいりたいと考えております。   

次に、奥州市で実施をいたしました、官民競争入札

についてでありますが、今回の官民競争入札は、いわ

ゆる市場化テストの本格導入に先立ち、制度上の問題

等を検証するために、水道止水栓開閉栓業務をモデル

に試行的に実施したとのことであり、数少ない市場化

テストのモデルケースになるものと認識いたしており

ます。 

また、行政サービスの市場化テストに関する評価に

ついてでありますが、この制度は、競争の導入による

公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を図るも

のであり、行財政改革の一つの手法としてとらえてお

り、制度や先進事例の調査研究を進めていく考えであ

ります。 

次に、総合評価落札方式による入札が少ないのはな

ぜかとのご質問でありますが、総合評価落札方式につ

きましては、平成19年３月30日付総務省自治行政局長

及び国土交通省総合政策局長連名によりまして、地方

公共団体における入札及び契約の適正化について通知

があり、その中で価格に加え価格以外の要素も総合的

に評価して落札者を決定する。総合評価方式の導入に

向けて取り組むよう要請があったところであります。

本制度は、体制の強化、事務量の増加を見きわめる必

要があり、本年度１件の試行実施しているところであ

ります。この試行結果を検証の上、さらに試行を重ね

て導入の検討を進めてまいりたいと考えております。 

次に、夢ネットの光ファイバーによる地上デジタル

化への対応についてお答えをいたします。 

まず、デジタル化による難視聴地域発生予想につい

てでありますが、発信されるデジタル波の特性や久慈

中継局の位置が変わることなど、不確定要素が多いこ

とから、現時点で予想を申し述べる段階ではないと認

識しておりますのでご了承願います。 

 次に、共同受信施設への地上デジタル放送対策調査

についてでありますが、旧山形村地区等において実施

した調査結果につきましては、３月中旬に報告される

予定となっておりますことから、調査結果につきまし

てはできるだけ早い段階にお知らせしたいと存じます。 

次に、難視聴地域における共同受信施設組合未加入

者の実態についてでありますが、未加入世帯の方々は

みずから戸別受信が可能となる設備を設置し、テレビ

放送を視聴しているものととらえておりますが、その

実数につきましては正確に把握していないところであ

り、対応については、今後検討すべき課題であると認

識をいたしております。 

なお、国においては、あらゆる手段を講じてもなお

視聴できない世帯について、衛星放送を活用し、時限

的にデジタル放送を視聴できるセーフティーネットの

施策を打ち出しております。 
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次に、光ファイバーの本線から軒先までを自己負担

とする考え方についてでありますが、夢ネットの地上

デジタル放送へ活用としては、これまでもご答弁申し

上げておりますとおり、既存の共同受信施設の活用や

ギャップフィラーによる無線を活用した方法等を検討

しているところでありますので、ご理解願います。 

次に、集落維持支援についてのご質問にお答えをし

ます。まず、限界集落、及び準限界集落の現状であり

ますが限界集落につきましては、先の新政会代表木ノ

下議員にお答えいたしましたとおり、平成17年国政調

査における少集落集計では10地区が該当しております。

また55歳以上人口が50％を超える準限界集落は20地区

が該当しております。 

次に、課題でありますが、昨年、県が実施いたしま

した集落の状況に関する調査で市内134地区の行政区

に依頼し調査した結果でありますが、多くの集落で局

面している課題として挙げられるものは住民の高齢化、

これは83地区85％に相当いたします。それから集落活

動の若手後継者不足を挙げた地区は65地区67％、それ

から集落活動の資金不足53地区54％となっております。 

次に、対応策についてでありますが、県では集落状

況調査をもとに、草の根コミュニティ再生支援事業を

実施し、地域リーダーの育成や県民の意識醸成のため

のセミナーの開催、元気なコミュニティの情報発信な

どに取り組むことといたしております。市といたしま

しては、県と連携を図るとともに、地域コミュニティ

振興事業補助金の補助率を引き上げ、積極的な活用を

推進し地域活動を支援してまいりたいと考えておりま

す。 

次に、県が実施いたしました集落の状況に関する調

査への解答についてでありますが、市が回答する県の

調査表には平成８年度末及び平成18年度末の住民基本

台帳に基づく集落ごと、年齢区分ごとなどの人口など

を記入するものでありました。比較・対照すべき平成

８年度の集落ごとのデータがなかったことから、これ

にかえて市全体の人口、年齢等のデータと行政区分な

ど参考となる資料を添付し、回答したところでありま

す。こうしたことから集計からは除外されたものの、

県においては回答ありとされたところであります。こ

れに対し新聞報道ではなぜかわかりませんが、無回答

と表現されたものであります。 

なお、各集落の代表者が集落の活動状況などを記入

する調査票についても、行政連絡区長の協力を得て回

答しているところであります。 

次に、市民バスの運行についてお答えをいたします。 

まず、市民バスの乗車運動の推進でありますが、公共

交通機関であるバスは、市民一人ひとりがバス利用を

することにより維持されるという意識啓発が肝要であ

りますことから、地域との意見交換会を開催、市民バ

ス意識調査の実施や地域団体等と連携した利用促進キ

ャンペーンを行うなど、市民の乗車意識の高揚を図っ

てまいりたいと考えております。 

 次に、通学支援バスについてでありますが、４月か

ら運行する通学支援バスの運行形態は、山形町から久

慈市内に通学する高校生を支援することを目的に、平

日に運行することとしており、授業日に登校用２便、

下校用２便を運行し、長期休業期間の自主登校日には、

登下校用それぞれ１便を運行いたしますが、市が自主

的に運行いたしますことから、利用者については柔軟

な対応をする旨、地域住民に周知してまいります。 

 また、補助金につきましては、通学支援バスを運行

することことになった経緯を踏まえて、県と市が応分

の負担をすることとしたところであり、当面の３年の

運行が確保されたところでありますのでご了承願いま

す。 

 次に、多重債務者救済及び消費者センター設置につ

いてお答えをいたします。まず市内の多重債務者の実

数の把握についてでありますが、昨年12月金融庁が消

費者金融等から５件以上の借り入れがある多重債務者

は、全国で139万人と見込まれると発表したところで

あり、また、県内では、県民生活センターの推計で２

万5,000人程度と試算しているところであります。市

内における数につきましては具体的な調査等は困難で

あり、把握に至っていないところでありますのでご了

承願います。 

次に、多重債務者の救済対策についてでありますが、

市では現在、市民課が多重債務等を含めた市民相談窓

口として対応しており、相談内容に応じまして、岩手

県信用生協が当市を会場に行っております消費生活相

談会や、県の消費生活センターへの取り次ぎや、毎月

３回開催しております、弁護士による無料法律相談な

どに取り次ぎを行っているところであります。 

また、市が信用生協に資金を預託して行います消費

者救済資金貸付制度も実施しているところであります。 
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一方、昨年４月に政府が多重債務問題改善プログラ

ムを策定し、市町村の実態に応じて専門相談員の配置

など、相談窓口の充実を掲げており、市といたしまし

ても、これら相談体制の充実や、庁内を含めた関係機

関の連携、市民に対する啓発、消費者教育などに鋭意

取り組んでまいる考えであります。 

 次に、信号機の設置に係る交通安全対策についてお

答えをいたします。 

ご指摘の門前源道線起点の交差点には、久慈夏井線

の道路改良工事に付随して信号機が設置されたところ

であり、右折レーンの設置ともあわせ、円滑な交通と

安全の確保に寄与しているととらえておりますが、一

方では、中の橋側から県立病院方向への右折車両が多

い実態にあることも承知いたしております。また国道

281号と市道川貫寺里線の交差部には通学時間帯を中

心に混雑している状況にあるととらえております。ご

承知のとおり、信号機につきましては、その必要度、

緊急度等を総合的に勘案して、岩手県公安委員会にお

いて設置するものでありますので継続して要望をいた

しております他の信号機などとともに、警察署が所管

をいたします交通規制対策協議会等を通じて要望して

まいりたいと考えております。 

次に、臭気指数の導入についてお答えをいたします。 

まず、市内の悪臭に対する苦情についてでありますが、

特に、夏場を中心に複合した臭気に関する苦情が多く

寄せられております。 

次に、規制地域の指定についてでありますが、悪臭

防止法に基づき、都道府県知事は、悪臭を防止する必

要があると認める規制地域と、その地域にかかる規制

基準を定めることとなっており、当市におきましては、

都市計画用途地域が規制地域となっております。 

次に、過去の物質濃度規制による検査結果でありま

すが、平成19年度の２回を除き、規制基準をすべてク

リアしている状況にあります。しかし物質濃度規制で

は対応できない複合臭や未規制物質などにより苦情が

発生していることもまた事実であり、実効性のある規

制が困難な状況でありましたことから、岩手県で導入

しようとする臭気指数規制により悪臭の改善に努めて

まいる考えであります。また、当市といたしましては、

市民の受忍限度を超えることのないようとり進めるこ

とが肝要であると考えております。 

次に、ノーマイカーデーの実施についてお答えをい

たします。地球温暖化対策として、昨年２月に久慈市

地球温暖化対策地域協議会が設立され、今年度は、こ

の地域協議会と連携し、地球温暖化防止に関するイベ

ントの開催や情報交換会、研修会といった活動を行っ

てきたところであります。ノーマイカーデーについて

も、今後市民、事業者、行政機関において、取り組み

が促進されるよう広報、環境情報等へ掲載するととも

に、久慈市地球温暖化対策地域協議会とも連携し、ア

イドリングストップなどの活動とあわせた意識啓発を

行ってまいりたいと考えております。 

 次に、平成19年の青少年白書についてお答えをいた

します。まず、当市の軽法犯少年の実態と対策につい

てでありますが、平成19年の軽法犯少年の検挙、補導

件数は20件であり、昨年比では２名増となっておりま

す。その内訳でありますが、14歳未満の触法少年が５

名、14歳以上20歳未満の犯罪少年は15名で、特にも恐

喝などの粗暴犯が増加している状況にあります。また

少年の深夜徘徊補導件数は60件であり、前年と比較い

たしますと半減している状況にあります。なお、不純

異性交遊の補導件数はありませんでした。深夜徘徊の

大幅減少の要因といたしましては、平成19年10月から、

岩手県環境浄化条例が一部改正され、青少年の深夜連

れ出し等に対する罰則が強化されたこと等によるもの

と推測しているところであります。青少年の非行防止

対策としては、市少年センターの専任補導員、及び少

年補導員による定期的な巡回補導を行うとともに、健

全育成関係団体及び久慈警察署とも連携を深めながら、

さらに啓発巡回指導を強化し、青少年の健全育成に努

めてまいりたいと考えております。 

次に、民生委員、保健推進委員活動の充実について

であります。民生委員、保健推進委員が活動をする上

でのプライバシーの侵害と、その許容範囲についてで

ありますが、プライバシーの侵害とは、私生活上の事

実や事実らしく受け取られるおそれがある情報を見聞

きし、あるいは公開することによって、人を不快や不

安にさせることであると認識をしており、その許容範

囲は相手がプライバシーの侵害であると感じない範囲

であると思っております。個人情報保護法の全面施行

以降、地域住民の個人情報の保護、プライバシーの保

護、これらに関する意識は年々高まっている状況にあ

りますことから、民生委員につきましては、民生委員

研修会、及び各地区民児協において、職務上知り得た
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個人情報の守秘義務を徹底するとともに、プライバシ

ーに配慮した活動を展開するよう指導しているところ

であります。 

また、保健推進委員につきましても、各種研修会を

通じて指導周知徹底に努めているところであります。 

委員活動を行うに当たっては、住民との良好な信頼関

係が必要不可欠であり、このことから、常日ごろの見

守り活動等を通じて相互の信頼関係の構築に努めると

ともに、委員相互の情報交換や事例研修等を行い、委

員の資質の向上を図り、社会福祉活動、保健推進活動

の充実に努めてまいりたいと考えております。 

次に、市民の健康管理についてお答えをいたします。 

自動血圧計の庁舎１階ロビー付近への設置についてで

ありますが、現在、血圧測定は元気の泉におきまして

保健師等が随時の測定に対応しておりますほか、健康

教室や健康相談においても測定を行っているところで

あります。また、 近では家庭用血圧計の普及も進ん

でおりますことから、現時点では、市として自動血圧

計の設置は考えていないところでありますので了承願

います。  

次に、雇用についてお答えをいたします。まず当地

域の有効求人倍率0.46倍についてどう認識しているの

かとのご質問でありますが、市では雇用の創出を 重

要課題として取り組んでおりますが、依然として厳し

い雇用環境におかれているものと認識をいたしており

ます。こうした状況から雇用の確保や失業者・ニート

などの就業支援のために、ハローワーク久慈やジョブ

カフェ久慈などと連携を図り、さらには、久慈市雇用

開発促進協議会と一体となり、地域雇用創造推進事業、

いわゆる新パッケージ事業により、雇用の拡大、人材

育成、及び就職促進に努めているところであります。 

また地場産業の振興、企業誘致や、既に立地してい

る企業へのフォローアップ、未利用資源の活用や内発

型産業の振興を図り、雇用の創出に引き続き取り組ん

でまいる考えであります。    

次に、ジョブカードについてでありますが、この制

度は、厚生労働省が平成20年度の実施に向けて準備を

進めているものであります。昨年12月に内閣府に設置

されましたジョブカード構想委員会から 終報告がな

され、職業能力形成プログラムや実践型教育プログラ

ムにより、企業、現場、教育機関等で実践的な職業訓

練等を受け、終了証を得て就職活動などに活用する制

度であります。このジョブカードはハローワークやジ

ョブカフェ等から交付されるものでありますが、具体

の内容につきましては、今後推進計画等が示されるも

のとハローワーク久慈から伺っているところでありま

す。市といたしましては制度の実施にあわせて、ジョ

ブカードの普及に努めてまいりたいと考えております。 

次に、観光についてお答えをいたします。企画イベ

ントバス運行のご提言でありますが、これまで行催事

やイベントにおいて、久慈駅や市役所とイベント会場

等を結ぶシャトルバス、また、周遊バスの運行を年に

２回程度行ってきたところであります。現在久慈地域

周遊観光バス運行協議会に企画検討委員会を設置し、

観光客等の足の確保や、観光拠点や企画イベントを有

機的に結ぶ目的を持って周遊観光バス運行について検

討を進めているところであります。 

 次に、交流促進についてお答えをいたします。交流

による観光を媒介とした、農と漁の振興の立体的なプ

ランとその戦略についてというご質問についてであり

ますが、これまで農林業を中心とした体験型教育旅行

の受け入れによる地域振興を推進してまいりましたが、

順調に推移し、一定の成果を上げることができている

ものと考えております。漁業体験の受け入れ態勢の推

進は、これまでも幾つかの体験は実施できております

が、現在もさらなる整備に向け、緊急の課題として取

り組んでいるところであります。漁業を中心とする体

験プログラムは、地域に伝わる食文化、伝統加工等の

技術、自然を生かした冒険的な体験など、地域の生活

を体験プログラムとして整備しながら、受け入れの基

盤を構築し、その上で農山漁村の活性化につなげてま

いりたいと考えております。    

次に、都市との交流についてお答えをいたします。 

まず、東京都小金井市との交流の実態についてであり

ますが、小金井市との交流は現在実施いたしておりま

す体験型教育旅行の受け入れの基礎となっている、バ

ッタリーキャンプが始まりであります。バッタリーキ

ャンプは都市と農山村との子供たちの交流事業による、

地域の活性化を目的に、平成12度にスタートし、こと

しで８回目の実施となりました。また小金井公園で開

催をされます「小金井桜まつり」と「小金井お月見の

集い」に、久慈市のブースを設けていただき、山形村

短角牛を初め、木炭、キノコ等、久慈市の特産品の販

売とバッタリーキャンプの紹介宣伝をさせていただい
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ております。今後も教育旅行の受け入れ及び特産品の

販売等を中心に、交流を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

次に、雑穀文化の振興をねらいにした都市との交流

についてでありますが、現在体験型教育旅行の重要な

プログラムの一つとして、食文化を守り、伝承してい

る地域の方々から指導者となっていただき、そば打ち

体験を初め、昔ながらのおやつづくり、豆腐づくりを

実施するなど、地域伝来の雑穀文化を生かした交流に

取り組んでいるところであります。今後の展開といた

しましても、当初の特産であります、そばを初めとす

る雑穀を活用した伝統文化などを、教育旅行、あるい

は一般観光ツアー等の体験プログラムとして定着をさ

せ、雑穀文化の振興と交流人口拡大に努めてまいりた

いと考えております。 

後に、市道管理についてお答えをいたします。冬

期間の市道管理についてでありますが、市道の除雪及

び凍結対策等につきましては、通勤、通学等における

良好な路面確保のため、市の保有車両と委託業者の借

り上げ車両により鋭意対応しているところであります。

今後におきましても、安全で円滑な交通確保のため、

道路パトロールを強化するとともに、早期の一次除雪

を初め、吹きだまりや拡幅のための二次除雪、路面の

凍結防止対策等、適切な対応に努めてまいりたいと考

えております。 

以上で、清風会代表、髙屋敷英則議員に対する私か

らの答弁を終わります。 

○議長（下斗米一男君） 岩城教育委員長。 

〔教育委員長岩城紀元君登壇〕 

○教育委員長（岩城紀元君） 清風会代表、髙屋敷英

則議員の教育行政についてのご質問にお答えいたしま

す。 

初に、中学校の統合についてお答えいたします。

まず、霜畑中学校と山形中学校の統合の時期につきま

しては、旧山形村当時からの長年の縣案事項であり、

合併協議項目にもありましたことから、地区住民及び

保護者等との話し合いを重ね、昨年12月に保護者を初

め、地域の方々から大方の理解を得たことにより、平

成21年４月の統合に向け、諸準備を進めているところ

であります。 

また、今後の小規模中学校の統合につきましては、

先の新政会代表木ノ下議員にお答えいたしましたとお

り、一定の規模を持った学級編成がなされた学校への

再編に向け、３月中に素案を策定すべく、鋭意取り組

んでところであります。 

次に、空き教員住宅の活用についてでありますが、

現在英語教師用に民間住宅を借り上げた３戸を含め、

73戸を教員住宅として位置づけ、そのうち37戸が未入

居となっております。また教員住宅は教職員の住居環

境の整備等を目的としたものであり、未入居状態であ

っても一概に空き教員住宅と判断できないものと認識

しておりますほか、補助事業による財産処分協議等が

必要なことから、市営住宅への転用については消極的

に考えております。なお未入居の37戸のうち11戸が老

朽化により入居できない住宅と承知しており、借地に

建築された住宅の解体を優先して対処しております。 

次に、内間木洞の保存と活用についてでありますが、

昨年９月から10月にかけて洞内に生息するコウモリの

死体が大量に発見されたところであります。特にも被

害の大半が県の指定天然記念物で環境省の絶滅危惧２

類に指定されている、二ホンテングコウモリであった

ことから、直ちに入洞規制を行うとともに、専門家に

よる原因調査を行ったところであります。調査の結果、

野性動物による捕食の可能性が高いとのことから捕獲

用のわなの設置も試みましたが、捕獲には至らず、そ

の後、被害が確認されなかったことや、コウモリが冬

眠したことなどにより、原因が不明のまま、被害の鎮

静化によりわなを撤去し、12月上旬に入洞規制を解除

したところであります。 

また、洞内を土・日・祝祭日を一般開放することに

つきましては、県指定天然記念物を保護、保存する観

点から、学術調査学習目的以外の入洞を許可しない方

針で、これまでと同様に対処してまいりたいいと考え

ております。 

後に、ことばの教室についてお答えいたします。

本年度は久慈小学校と小久慈小学校に３教室を設置し

ており、３人の専任教員のもとに、12校から55人が通

級しております。また出前教室、いわゆる巡回指導に

ついては移動により指導時間が少なくなることや施設

面の整備が伴うこと等から実施していない状況であり

ます。 

児童の送迎にかかる交通費支援は、「盲学校、聾学

校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令第２

条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び
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需要額の算定要領」に基づき、申請者に対して支援を

しているところであります。 

 以上、で私からの答弁を終わります。 

○議長（下斗米一男君） 再質問、関連質問に入りま

す。25番髙屋敷英則君。 

○25番（高屋敷英則君） 議長、ご配慮ありがとうご

ざいました。それでは簡単に 後に１点だけご質問申

し上げます。内間木洞の保存と活用という、そういう

ご質問をしたわけでございますが、決してその内間木

洞の保存と活用というものは、相矛盾するものではな

いというふうに私は考えております。保存と開発とい

うことではなくて、土曜、日曜、祭日というような形

での一時的な開放というようなことでございますので、

教育委員会の内部、教育委員会議等におかれまして、

この保存と活用という部分についてさらに協議を重ね

ていただきたいと、このように要望したいですが、お

答えを一言お願いいたします。 

○議長（下斗米一男君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 内間木洞の保存と活用に

つきましてご質問ちょうだいいたしました。これにつ

きましては県指定の文化財ということで、私どもだけ

ではなくて、県の文化財保護審議会、こちらの方との

協議、指導そのものも必要とするところでございます。

ただ、この内間木洞につきましては、観光施設である

べきか、学術的な保存施設であるべきか、いろんな意

味で、これまでも検討してきた経緯があろうかと思い

ます。私どもといたしましては、そこの位置づけを明

確にした上で、安全対策あるいは生態系の維持のため

の環境が整った段階であれば、議員、おっしゃるよう

な恒常的な開放というのも考えざるを得ないと、こう

いうふうに考えているというところでございます。  

以上でございます。 

○議長（下斗米一男君） ８番、畑中勇吉君。 

○８番（畑中勇吉君） それでは髙屋敷議員の質問に

関連してお尋ねをさせていただきます。 

 まず通告１番、市長の施政方針演述についてですが、

久慈市地域防災計画の全面改正を行うと重点施策にあ

りますけれども、この骨格部分、目玉についてお伺い

いたします。 

それから、通告７番の市民バス運行についてであり

ますけれども、山形線の混乗バス、２分の１市負担金

の金額。 

それから角柄経由洋野町大野までの、県北バス、そ

の他の経費の市の支出金、金額が幾らになるのかお伺

いしたいと思います。 

それから委託11路線の市民意見の酌み入れというの

は、市長の演述の中にもありましたけれども、山形線

と洋野町大野へのバス運行の安全運行など、利用者の

意見反映をどのように行うのか、この点についてもお

伺いしたいと思います。 

それから、車内広告に取り組むというふうな話を提

言をさせていただきましたけれども、もし取り組むの

であればどのような組み立てをするのか、またその広

告収入は運行収入とみなして、受け入れをするのか、

どのような経理をするのかという点をお伺いしたいと

思います。 

それから、侍浜小学校へのバスの乗り入れについて

住民要望が出されておりますけれども、それについて

の考え方についてお伺いしたいと思います。 

それから、一般質問の19番、市道の管理、除雪対策

等についてでありますけれども、吹きだまりの交通難

所について、仮に平地で10センチであっても、一日２

度、３度、４度の除雪が必要で、それでも交通難所と

なる実態があるわけであります。しかもそういう箇所

というのは、市から大分遠い地区が多くて、特殊な事

情にあるこういう地区は、やはりこまめに管理ができ

る地元業者等への委託等を特別にお願いをして管理を

すべきと思いますけれども、その件について考えを、

お伺いしたいと思います。 

それから、国道の除雪の関係でありますけれども、

歩道の除雪、国道の沿線の除雪は地元のボランティア

でやっているわけです。ところが沿線の距離っていう

のはかなり延長が長いわけですよ。ほかの地区もそう

だと思うんですが、侍浜でも大体４キロとか４キロ以

上になっておるわけであります。ところがその除雪を

した後、国道の二次除雪が国交省の除雪車によってあ

るわけですけれども、その除雪によって、氷に近いか

わら状の雪の板といいますか、そういうのがせっかく

地元ボランティアが除雪した歩道を、大体距離にして

六、七割も埋め尽くすといいますか、そういう実態が

あるわけです。そういう状況について、侍浜だけでな

くて、市の方で状況を把握しているのかどうかという

のをお伺いしたいと思います。もし把握しているので

あれば、その改善策といいますか、どのようにお考え
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か。私としては市街地の国道なんかも除雪しておるわ

けでありますから、低速で走って、雪押しの角度を変

えるとかして、そうすればある程度は防げるのでない

かというふうな考えを持っていますけれども、その点

についてもお伺いしたいと思います。 

それから、やはり除雪の関係ですけれども、公共工

事区間は、業者が除雪するということになっているわ

けですか。市道除雪と工事区間との時間的ずれが大変

交通に支障を来したという今回の積雪の対応がござい

まして、沿線の住民からいろいろ意見がありました。

その点について、理解、把握はしていると思いますが、

それらについての対応策についてお伺いをしたいと思

います。 

それから、教員住宅、20番の関係であります。まず

一つは、教員住宅整備の経過と根拠について、お伺い

したいと思います。 

それから二つ目は、学校教育児童生徒の健全育成や、

あるいは校舎管理等です。教員が地元居住のメリット、

評価について、どうお考えかお伺いしたいと思います。 

それから、入居不可住宅という区分、11あると私は

見させていただきましたけれども、この基準について、

どのような基準で入居不可住宅、これは、築年数では

ないようですが、どのような基準で入居不可住宅の区

分をするのか、この基準についてお伺いしたいと思い

ます。 

それから、入居不可住宅、あるいは未入居住宅、こ

れが借地での入居不可、未入居住宅が今現在何戸ある

のかというのをお聞きしたいと思います。 

それから、入居不可住宅というのは11住宅あるわけ

ですが、まだ解体もしていないし、未入居になってか

らどのくらいの期間がそれぞれたつのか、もしおわか

りになったらお伺いしたいと。 

それから、未入居、入居不可住宅の、過去から今日

までの借地料の累計がどのぐらいになるのか、もしわ

かりになったらお伺いしたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（下斗米一男君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） いろいろとご質問い

ただきましたけれども、まず初めの、防災計画につき

ましては、これは、旧山形村と旧久慈市、これをまず

統合するということが、大きなねらい、目的で計画す

るものでございます。 

それから次に、委託11路線の委託事業費全体の額を

ということだったでございましたでしょうか。それで

あれば、先日入札をいたしましたが、３年間の額で

9,965万2,371円となっているものでございます。 

それから、洋野町の安全運行についてどう考えるの

かということについてでございますが、それについて

は、多分おっしゃっているのは大野線のことだろうと

思いますけれども、これは、それぞれの利用促進協議

会や、あるいは担当同士で――お互い乗り入れをする

ものでございますから、安全に万全を期すということ

で取り組んでいるものでございます。 

それから、広告料の取り扱いをどうするのかという

ことでございますが、契約の中でしっかりとうたって

いるものではございませんので、その他別に協議する

ことがあった場合には、別途協議するという内容でご

ざいまして、これについては現在、協議をしている

中でございます。 

それから侍浜小学校への乗り入れということでござ

いますけれども、これは要望がございまして、いろい

ろと地域の方々と検討したり、肝心の学校の校長先生

とも協議をいたしましたが、安全上乗り入れをしない

でくれというようなことを言われて、迂回するといい

ますか、それができなくなったところでございます。 

以上です。 

○議長（下斗米一男君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 吹きだまり等の工事の

箇所の除雪対応ということでございますが、一般的に

吹きだまり等がある場合、できるだけ地元に精通した

業者に除雪を依頼してございます。いずれ吹きだまり

の地区は市内にも数カ所ございます。今後におきまし

ても、いずれ地元に精通した業者、あるいは一次除雪、

二次除雪をこまめに対応しながら、通行に支障のない

ように対応してもらいたいと考えております。 

それから、国道の排雪の問題でございますが、国道

に限らず市道でも除雪した場合、どうしても家の出入

り口、あるいは歩道側に除雪した雪がたまるという状

況がございます。できるだけ住民に迷惑をかけないよ

うにという指導はしてございますが、いかんせん、時

間との戦いという部分もございます。住民の方々にも、

その辺は事情をいろいろＰＲ等しながら排雪にお願い

している部分もございますので、いずれ国道というこ

とではございますが、その辺どのような形ができるの
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か、国道さんの方にも維持管理についてご相談申し上

げてみたいと思いますが、なかなかに難しい課題かな

というふうにとらえてございます。 

それから、工事区間内の除雪について、ご指摘のと

とおり工事施工業者がやることになってございます。

これにつきましても、市道の除雪時間帯等と一緒にな

るよう、通行に支障を来さないよう、工事施工業者に

指導を徹底してまいりたいと考えてございます。 

以上でございます。 

○議長（下斗米一男君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 教員住宅につきましてお

答え申し上げたいと思います。まず、教員住宅の整備

の根拠、あるいは経緯等についてということでござい

ますが、これにつきましては児童生徒の健全育成、あ

るいは生徒の指導面等で必要であろうという要件、あ

るいは校舎等の管理、それから非常事態のときの対応

態勢の構築というところで教員住宅を整備したところ

であります。ただ、教員住宅そのものにつきましても、

教員一人ひとり、個々の生活という部分もございます

ので、入居についてはできるだけ入居するようにとは

勧めておりますが、なかなかこれは空いてる状況があ

ります。ただ、管理職につきましては、できるだけ学

区内に居住するように指導しているところでございま

す。 

それから、入居不可の基準ということでございます

が、これについては補修が間に合わない、要するに補

修もできない状態の住宅というように私どもの方でと

らえたものでございますので、一概に基準というもの

は設けてございません。 

それから借地で入居していない数でございますが、

借地には今現在19戸建っておりまして、そのうちの使

用可能が17戸、使用不可が２戸という状態でございま

す。この使用不可２戸につきましては、できるだけ早

い時期に解体をしたいというふうに考えておりまして、

ちなみに平成19年度では小久慈小学校の１戸を解体処

理しております。 

それから、未入居期間ですけれども、これにつきま

しては、 大で５年10カ月、これは山形地区でござい

ますけれども、５年10カ月の入居がなかったというの

は２戸ございます。また３年10カ月ほどの戸数につい

ては３戸、２年10カ月は５戸というふうに長期にわた

る部分が10戸ありますし、そのほか３年未満につきま

しては16戸あるというふうな状態で空き家状態となっ

ております。 

それから、賃借料でございますが、具体的な数字は

持ち合わせておりませんけども、参考までに、解体を

今計画しておりますところでの、住宅でのお話をした

いと思います。これは築60年とか40年たったものでご

ざいますが、これは年間14万9,040円ということで、

これは早期に解体をしたいというような対象にしてお

るものでございます。またそのほか、42年たったもの

については２万332円という年間の賃借料、それから

41年たったものについてはこれは３万2,059円という

ところで、２万から３万の年間の経費がかかっている

というふうに承知しております。 

以上でございます。 

○議長（下斗米一男君） ８番畑中勇吉君。 

○８番（畑中勇吉君） まず、市民バスの運行ですが、

山形線の混乗バスの２分の１の市の負担。これは先ほ

ど平日が朝夕２便で、その他１便ということですが、

市の経費、負担分の金額がどのような予算になってい

るのか。 

それから洋野町のバス運行のその他の経費、これが

年間経費でどのぐらい予算がかかるのか、この点につ

いてお伺いしたいと思います。 

それから、先ほどの教員住宅の関係ですが、私が資

料いただいたのでは、教員住宅ニーズというより、

近の住宅ニーズの傾向だと思うのですが、大体浴室と

トイレの条件で決まるのではないかというふうに思い

ます。そこで、先生と言わず一般的だと思いますが、

教員の入居ニーズが固定化しているというふうに思う

わけです。それで、入居していないのがかなり大きい

ということで、入居しないと、どんどん住宅が悪くな

るということだと思います。まだこの入居不可住宅で

なくても、入居をこれから見込めないものについては

解体とかではなくて、むしろ譲渡するなり、解体にこ

だわらず財政効率のいい方向を特別チームなんかをつ

くって――約半数が入っていない住宅なわけですから

検討を加えて、これからの財政負担等にならないよう

に。入居できるような住宅が必要だということになっ

たら、それをしっかり整えるという方向が大事だろう

と。私は、検討チームをつくって、具体的な73戸、実

質70戸なわけですけれども、検討を加えるべきだと思

いますけれども、お伺いしたいと思います。 
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それから、除雪の関係ですけれども、国交省の方に

実態をまずお話しをして、低速で。二次除雪でわきを

除雪した跡がわかるわけですから、そこに堆積して除

雪ができないような状態ですから、その辺を十分説明

して対応していただきたいというふうに思いますけれ

ども、その点お伺いいたします。 

○議長（下斗米一男君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 通学支援バスの市の

負担分ということの質問でございますが、実は２月29

日に入札を行いまして、落札をいたしました。まだこ

れは県教委との協議が残っておりますので、確実なお

話をするということはできませんけれども、その落札

額を千円単位で申し上げますと3,149万8,000円、３年

間でその金額でございます。その中に自主登校日と授

業日運行日とありますが、授業日に運行する部分につ

いて２分の１という考え方でおりますので、その授業

日を運行する金額というのは、千円単位で申しますと

2,540万2,000円でございます。その２分の１が県が出

すという金額でございます。それ以外は市の負担とい

う、大体そのような形になると思います。繰り返しま

すが、これからさらに再度協議を進めるということで

ございます。 

 それから、洋野町の負担分、路線で言いますと、大

野線に市が出すお金ということでございますか。 

〔発言する者あり〕 

○総務企画部長（末﨑順一君） それについては、新

年度に補助をするということになりますので、この予

算の金額でございますが、231万1,000円を見込んでい

るところでございます。まだこれもこれからでござい

ます。 

以上です。 

○議長（下斗米一男君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 国道の除雪にかかわっ

て歩道に堆積するものをどうにかというお話でござい

ますが、国道でもある程度の車両通行の幅員を確保し

なければならないということもございまして、なかな

かに難しい課題かとは存じますが、いずれも国道の維

持事務所の方にそういう課題が地元の方から提起され

ているという旨のお話しを申し上げ、どのような解決

方法があるのか、あるいはまた、地元の方々からどの

ようにご協力を願わなければならないのか、その辺等

も視野に入れながら、お話しを申し上げたいと思いま

す。 

以上でございます。 

○議長（下斗米一男君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 老朽した教員住宅の取り

扱いでございますけれども、議員のおっしゃるとおり、

考えるところもたくさんあろうかと思います。私ども

といたしましては、市有地に建っております使用不可

能な教員住宅９戸、それから今の空いてる状態の18戸、

これを含めた27戸の取り扱い、それから借地に建って

おります使用不可能が２戸、それから空き状態の８戸、

これらを合わせた37戸については、主体的にどうしよ

うかということは、計画的に進めようということで、

内部では協議しておるところではございますので、特

別チームということではなくて、施設担当の方で対応

したいと考えております。ただ、借地の部分につきま

しては、住宅そのものが老朽化しておりますので、価

値そのものはないと考えております。それについては、

地主さんとの協議の中で、解体経費をかけないで処分

するという選択肢もあろうかと考えておりますので、

そこのところは、地主さんの方と協議して進めてまい

りたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（下斗米一男君） 15番堀崎松男君。 

○15番（堀崎松男君） それでは、髙屋敷議員の質問

に関連いたしまして、２点ご質問を申し上げます。 

 まず第１点でございますが、７番の支援バスの運行

についてでございます。これにつきましては、市民バ

スの運行につきまして、 初私は、病院あるいは学校、

その他等といろいろ協議をして進めて時間帯をつくっ

てほしいという要望を、この席で申し上げたところで

ございます。しかしながら、既にもうダイヤは発表に

なりました。そうした中で、我が地区においても市政

懇談会、そしてまた、自主的に地域で懇談会を開いた

わけでございます。第１回目に要望をいたしました

終便のバスが、12時で終わるというスタートから、も

う少し遅くして欲しいと。というのは、一つ病院を考

えてみましても、県立病院に一番で来て、予約を取り

まして、９時または９時半の診察に入りまして、採

血・採尿等した結果を踏まえ、診察を受け、その後ま

た、もう１科を回るというような格好の方もございま

す。そうして回りますと、大体11時から11時半に診察

が終わると。それから料金を払って、薬局に行って薬
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をいただくということであれば、そこでまた二、三十

分の待ちが必ずあるという格好で、12時では絶対に間

に合わないという格好がございまして、私も実際に四、

五人の方々と病院に行って経験してみました。やはり

12時では絶対間に合いません。そうして２回目の会合

でも、強硬に申し上げたところでございますが、せめ

て２時半という要望が出ました。それにつきましては、

当然わかっておるわけでございますけれども、この実

態を踏まえながら――私も経験し、そしてまたやって

みました。この路線、川代線は、 終便が今のところ

12時半という予定でございます。果たしてそれで家に

帰れるのかと。帰れないということであれば、バスの

活用はできないよということになりますので、この点

を踏まえて、もう当然４月１日スタートするわけでご

ざいますので、今後これから出てくる課題事項の改善

点を踏まえながら、どの時点でダイヤ改正等の改善を

図っていけるのか、その日時といいますか、時間帯に

つきましてお聞かせ願いたいと思います。 

 それから、もう一つ、地球温暖化、ノーマイカーデ

ーの関係でございます。これにつきましても、再三再

四この議場でも言いました。私は、市民みずからとい

うよりも、私たち行政に携わる者みずからが、やはり

率先して進めていかなければならないと思います。そ

こで、ノーマイカーデーの実践をこの庁舎に勤める人

間から進めるべきではないのかということで、指定し

た日時を設け、率先してやるべきと思いますけれども、

いかがでしょうか。その取り組みについてお尋ねいた

します。 

以上でございます。 

○議長（下斗米一男君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 川代線のご質問にお

答えをいたします。市では地区に入って懇談会を何度

も開催をいたしまして、ニーズを吸い上げてきたとこ

ろではございますが、ただいま言ったようなすれ違い

といいますか、そういったところがあったということ

は認識をしております。その後これにつきまして、検

討したところ、時間を後ろにずらすことは可能だとい

うことがわかりましたので、その手続きを経ようと思

っているところでございます。これは地域公共交通会

議に諮る必要がありますので、それから一たん市民に

周知をしている関係もありますが、そういったこと等

を総合的に勘案しながら、市民のご期待にこたえられ

るように努めてまいりたいと思います。 

いつからかということにつきましては、先ほど申し

上げましたが、全体的なことを考えて、いつという期

限を切るのは少し勘弁していただきたいと思います。

いずれ進めさせていただきます。 

それから、ノーマイカーデーにつきましては、水曜

日に指定をいたしまして奨励をしているところでござ

いますが、通勤の関係もございまして、なかなか今現

在でも、そう完璧にはまいらないといったところでご

ざいます。バス利用についても、思い切って利用する

ように働きかけを強くしていきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（下斗米一男君） この際、暫時休憩いたしま

す。再開は、午後３時15分といたします。 

午後２時59分   休憩 

──────────────────── 

午後３時15分   再開 

○議長（下斗米一男君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

清風会代表、髙屋敷英則君の一般質問を継続し、関

連質問を許します。24番八重櫻友夫君 

○24番（八重櫻友夫君） 髙屋敷議員の質問に関連い

たしまして、２点ほどお伺いいたします。順不同にな

りますが、１点目は、市民バスの運行についてでござ

います。先ほど堀崎議員も質問しまして、私の質問す

る項目が若干なくなりましたが、先日広報を拝見させ

ていただきました。運行路線、時刻表も載っておりま

して、私は大変早く進めていただいたなという思いで

あります。これはなぜかといいますと、３年間運行す

るわけですが、私はやはり、３年間のうちに乗車が悪

いと廃止される路線も出てくるだろうと、そういう思

いの中で質問させていただきますが、先ほど堀崎議員

も職員のノーマイカーデーについての話をしておりま

したが、私はやはり市民、例えば職員、そしてまた議

員、そしてまた行政に関わる人間等で組織した協議会

でもいいでしょうし、推進委員会でもいいでしょうが、

数多く乗ろうという会を設けて、やはりそこで論議を

して、１カ月に１回でも乗るような方法をとるべきで

はないのかなという思いがあります。やはりこれはそ

のままにしておきますと、やはり３年間たって乗車が

悪かったということで、またいろいろな論議を交わす

ことになると思いますので、これはやはり大きな組織
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をつくって、みんなの声を聞いて、乗るように勧める

推進委員会でも設けて実際やるべきではないのかなと

思いますので、その考えをお伺いします。  

 それから、市政懇談会の中に、障害者や高齢者が利

用しやすいようなバスを設けていただきたいという質

問があったようですが、その中に車高の低いバスとい

うお話があったようですが、それは市の方では考えて

ないというか、今回は手配していないという話があっ

たようですが、私の耳に入ってきたところによると、

ある業者が準備していらっしゃるというふうに聞いて

おります。私はそのためにもやはり、この３年間で終

わらないように乗車を多くするように努めるべきだと

思いますので、このことについてもお伺いいたします。 

それから、大きい２番目になりますが、市長の施政

方針演述についてお伺いいたします。大変大きな分野

にわたって、今回大変財政の厳しい中で、いろいろな

ものを取り上げていただいた。大きいものから小さい

もの、そしてまた、いろいろな分野にわたって施策を

取り上げていただいたなという思いで質問させていた

だきます。 

やはり一番は、自然災害から守るための河川改良整

備、普通河川白山川という川がありますが、ほとんど

の方が知らないと思いますけれど、私はこれを取り上

げていただいたということに対して感謝申し上げたい

と。 

それから、地域住民共同活動する、農地・水・環境

保全向上対策事業というのがありますが、これもこと

しで２年目になりますが、これもたいへん地域の共同

でやる仕事としては大変すばらしい事業だと思ってお

ります。 

それから、長内中学校移転にかかわっての上長内日

吉線の歩道、これはやはり子供たちの交通事故という

ことを考えれば早急にやらなければならないと。 

それから、水道の未普及地域の解消のためというこ

とで、山形町の荷軽部地区の簡易水道も取り上げてい

ただきました。 

それから、これは小さくてあまり目立たないのです

が、地域住民が主体となって運営する、ふれあいサロ

ン事業というのもあります。これは私たち地域にとっ

ては、年寄りたちにとっても大変すばらしい事業でご

ざいます。 

あと学校給食センターの本体の工事、それからマツ

タケ山の環境整備等の継続実施等行われるようでござ

います。そういう中で、私は大変今回の財政の厳しい

中で、いろいろな分野にわたって取り上げていただい

たものに対して、深く感謝を申し上げたいと思います。 

そこでお伺いいたしますが、 初に述べました、普

通河川白山川の河川改良整備というのがありますが、

これは私が議員になって十数年前から、議会のたびに、

話は申し上げてきた経緯がございます。これは個人の

会社の敷地でしたが、それを市の方に寄付をいただい

て、どうにかそこに河川を整備して、やはり水害、災

害のないまちをつくりたいという思いで発言させてい

ただいた経緯がございますので、この整備計画にかか

わって、もしわかりましたら、今後の計画をどのよう

になさるのか教えていただければと思います。よろし

くお願いします。 

以上です。 

○議長（下斗米一男君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 市民バスにかかる質

問にお答えをいたします。 

 初に組織をつくって、利用をさらに促進すべきで

はないかということでございますが、今、市公共交通

利用促進協議会というのがございますけれども、そこ

でいろいろ話し合っておりまして、そこでは、さまざ

まなことをやろうと。一つは、おっしゃるように多く

の団体の人たちと連携をしながら利用促進を図るべき

だということで、例えば、乗車促進カードをつくって

キャンペーンを行うといったようなことを町内会、あ

るいは区長会、それから福祉団体、さまざまな方々と

手を組んでやろうということで、お願いをしようとい

うことで考えているところでございます。組織という

形になるかどうかということについては、さらに検討

を進めさせていただきますが、同じ趣旨だと思います

が、さらに具体的に利用を勧めていきたいと思ってい

るところでございます。 

 それから低床バスについてでございますが、これは

低床バスを考えていないということではなくて、ない

ということでございましたので、やむを得ずその低床

ではなかったということでございます。それで今のお

話ですと、低床バスがあるというのであればそれはそ

れにこしたことはございません。さらにその利用促進

が図られて、ずっと継続して市民バスを走らせること

ができるようにしたいと思っております。 
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○議長（下斗米一男君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 普通河川白山川の今後

の整備計画についてでございますが、これにつきまし

ては、新年度の予算にご審議をお願いしているわけで

ございますが、来年度は、測量設計と調査業務をしな

がら用地等を調査し、そしてどのような整備方法がい

いのか、ソフト、ハード両面をにらみながら、整備計

画を立ててまいりたいと考えてございますので、ご理

解を賜りたいと存じます。 

○議長（下斗米一男君） 26番宮澤憲司君。 

○26番（宮澤憲司君） それでは、髙屋敷議員の質問

に関連をして、２点お伺いをいたしたいと思います。         

○市民生活部長（佐々木信蔵君） 交通安全対策につ

いての質問にお答えをします。川貫寺里線の横断歩道

についての考え方ということですが、いずれここの場

所については必要性は感じているところであります。

ですが、交通規制対策協議会にかけるわけですが、そ

の前に、施設の総点検があるところであります。その

際、警察の方も立ち会うという状況にあります。その

立ち会う時間とかタイミングですが、それは、一番交

通規制の信号機等が必要な時間帯をとらえながら、現

場を見てもらいながら、実態をわかってもらいながら、

協議会の方で実態をとらえながら公安委員会の方に上

げてもらうような努力をしていきたいという考えでお

りますのでよろしくお願いします。 

 まず、質問項目９番目ですけれども、交通安全対策

についてであります。市長の答弁、前向きにいただき

まして本当に感謝を申し上げたいと思います。今、私

は門前地区の住民でございますので、実情は知ってい

るわけです。通勤通学時間帯以外は、信号機があるお

かげで、スムーズに運行しているというふうに思うわ

けですけれども、ちょうど通学通勤時間帯、７時半か

ら８時半ころまでの間ですけれども、ここはすごく渋

滞をするんです。というのは、東高校があって本当で

あれば歩道を通って生徒さん方は通学をすればいいわ

けですが、今はお母さん過保護というふうなこともあ

って半分くらいは送り迎え、家の方々でかなり交通が

渋滞すると。市民、あそこを利用している方々の話を

聞きますと、甚だしい時は、青信号が４回変わるまで

右折ができなかったというお話も聞いてきます。そう

いうことで右折の信号機を、先ほど前向きにはいただ

きましたけれども、このことについては、できるだけ

関係機関に強力に要請をしていただきたい、このよう

にお願いをしたいと思います。 

それから、川貫寺里線ですけれども、信号機につい

ては前向きな答弁であったわけですけれども、ここに

はやはり横断歩道があった方が通学する生徒さん方に

も、それから歩行する市民の方にもすごく便利なのか

なと私は思うわけですけれども、横断歩道については

どのような考え方を持っておられるのかお聞かせをい

ただきたいと思います。 

それから２点目ですけれども、市道管理について。

この間の大雪には除雪、誠心誠意努力をしていただき

まして、順調に除雪がなされたようですけれども、生

活道についての除雪の考え方をお聞かせいただきたい。

というのは、連檐戸数七、八戸、10戸くらいあっても、

行きどまり道路、生活道ですから。そういうところに

ついては除雪が思うように、芳しくいっていないよう

な気がいたします。そういう箇所についての今後の除

雪の考え方について、お聞かせをいただきたいと思い

ます。 

以上です。 

○議長（下斗米一男君） 佐々木市民生活部長 

○議長（下斗米一男君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 除雪にかかわってのご

質問に答弁を申し上げます。現在除雪につきましては、

市道を優先的に除雪をしている実態でございます。そ

れ以外の管理している道路、いわゆる、法定外道路、

赤線につきましては、市道の除雪が終了した後に、市

の保有する除雪機械が入れるような場所については除

雪をするということにしてございますが、いわゆる生

活道、いわゆる個人所有、いわゆる赤線、市道以外の

生活道については、現在のところ除雪をする計画はも

ってございません。 

 以上でございます。 

○議長（下斗米一男君） 26番宮澤憲司君。 

○26番（宮澤憲司君） 今、生活道については、考え

方がないというお話ですけど、本来であれば市道にし

てもらいたいのですが、ただ迂回路がないということ

で市道になってない部分が多々あるわけですよね。そ

ういうところにもやっぱり七、八軒の連檐戸数がある

ということになれば、市道がある便利のいい所にいる

住民についてはすごくいいことなのですが、日陰にお

られる市民、住民の方々への配慮というのもあってし
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かるべきだと思います。単純に生活道だからこれはだ

めですよということではなくて、やはりその辺にも目

を向けた形でのやさしい行政であってしかるべきだと

いうふうに思いますが、再度お聞かせをいただきたい

し、いいご答弁を期待しています。 

○議長（下斗米一男君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 心情的には、議員と全

く同じ気持ちではございますが、このいわゆる市道、

いわゆる法定外、赤線以外の生活道というものは、数、

実態は把握してはございませんが、かなりの数に上る

というふうに考えてございます。住民の方々の交通の

利便性というものに鑑みますと、やってあげたいとい

うのは、これは同じ気持ちではございますが、いずれ

そういう中で、限られた財源、そして本数等考えます

となかなかに現段階では困難だと、そのように考えて

ございますので、何とぞご理解を賜りたいと存じます。 

○議長（下斗米一男君） 26番宮澤憲司君。 

○26番（宮澤憲司君） 財政的に考えれば大変これは

窮屈なことだなと私も承知をするわけですけれども、

私は市民が全体的に平等だと思います、みんな。です

から、その予算といいますか、その使い方についても、

大体は平均に支出していかないと、どうしてもこれは、

ずっと何年もそういう不便を感じて生活をしていくと。

ただ、税金は普通に納めているわけですよね。そこで、

その方々だけを、財政が苦しいからということで、全

く切り捨てるというのは、私はこれは行政ではないと

思います。今ここは、ちょっと無理だとということで

すが、将来的にはやはり、それは考えるに値する項目

といいいますか、除雪なり、それ以外にもいっぱい生

活道の関係でもありますけれども、その辺についても

う一回、将来的な展望含めてです、答弁していただき

たい。 

○議長（下斗米一男君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 将来的な展望というこ

とでございますが、住民の交通に窮している状況とい

うのは、理解ができる部分があります。将来的な展望

ということですが、今後どのような方法が可能である

のか、実態を研究しながら、可能であるのかどうなの

か、課題を検討してまいりたいと存じます。 

以上でございます。 

○議長（下斗米一男君） 再質問、関連質問を打ち切

ります。 

 日本共産党久慈市議団代表 小野寺勝也君。 

〔日本共産党久慈市議団代表小野寺勝也君登

壇〕 

○17番 （小野寺勝也君） 日本共産党久慈市議団を代

表し、市政をめぐる諸問題について、市長並びに教育

委員長にご質問をいたします。 

 構造改革の名のもと、地方の疲弊、三位一体改革と

称しての、大幅な地方交付税の削減、かつての箱物行

政、不要不急の事業に伴う借り入れ金の返済など、市

財政が厳しさを増す中にあって、市民の暮らしと雇用、

福祉を守ることを第一義との思いを込め、以下10項目

についてお尋ねします。 

 質問項目の第１は、夢ネット事業についてでありま

す。７億円を投資し、年間維持費が2,000万円余の夢

ネット事業は、合併後の新市の基幹事業として進めら

れてきました。第１段階の整備を終えての事業目的の

達成状況、利用状況をお尋ねします。 

 ２点目は、夢ネット事業は、民間業者の参入の拡大

や技術進歩、さらには費用対効果から見て、導入の必

要性、緊急性があったのかという問題であります。 

 行政手続きの効率化などのため、岩手県が総額14億

円をかけ、年間7,000万円もの維持費を必要とする電

子申請の利用率が0.63％にとどまり、県監査委員から

「費用対効果が極めて乏しい」との指摘を受けていま

す。夢ネット事業についても、同じようなことが言え

るのではないでしょうか、お尋ねいたします。 

 質問項目の第２は、ごみ問題であります。ごみ問題

の解決には、ごみを出さないようにし、もとからなく

すことが基本であります。そのためには、製造、使用、

販売業者に廃棄の段階まで責任を負わせていく排出者

責任の制度をきちんとつくっていくことが、ごみの発

生を抑え、自治体の財政難を解決するために欠かせな

い問題です。同時に行政と市民の協力で、ごみを減ら

すために、現状を把握し、減量、リサイクルの促進を

さらに図ることが求められています。お尋ねします、

ごみの減量推進に係わって、平成11年度ころの当市は

いわゆる家庭ごみが少量、事業系ごみ多量から、近年

家庭ごみ多量、事業系ごみ少量に分類されるようにな

った要因は何か、お尋ねします。 

 ２点目は、リサイクル率が県内各市の中で、 下位

にもありますが、その向上策をお示しください。 

 質問項目の第３は、後期高齢者医療制度についてで
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あります。この制度は、医療費を抑制するために75歳

以上の高齢者のすべてを後期高齢者として新たな医療

保険に組み入れ、国民健康保険などから脱退させるも

のです。 

 厚生労働省、社会保障審議会の特別部会報告では、

老齢化に伴う生理的機能の低下により、治療の長期化、

複数疾患への罹患が見られる、多くの高齢者に認知症

の問題が見られる。いずれ、避けることのできない死

を迎えるなどとまとめ、2015年までに２兆円の医療費

削減ができると試算しています。このために、扶養家

族として健康保険に加入している高齢者に新たに保険

料を負担させる。月額15,000円以上の年金受給者から

は保険料を天引きする。もし、保険料を滞納すると保

険証を取り上げる制度となっています。医療内容も75

歳以上の診療報酬は、外来、入院、在宅、終末期のす

べての分野で74歳以下とは、差をつける項目が盛り込

まれているとの指摘もあります。 

 まさに、医療費の削減を目的とした、お年寄りを差

別する世界でも例を見ない制度であり、中止、撤回を

求めるものですが、内容に立ち入ってお尋ねします。 

 保険料を滞納すると、被保険者証は取り上げられる

のかどうか。 

 診療報酬の改定では、後期高齢者の医療内容は74歳

以下と、どう違っているのか。 

 さらに、保険料負担の特例措置の内容と対象者につ

いて、以上３点お尋ねいたします。 

 質問項目の第４は、保育行政についてであります。 

公立、市立保育園の民間委譲が進められています。

その 大の理由は、財政支出の削減であり、内容的に

は人件費の削減にあります。公立の場合、正職員は地

方公務員として給料が支払われますが、政府の保育単

価で見ると、園長の場合で25万3,000円、主任保育士

の場合でも22万7,000円でしかありません。しかも、

四、五歳児の場合、30人を１人の保育士が保育すると

いうもので、小学校よりも多くの幼児を保育する、そ

ういう厳しい水準ですから、市の持ち出し、いわゆる

超過負担が生じるのは、ある意味当然といえます。県

内の自治体の中には、民間保育園に対する運営費補助

を出しているところもあります。そもそも、公立保育

園は、行政機関の一部として、保育に欠ける子供を直

接の対象としています。その門戸は、常に市民全体に

開かれています。地域の子育て支援の中核的位置を占

めることになり、地域の子供、保護者、地域社会全体

を対象とし、責任を負っているのです。保育行政を安

ければよいと財政面からのみ論じられないゆえんであ

ります。お尋ねいたします、長内保育園の民間委譲で

の4,000万円節減の内容をお知らせください。 

 公立保育園の果たすべき役割、使命は何か、お聞か

せください。 

 政府の保育の 低基準の見直し、改善を求めるべき

だと思いますが、お尋ねいたします。 

 質問項目の第５は、特定健康診査についてでありま

す。これまで老人保険法に基づき、個別疾患の早期発

見、治療のために40歳以上を対象とした基本健康診査

は一般財源で行われてきました。これにかわり、今年

４月からは、特定健康診査が始まります。特定健康診

査とはメタボリック症候群に焦点をあて、肥満度を重

視した健康診査となり、健診結果に基づき保健指導が

義務づけられています。重大なことは、健診の受診率

や指導による改善率が悪いとペナルティーが課せられ

るといわれております。健診の実施主体は国民健康保

険などに移り、費用は国保財政からの拠出となります。

お尋ねいたします、健診項目、対象者など従来の基本

健康診査との違いは何か。 

 後期高齢者支援金の加算というペナルティー制度の

仕組みについてお知らせください。 

 質問項目の第６は、県立久慈病院の医師確保につい

てであります。 

 県立久慈病院は、県北地域唯一の救急救命センター

の役割を担う医療機関として、地域医療に貢献し、地

域住民の期待と安心を集めてきました。 

 しかし、平成18年４月からは、麻酔科医師が不在と

なり、岩手医大からの応援体制で対応しており、緊急

時には必要な対応がとれず、八戸市や盛岡市へ救急車

で送られることもあると聞きます。平成18年７月から

は耳鼻咽喉科の医師も不在となり、昨年からは産婦人

科の医師も減となり、１名で対応している状況です。

地区住民にとって、大変な心配事であり、市民満足度

アンケートでも、 も重要度が高く、満足度の低いの

が地域医療となっています。お尋ねいたします、県立

久慈病院の麻酔科、耳鼻咽喉科の医師確保、産婦人科

医師の増員見通しについてお知らせください。 

 質問項目の第７は、べっぴんの湯周辺の景観整備に

ついてであります。 
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 べっぴんの湯は市内唯一の温泉として、自然豊かな

山合いにあり、市民に親しまれています。この環境を

壊すことなく、さらに自然の魅力を増すために、桜、

ツツジ、ヤマブキなどの植樹、花壇などを整備しては

どうかと思います。 

 実は、この提案は千葉県に住いの方からの提案で、

私自身直接お会いしたことがないのですが、一昨年に

も来久し、本年も来る予定と伺っています。傾聴に値

すると思い、質問に及んだものです。 

 質問項目の第８は、森のトレー問題についてであり

ます。  

いわて森のトレー生産協同組合の事業中止に伴い、

国への補助金返還問題で、岩手県は補助金の残、８億

5,200万円を分割返済することを決めました。いわて

森のトレーは、トリニティ工業を相手に損害賠償を求

めて裁判に訴えており、勝訴により賠償金を受け取り、

それを補助金返還の原資にするとして、県も市も再三

答弁してきたところであります。しかし、提訴から４

年を経過するも裁判は遅々として進んでおりません。

この問題をめぐっては、市民の関心も高く、森のトレ

ー側には補助金返還や裁判費用が本当にないのかとい

う疑問、意見も多く聞かれます。事実、理事長の資産

は当時、市内に21カ所、市外に７カ所あったが、事業

中断前後に19カ所処分したことは当局の議会答弁でも

明らかです。さらに、巷間さまざまの情報が飛び交っ

ています。お尋ねします、岩手県が補助金残額を返還

することによる裁判への影響の有無。 

いわて森のトレーには資力がないとの前提で対応し

てきたが、この考えを改めるべきではないかと思われ

ますがお尋ねいたします。 

 質問項目の第９は木造住宅の耐震改修支援事業につ

いてであります。 

 県は、新年度この事業を予算化しました。内容は、

耐震診断による構造評価点が1.0未満の木造住宅で、

補助限度額60万円となっています。木造住宅の耐震改

修は防災、地震対策としても重要であります。住宅着

工件数が減少している中で景気対策としても大きな効

果をもたらすものと考えています。県の支援事業発足

にあわせ、市としても実施すべきと思いますが、お尋

ねをいたします。 

 質問項目の 後は、教育行政の小中学校の適正規模

校についてであります。 

 現在、市内には小学校22校、中学校11校あります。 

学校の統廃合などの場合、よく学校規模の適正化、適

正規模校ということがいわれます。適正規模の定義及

びその長所短所は何か、改めてお聞かせいただきたい

と思います。 

 以上、10項目18点について、質問をいたしました。 

よろしくご答弁のほど、お願いして、私の登壇に当た

っての質問といたします。 

○議長（下斗米一男君） 山内市長。 

〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君） 日本共産党久慈市議団代表、

小野寺勝也議員のご質問にお答えをいたします。 

初に夢ネット事業について、お答えをいたします。

まず、事業目的の達成状況及び、利用状況についてで

ありますが、本事業は、第１段階として、市内の公共

施設間を光ケーブル網で結び、インターネットによる

行政情報発信や各種アプリケーションにより、住民の

利便性向上を図ることを目的としておりましたが、平

成18年度からの利用件数は設計時予測の３倍を超えて

推移しているところであります。また、光ファイバー

ネットワークの多目的活用として、芯線貸しつけによ

り、市内５地区で、携帯電話の基地局が開局されるほ

か、学校間ネットワークや防災システムなどの回線網

としても、新たに活用しているところであり、事業目

的の達成度は、高いと認識をいたしております。 

次に、費用対効果から見た導入の必要性、緊急性に

ついてでありますが、本事業は、光ケーブル網を活用

し、単に情報通信の利便性向上にとどまらず、地上デ

ジタル放送への対応、携帯電話不感地域対策、及びブ

ロードバンド対策などを推進し、情報格差の是正を図

ろうとするものでありますことから、合併を機に取り

組むべき事業であったと認識をいたしております。 

 次に、ごみ問題についてお答えをいたします。まず、

家庭ごみ、事業系ごみの排出量の変化についてであり

ますが、家庭ごみにつきましては世帯数の増加による

もの、また、事業系ごみにつきましては、平成14年度

から事業系ごみの有料化に伴い排出量の減少につなが

ったものと認識をいたしております。 

 次に、リサイクル率の向上策についてでありますが、

家庭ごみにつきましては、広報等を通じ分別方法につ

いて周知啓発を行いますとともに、久慈市衛生班連合

会とも連携し、ごみ分別の徹底を図ってまいりたいと
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考えております。また、事業系ごみにつきましては、

リサイクル率が年々減少する傾向にありますことから、

各事業所に対しましても分別指導の徹底を行いますと

ともに、久慈地区広域行政事務組合とも協議し、事業

系ごみのリサイクル率向上について取り組みを行って

まいりたいと考えております。 

 次に、後期高齢者医療制度についてお答えをいたし

ます。まず、保険料の滞納者への対策として、負担能

力があるにもかかわらず１年以上保険料を納めていな

い方には、保険料負担の公平を図る観点から被保険者

証の返還を求め、被保険者証にかえて被保険者資格証

明書が発行されるものと承知いたしております。現在、

制度の運営主体であります岩手県後期高齢者医療広域

連合では、資格証明書の交付基準づくりを進めている

と伺っております。 

 次に、先ごろ示されました中央社会保険医療協議会

の平成20年度の診療報酬改定案によりますと、後期高

齢者は治療が長期化し、複数の病気にかかっているこ

とが多くあるといわれており、慢性疾患の継続的な管

理が必要との観点から、外来医療に後期高齢者診療科

を新たに導入すると承知いたしております。また、入

院、在宅医療につきましても、後期高齢者の心身の特

性にふさわしい診療報酬体系としておりますが、病気

に対する各種指導や医療内容は、74歳以下のものと連

続性があり、大きく異なるものではないとされており

ます。 

 次に、保険料負担の激変緩和等の特例措置について

でありますが、被用者保険の被扶養者が新たに後期高

齢者医療制度に加入した場合、平成20年４月から、半

年間凍結した後、10月から均等割り９割軽減、２年目

の21年度は、均等割りが半額とされております。また、

後期高齢者医療制度に被保険者が移行することにより

軽減措置が受けられなくなる国保世帯は、５年間は同

様の軽減が受けられ、単身となります国保世帯に対し

ましては、基礎付加額と後期高齢者支援金賦課額の平

等割を５年間半額とする措置が講じられることとなっ

ております。 

次に、保育行政についてお答えをいたします。まず、

長内保育園の民間委譲での4,000万円節減の内訳につ

いてでありますが、公立保育所運営費一般財源化前の、

平成15年度における長内保育園の運営費は臨時職員を

含む人件費で約8,100万円、給食材料費等の事業費で

約900万円、合計約9,000万円となっております。 

これに対する国の基準運営費は約5,000万円でありま

したので、その差し引き4,000万円の、超過負担額が

生じていたところであり、この額が民間委譲による経

費節減効果ととらえているところであります。     

次に、保育所の果たすべき役割は、保育の実施によ

り、子供の発達と保護者の就労を支援するとともに、

一時保育や地域活動など、地域の多様なニーズにこた

えることにより、地域における子育て支援拠点施設と

しての機能を発揮すべきものと考えておりますが、こ

の機能におきまして、公立、民間の差異はないものと

認識をいたしております。 

 次に、保育の 低基準の見直し、改善を政府に求め

ることについてでありますが、内閣府に設置されてお

ります規制改革会議の第二次答申に基づき、厚生労働

省による保育所の 低基準の見直し調査が、平成20年

度に実施される予定であることから、見直し状況を勘

案し、改善すべき点については、提言を行ってまいり

たい考えであります。 

 次に、特定健康診査についてお答えをいたします。

従来の健康診査につきましては、医療保険各法に基づ

き、医療保険者が行います一般健診や労働安全衛生法

に基づき事業者が行う健診、また、老人保健法に基づ

き、市町村が行なう健診として実施されてきたところ

でありますが、平成17年の医療制度改革大綱を踏まえ、

生活習慣病予防の徹底を図るため、本年４月から高齢

者の医療の確保に関する法律により、医療保険者に対

して、特定健診及びその結果によります健康指導の実

施を義務づけることとされたところであります。健診

項目、対象者などにつきましては、国民健康保険の特

定健診について申し上げますと、腹囲計測の追加や、

総コレステロール定量の廃止など、若干の見直しはあ

るものの、健診項目、対象者とも、ほぼ同様の内容と

なっております。 

 次に、後期高齢者支援金の加算・減算についてであ

りますが、国で示す特定健康診査等基本指針に基づき、

医療保険者が達成目標等を定める特定健康診査等実施

計画における健診の受診率などの達成状況を勘案をし

て、プラスマイナス10％の範囲内で加算・減算の調整

を行なうこととされているところであり、平成25年度

から納付する支援金に適用するものであります。 

 次に、県立久慈病院の医師確保について、お答えを
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いたします。麻酔科、耳鼻咽喉科の医師確保、産婦人

科医師の増員見通しについてでありますが、現在、常

勤医師が不在となっております麻酔科につきましては

週４回、また、耳鼻咽喉科につきましては週２回の応

援体制がとられており、常勤医師１名となった産婦人

科については、週末を含む毎日応援体制で対応してい

るとのことでありますが、麻酔科、耳鼻咽喉科の常勤

医師の確保並びに、産婦人科常勤医師の増員の見通し

は立っていないと県立久慈病院から伺っているところ

であります。市といたしましては、今後とも県立久慈

病院の医師配置の動向を注視しながら、常勤医師の確

保と増員について関係機関に強く要望してまいりたい

と考えております。 

 次に、べっぴんの湯周辺の景観整備についてお答え

いたします。新山根温泉べっぴんの湯は平成７年８月

に市内唯一の温泉施設としてオープン以来、多くの利

用客が訪れておりまして、本年１月末現在で約127万

人を達成したところであります。平成17年度には、利

用客からの要望なども踏まえながら、大浴場等のリニ

ューアル工事を実施したところであり、利用客数も順

調に推移しているところであります。ご提言の景観整

備につきましても、周辺全体のイメージアップにつな

がりますことから、その整備手法等について検討して

まいりたいと考えております。 

次に、森のトレー問題についてお答えをいたします。

まず、県が補助金残額を返還することによる裁判への

影響についてでありますが、国への補助金返還金は、

現在、いわて森のトレー生産協同組合が、トリニティ

工業を相手方とする訴訟において、回収するスキーム

に変わりはないところであり、このことによる裁判へ

の影響はないものと考えております。 

次に、いわて森のトレー生産協同組合の負担資力に

ついてでありますが、当組合では、平成14年８月25日

以降、機械のふぐあい等により事業中断し、トリニテ

ィ工業との訴訟継続中でありますが、その際の訴訟費

用についても、県及び市が負担せざるを得ない状況に

あるものと判断しており、現在においても同様に認識

をいたしているところであります。 

後に、木造住宅の耐震改修支援事業についてお答

えをいたします。これまで、各地で発生した震災の状

況から災害に強いまちづくりを推進するためには、民

間住宅の耐震化は需要な課題であると認識をいたして

おります。このことから、昨年度より耐震診断を実施

しており、その結果、診断戸数40戸のうち34戸、率に

しますと85％が耐震化を必要とされたところであり、

耐震改修工事の支援策としてリフォーム奨励事業の活

用をお願いし、耐震化に努めているところであります。

また、県では、耐震化に対する新たな支援制度を、平

成20年度に創設する予定といたしましたことから、現

在実施いたしておりますリフォーム奨励事業との一元

化も含め、財政事情を勘案の上検討してまいりたいと

考えております。 

以上で、日本共産党久慈市議団代表、小野寺勝也議

員に対する私からの答弁を終わります。 

○議長（下斗米一男君） 岩城教育委員長 

〔教育委員長岩城紀元君登壇〕 

○教育委員長（岩城紀元君） 日本共産党久慈市議団

代表、小野寺勝也議員の小中学校の適正規模について

のご質問にお答えいたします。 

学校規模につきましては、学校教育法施行規則第17

条及び第55条により、小中学校とも12学級以上18学級

以下が標準規模とされております。これによりますと、

小学校では各学年２学級から３学級、中学校では各学

年４学級から６学級の構成となるものであります。 

次に、学校規模による長所短所でありますが、生徒

へのかかわりの度合い、あるいは、集団活動での学習

機会の有無など、規模の大小によりそれぞれ長所短所

があり、一定規模の集団を構築することにより、その

短所の解消が図られるものと考えております。 

以上で私からの答弁を終わります。 

○議長（下斗米一男君） 再質問、関連質問を許しま

す。17番小野寺勝也君。 

○17番（小野寺勝也君） 再質問いたします。夢ネッ

ト事業について、ご答弁をいただきました。当初の予

定よりも３倍の利用状況だということですが、いわゆ

る事業目的、当初のあれでみますと、議会中継システ

ムから、交流授業システムまで六つの分野にわたって

事業を起こして利便に寄与すんだと、そいうことでし

た。そこで夢ネット事業を具体的に聞きます、５番目

の健康づくり支援システム、いわゆる健康相談、医療

分野の相談です。これはテレビ会議システム等の活用

でやるんだと、それから交流授業システム、学校相互

ですね、こういうものの利用状況はどうですか。それ

以外の、例えば議会中継システムにしても、情報の提
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供にしても、必ずしも夢ネット事業を起こさなくても

インターネットに接続して市のホームページにやれば

得られる情報が、基本的には得られるということにな

りませんか。さらにそもそもは、午前中にもありまし

たけれども、各家庭の軒先までやるんだと、それが28

億8,000万円の総事業費ですよ。そして、今あなた方

も、この第２段階についてはいろいろ技術革新もあっ

て、模索するんだということになっているのです。結

局、全体事業を見直せざるを得なくなってきていると

いうことは、やはり、この事業の緊急性必要性がいさ

さか問題だったということの証左ではないですか、お

聞かせください。 

それから､地デジや携帯電話の問題も出ました。そ

れでは地デジ対応についてお尋ねします、夢ネット事

業の補助導入をしました、これから地デジに対応する

受信組合の施設整備をする場合に、国の補助対象にな

るのかどうか、その点お聞かせください。 

ごみ問題についてであります。新聞報道によります

と二戸、久慈両地域の合同のごみ処理施設、2017年を

目途に整備するということで基本合意したというふう

に報道があったと思うんですが、現在の焼却施設の耐

用年数といいますか、あと何年実際使えるのかどうか。

私はもっと使えるんではないかと思うんだけども、使

えるのにわざわざ繰り上げて新施設をつくるというの

はどうなのかという疑問を持つものですから、お尋ね

をいたします。 

後期高齢者の医療制度ですね、答弁をいただきまし

た。保険料の支払い能力があっても納めない、表現が

ちょっときついですけども、悪質な人にはということ

を言われました。実は国民健康保険には、この前も紹

介しましたように、特別な事情がある場合には短期保

険証交付してはならないんだという定めがあります。

そして、それ以外の今の制度でも、70歳以上の方から

保険証は取り上げては駄目だというのがあります。と

ころが、実際この後期高齢者医療制度で見れば、１年

以上滞納すれば、悪質な場合には取り上げるんだと。

わざわざ、今までにない取り上げの定めが出てきたわ

けですよね。これは極めてけしからんと思うんですが、

答弁で言われた機械的に対応するのでないんだという

ことであれば、例えば、国民健康保険証の取り扱いあ

りますよね、基本的にはそれと同じ対応をするのかど

うかお聞かせいただきたいと思います。 

それから、この問題の二つ目ですけども、医療内容

の大きい差はないんだと答弁されましたが、ところが

今度はこうです、いわゆる終末期医療、後期高齢者終

末期相談支援料2,000円、これが新設になった。終末

期を迎えるというのは必ずしも後期高齢者だけではな

いわけですよね。この分野だけに、これをつくったわ

けですよ。それから、外来の場合でも、基本的には主

治医１人、１機関ですね、それ以外にかかってもいい

というけども、外来の場合では１カ月6,000円、定額

ですよね、それ以上は定額でしか払わない。ですから、

患者さんがあれも検査したい、これもお願いしますと

言ってもですね、医療機関の方が、そのままやったら

赤字になるもんですからできないと。これはあきらか

にお年寄りへの医療差別なんですよ、そういう診療報

酬があるわけです。それから、入院の場合でも早期退

院計画をつくってここでも診療報酬をかさ上げすると、

75才以上に限ってそういう内容になっている。という

ことですから、これは私は大変な医療差別だというふ

うに思います。 

次に、保育所問題についてお尋ねいたします。公立

保育園の使命、役割です。地域の子育て支援の拠点施

設としての使命、役割、ご指摘になりました。しかし

それは、公立でも民間でも差はないんだと、確かに民

間は先ほど述べましたような、政府の保育単価の厳し

い中でいろいろ努力をされて、頑張ってもらってると

いうのはそのとおりです。しかし、いかんせん保育園

長の保育単価25万3,000円でしょう、そういう中にあ

って地域全体の拠点としての使命、役割、センターと

しての、それを民間に果たしてくれと。これはどう考

えたって無理があるということになろうかと思うんで

す。その点は、再度お聞かせをいただきたいと思いま

す。 

それから特定健康診査についてお聞かせください。

大差はないんだということでしたが、例えばレントゲ

ン検査ですね、それとか、この潜血、血清クレアチニ

ン検査ですか、これらは特定健診の対象外になってい

るんですけども、これらはやらないのか。それとも一

般健診といいますか、その他の措置をしておやりにな

るのかどうか、そこの点をお知らせいただきたいと思

います。 

それから、県立病院の問題では、まさに、現状認識

は共通の認識をお持ちだと思うんですが、市民満足度
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アンケートでもご紹介したように も高い課題、しか

し、満足度が一番低いという。そこで、これはなかな

か、現在の医師の絶対数が不足なもとで一朝一夕には

いかない課題であります。課題ではありますが、しか

し地元からの、足元からの、努力、運動が医師の心も

動かす、医療局も動かすということの可能性もないわ

けではないと思うのです。やはり市としても、医師の

確保の取り組みの先頭に立つということが、今非常に

大事ではないのかというふうに思うんですけども、お

尋ねをいたします。 

森のトレー問題について、資力がないということで

したけども、古い資料で見ると、いわゆるここで30億

の投資がされてますよね、土地には土地建物設備含め

て、土地が３億4,000万弱ですよね、建物が６億、構

築物が8,000万円、電気供給設備が１億8,700万円、機

械が18億、合わせて30億の投資がされているわけです

よね。ですから私は、本当に資力がないのか再考すべ

きではないかと言ったのは、これは市の補助金申請の

際に出された資料ですから、これに間違いないと思う

んです、これに基づいて30億の金の流れを、やはり追

跡、チェックして、組合には実際に資力がないのだと

いうのであれば、市民の皆さんもしようがないかなと

なるかも知れません。やはり少なくともこれはすべき

ではないのかというふうに思うんですけども、お尋ね

をいたします。 

木造住宅の問題について答弁いただきましたけども、

県もおやりになると､そして､自治体にも督励したいと

いうコメントも出してますね。確かに、市の先駆的な

施策の一つの、いわゆるリフォーム事業ですね、成果

も上げてきているわけですけども、この耐震改修の場

合は、限度額が国の事業もセットで活用すれば60万使

えるわけですよ。そうすれば、やはり耐震診断をして、

やろうかという要望もふえてくるのではないかという

ふうに思うわけです。そういう点で、ぜひそれは早急

なご検討をして、実施方求めたいと思います。 

 後に教育委員会に、適正規模校、そうすると久慈

市の小学校中学校、これに該当するのは一つか二つし

かないということになりますね。それで、私は、やは

り子供の教育の向上のために、果たして適正規模校の

先ほど紹介された規模が本当にそうなのかというのは、

私はいまだわからないんですが、しかし、小規模校に

は小規模校なりのよさ、協力し合う学び合う、その行

き届いたといいますかね、そうした、よさもあるわけ

ですよね。この適正規模校ということでくくられて、

それ以下なんだということが、あまりにもひとり歩き

してるようでは、これはやはり教育行政としてもいか

がなものかという疑問を持ちます。そういう点ではや

はり、小規模校のよさも十分に尊重し、大事にしなが

らおやりいただくのが大事ではないのかと、その思い

からお尋ねをしたところです。お聞かせをいただきた

いと思います。 

○議長（下斗米一男君） 外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君） 私から、何点かお答えを申

し上げたいと思います。まず、ごみ問題にかかわって

第２クリーンセンターのご質問があったわけでありま

したけれども、現在の久慈地区広域行政組合の焼却施

設の耐用年数ということでありましたけれども、現在、

広域行政事務組合から聞いてるところによりますと、

年間数千万の修理費、炉の修理等しながら経営をして

いるということで、非常に厳しい施設となっていると

いうふうに聞いてます。 

そこで今現在、県では、産業廃棄物の処理施設とし

て九戸村の方に、クリーンセンターを今、建設をして

いるわけでありますが、それに呼応して一般廃棄物に

ついても、二戸地区、久慈地区の市町村でもって、ク

リーンセンターの建設計画を協議しているところであ

ります。ただ、その中で、いわゆる建設費の負担割合、

あるいは運搬、それからストック、そのまま運搬して

いくのか、どこかにストックヤードを設けてやるのか

というようなこと等については、現在、具体的な協議

を進めているところでありますが、いずれ、計画どお

りに進めていきたいというところであります。と申し

ますのは、建設費にかかわって現在約40億見込まれて

おりますけれども、国の交付金が、今計画を進めない

ともらえないということも実はあるわけでありまして、

今計画しております、2007年11月までには対応してい

きたいというふうに思っております。 

次に、保険料の資格証明証の問題でありますけれど

も、これについては確かに国保の関係で申し上げます

と、要網を持って、その中でいろいろな事情によって

滞納している方々と面接をしながら判断をして、発行

をしているわけでありますが、いずれ県の広域連合の

方で、今その要網等についても策定作業を進めている

ところでありますけれども、いずれ機械的に発行をし
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ない方向での申し入れはしていきたいというふうに思

っております。いずれ、現在久慈市で要綱に基づいて

対応しているわけでありますので、その線でもって、

要望はしていきたいというふうに思っているところで

あります。 

それから、保育所の問題でありますけれども、基本

的には、現在は公立も民間も保育士のあり方について

は、市長からも答弁申し上げておりますが、差はない

というふうに認識をしているところであります。逆に

申し上げますと民間の場合には、いろいろ柔軟的に、

保育の対応というのは非常にできるわけでありまして、

公立よりも民間の方が柔軟的な対応はできるというふ

うに、私は、理解をしています。例えば、いろいろな

保育の内容についても民間の方が非常に先駆的に取り

組んでいる分野も数多くあります。そういう面につい

ても、民間の場合には、即対応できるというふうな柔

軟性を持ってるというふうに理解をしているところで

ありますので、今、公立と民間の差というのは、そう

ないというふうなことで認識をしております。ただ、

例えば重度の障害者との保育とか特別な保育等につい

ては、そういう面では、公立の方が取り組みやすい面

もあるのかなというふうには思っているところであり

ます。 

国の基準単価等の問題ついては、これは、市長会等

を通じながら、要望していきたいというふうなことで

ありますので、ご了承願います。 

 医師の確保については、確かに麻酔科、耳鼻科、産

婦人科というふうな問題がありますが、いずれ麻酔科

については、これは全国的にそうなようありますが、

絶対的な医師の不足があるというふうに伺っています。

それから産婦人科については常駐は１人でありますが、

市長から答弁申し上げておりますように毎日１人応援

体制をとっていただいて、２人で対応しているという

ふうなことでありますが、いずれ医師確保の問題つい

ては、私どもも危機感を持ってとらえているところで

ありまして、機会あるごとに医療局の方に出向いて要

請をしたり、医療局との情報交換等を進めているとこ

ろであります。医療局の方でも、何とか麻酔科、ある

いは耳鼻咽喉科の医師の見通しがついたならば、県立

久慈病院の方に優先的な配置をしていきたいというふ

うなことも、医療局の方から聞いておりますので、い

ずれ、この問題については、小野寺議員さんと同じス

タンスだと思っておりますので、いずれ市としても、

これは強力に要請をしていきたいというふうに考えて

おりますので、ご了承願います。 

以上です。 

○議長（下斗米一男君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） それでは、夢ネット

のご質問について、お答えをいたします。まず、 初

に利用件数ということでございましたが、この３倍の

利用と申しますのは、議員がおっしゃいました設計時

の六つのアプリケーションで、約24万件の予測でござ

いまいたが、これは実績として76万2,000件のアクセ

スがあったということでございます。ただ、議員がお

っしゃいます二つのアプリケーション、一つは健康づ

くり支援システム、もう一つは交流授業システムです

が、これはもともと予測しておりましたのが、健康づ

くりでは平成18年度ですども48件、しかし、これにつ

きましては59件の利用がございました、ただ、交流授

業システムについては156件に対して23件ということ

で少ない利用になっておりますが、これは体制が整え

ば、利用が進むものだというふうに思っております。

そのように、利用はどんどんふえているというふうに

ご理解いただきたいと思います。ただ、計画が変わっ

ているんではないかというようなご質問でございます

が、これは、効果そのものについて何ら変える考えは

全くないものでございまして、計画に沿って進めてい

るところでございます。同じ効果を、技術革新によっ

て安くできると、こうなりますと 小の経費で 大の

効果を上げるという義務がございますから、それにの

っとって、どんどんこういう変化をしている場合には、

それにのっとった対応をしていかなければならないと

考えているところでございます。 

そして、インターネットがあればよいのではないか

というお話ですが、まさに、実はそのとおりでござい

まして、実はこの光ケーブル網が、例えば全市に民間

で全部布設していただけるというのであれば、それは

それにこしたことがないわけであります。確かに市街

地の一部分においては、そのような環境整備が整って

おりますが、これが、旧山形村、旧久慈市全体に光ケ

ーブル網を布設して、その情報通信網をまず整備をし

ようと、民間がしてくれるかというとそうではないん

で、市でやろうと、そして今後の新市のまちづくりを

行う上での、その起爆剤にしようということで取り組
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んだものでございまして、それがさらに地デジの対応

もできるということとか、それから、携帯電話でも実

際にもう、夢ネットを使って、中継局ができておりま

す。さらに先ほど、市長の答弁の中にもあったわけで

ございますけれども、教材システムが１台に１システ

ムが今まで入っておった、ところが、この夢ネットを

結ぶことによって、全体で一つのシステムを入れるこ

とで経費節減ができるとか、防災システムについても、

山形の防災システムと、久慈の防災システムを統合で

きるのは、実はこの夢ネットがあるおかげで、これで、

全体を制御してるんだと、目に見えない部分でござい

ますけれども、そのような、どんどん夢が広がってい

るという状況でございます。先ほど、地デジに伴って

の補助金があるのかということでございましたが、こ

れは今、平成20年度の国の概算要求で、有線共聴につ

いて２分の１の補助制度を設けようとのことで、今、

審議中であるというふうに伺っておりますが、これも

今、調査をしているところでございまして、どの方法

によるものがいいのか、例えばこの補助金が成立して、

それを使った方がいいのか、それとも夢ネットの方が

むしろ安く済むのか、効果的なのかといったことを、

これから20年度に検証して、方向性を出そうとしてい

るところでございますので、何とかご理解をいただき

たいと思います。 

以上です。 

○議長（下斗米一男君） 外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君） 数字の訂正をお願いしたい

と思います。先ほど、第２クリーンセンターの建設費

について、約40億というふうな答弁をしておりました

が、約40億円は現在、産業廃棄物関係のクリーンセン

ターの建設費でございまして、一般廃棄物の、今後計

画する建設費については、約100億というふうな試算

でありますので、訂正をお願いしたいというふうに思

います。 

以上です。 

○議長（下斗米一男君） 佐々木市民生活部長。 

○市民生活部長（佐々木信蔵君） 後期高齢者医療の

資格証明証の関係にお答えをいたします。市長の答弁

のとおり、現在、連合では基準を作成中ではございま

すが、これをどういうふうに執行するのかということ

ですけども、事情をよく聞きながら対応をし、一律機

械的には行わないというふうな情報が入ってきている

ところであります。 

もう一点、後期高齢者医療にかかわる、いわゆる後

期高齢者医療制度における診療報酬の関係でございま

すが、これは、基本的な事項としては、75歳前後にお

ける医療の連続性に配慮しながら、後期高齢者医療制

度における診療報酬の基本内容について、これまでの

老人保健法に基づく診療報酬と同様に、74歳以下の者

に対して行われた場合の診療報酬を適用すると、後期

高齢者の心身の特性において、以下の10項目について

特別に評価を行うというふうなことで、先ほど定額制

あるいは早期退院計画、終末医療に関して、報酬等が

ある程度定められたところであります。それで、定額

制への絡みでございますが、これは定額制が創設され

たことによって、医療に制限が加えられるというふう

なことの情報等は入っておりませんし、そういうふう

な説明は受けてないところであります。それで、従来

と同様に必要な適切な医療は提供されるものというふ

うにとらえております。 

早期退院の計画の関係でございますが、後期高齢者

に対し入院時から退院後の生活を念頭に置いた医療を

行うことが必要だといふうな観点から、病状の暗転を

早期に感じる基本的な日常生活能力、認知機能等につ

いて総合的な評価を行いながら診療報酬を決めると、

この際に、居宅での生活を希望する場合には、安心し

て居宅での生活ができるように、入院時から退院後の

生活を見越した退院支援計画を策定をしなさいよと、

この際、家族の方とか、患者とかから、いろいろ協議

しなさいよというふうなことで、報酬等が決められた

ところでございます。ほかには、終末期医療に関しま

しては、終末期における診療方針等について十分に話

し合いをしながら、いろいろと家族との協議、患者及

び家族等との話し合いを行いながらやりなさいよとい

うふうなことになっておりますが、いずれ、これは国

の制度でございますのでご了承を願いたいというふう

に思います。 

○議長（下斗米一男君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 森のトレーについて

お答え申し上げます。森のトレー組合の名義資産でご

ざいますけれども、土地、建物、機械類等というふう

なことでございまして、これらの資産につきましては、

現在においても、金融機関等の抵当権が設定されてい

るというふうなことでございますので、実質的な資産
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はないものと、そのようにとらえているところでござ

います。 

以上でございます。 

○議長（下斗米一男君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 耐震改修の支援事業に

ついて、ご答弁申し上げます。 

議員、先ほど、おっしゃいましたように、この診断

結果が１未満でありますと上限60万で改修費を補助す

るというふうに県の方で議会に提案しているようでご

ざいますが、先ほど、市長の方からもご答弁申し上げ

ましたように、リフォーム事業、これまで奨励してき

たわけですが、現在、診断事業でアンケートを取りま

した結果、60万円以下であれば建てかえたいと、この

ような方が６人ほどいらっしゃいました。先ほど、申

し上げましたリフォーム事業とのかかわりもございま

すので、この辺を整理しながら、どのような形で援助

していけばいいのか、その辺を今後検討していきたい

というふうに考えてございます。 

以上でございます。 

○議長（下斗米一男君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 小中学校統廃校につきま

してご質問をちょうだいいたしまして、私どもといた

しましては、学校再編の方針策定に当たっては、人口

減少、あるいは少子化の傾向が一層進むと、こういう

中にありまして、教育効果に主眼を置いた学習環境を

整えましょうという大命題で取り組んでおります。と、

申しますのは、市内小学校の場合ですけれども、23校

中21校は小規模校である。というのは、ここで標準規

模が小久慈小学校、それから大規模校が久慈小学校、

それ以外は全て小規模校であるということで、割合と

すれば91％なんですが、県下では２番目に高い数値と

いうふうに承知しております。また、この小規模校の

うち、過小規模校、５学級未満の小学校については14

校ございまして、これは全体で61％を占めるんですが、

これについては、県下で１番の過小規模校を持ってる

市だというふうなことで承知しております。また、中

学校につきましては11校中10校が小規模校、これから

除かれるのは久慈中学校の標準規模校ということで、

久慈中学校以外は全て小規模校ということになります。

このうち、過小規模校については８校というふうに承

知しておりまして、これらの割合は、いずれも県下で

は４番目の位置というふうなことで、久慈市全体とい

たしましては、過小規模校が大勢を占めている状況に

あって、大変な事態であると。特にも先ほどご答弁申

し上げましたが、複式学級については23校中14校が複

式学級を持っている学校、小学校の場合ですね、中学

校の場合も２校が複式学級を持っていると、こういう

ふうな状態でございます。これらのことを考慮いたし

まして、単に標準規模校化に進むというものではなく

て、やはり当市の課題である当面どうしたらよいのか

という、先ほど申し上げました当面の課題といたしま

しては複式学級の解消、これを図って健全な学習環境

を整えたいというのがこれまで話し合ってまいった内

容でございます。今さら、申すことでありませんけど

も、学校については単に知識を習得する場だけではな

くて、集団の中で人間性とか社会性を学び、生きる力

を身につけて、社会の変化に対応できる能力を育成で

きる環境づくりをしてやるのが、私ども行政なり大人

の役割だと、こういうふうに考えております。特にも

中学校におきましては、先ほど申し上げました９教科

の教科ごとの授業、これをしっかり補障してあげると

いうのが子供の学力向上につながるものだと、こうい

うふうに考えておりますし、例えば課外活動等通じて

の生徒間の切磋琢磨、これらの環境づくり、これも大

切だというふうに考えております。いずれにいたしま

しても、単純な数合わせではなくて、子供の学習環境

がどうあればいいのかと、こういう視点で方針を定め

てまいりたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長（下斗米一男君） 佐々木市民生活部長。 

○市民生活部長（佐々木信蔵君） 答弁漏れがありま

したので、お答えをいたします。特定健康診査に関し

てのご質問でございました。特定健康診査になって老

人保健事業と若干違うとういうふうな状況にございま

して、それに関してどうなのかというふうなことでし

たが、レントゲンに関しまし、肺がん健診あるいは結

核健診等については、レントゲンは肺がん健診、ある

いは結核健診等で対応するというふうなことでござい

ます。それから、潜血、血糖等につきましては尿たん

ぱく検査等で代替をするというふうな流れで、廃止に

なったところでございます。 

以上です。 

○議長（下斗米一男君） 18番城内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君） 関連質問いたします。第１点
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は、後期高齢者医療制度のことですが、実はここに新

しい医療制度が始まりますというパンフレットが回っ

たんですよ。そしたら、これまでの老人保健と同様の

給付が受けられますというように、極めてバラ色に、

問題点を指摘しないでですね、これは県の広域連合が

発行したチラシです。先ほども話しがあったように、

入院時の在宅医療の関係、それから終末期医療の問題、

それから包括払い、これは定額制です、それから高齢

者担当医、外来再診の引き上げという形で、極めて74

歳以下の医療と違ってくる内容があるわけです、それ

が全く知らされないと、具体的に、広域連合が出すチ

ラシだけでやるのか、あるいは少なくとも久慈市民の

命と健康を守るためにもですね、どういうことになる

のかというのをやはりですね、ただ来たの流すのでは

なくて、先ほど若干答弁ありましたけども、きちんと

どういうふうになるのかというのを知らせるべきだと

いうふうに私は思うんです。そういう点、取り組んで

いただきいと思うんですが、お聞かせ願いたいと思い

ます。そこで、新聞の投書ですよ、元市議会議員の久

慈巌さんという方が岩手日報に投書してますね、これ

は皆さん方の説明会を受けてこう言ってるんですよ、

「年金は、老後の安心、安全のための唯一のよりどこ

ろだ。我々は年金をかけ終って、約束どおり、支給を

受けて生活している。いわば年金受給は権利だ、それ

を今は介護保険料を天引きされ、４月からは、75歳以

上の老人が医療保険料を天引きされる。福祉後退も甚

だしい、昔、うば捨て山の話があったが、それを連想

してしまう」という投書が載っておりました。まさに、

このことが今、あなた方説明入ったときに、そういう

声がきてるんじゃないでしょうか、そういうふうに思

うんですね。そういった点で私は、しっかりと内容を

明らかにしていくべきだというふうに思いますので、

その考え方をお聞かせいただきたいというふうに思い

ます。 

 ごみ問題について関連しますが、家庭から出る生ご

み問題についてですが、これまで市は、生ごみ処理機

購入補助金として、平成12年からやってきてるわけで

すが、台数にして169台が市内に入ってるというふう

に伺っております。ことしも30万、予算の予定は15台

分だと伺ってますけども、家庭の生ごみがこの169台

でどの程度処理されているのか、世帯数が１万5,018

世帯ですから、それから見ると169台というのは極め

て少ない数字になるわけですけども、この生ごみ対策

ですけども、これまでこの処理機を導入して、量的に

年間何トンになりますか、処理されているのかお聞か

せ願いたい。生ごみの処理コストですけども、私の資

料では１キロ当たり58円かかるというふうに私は聞い

ておりますが、久慈市では、広域事務組合の関係でも

ありますけども、久慈市では負担金出しているわけで

すから、どの程度の金額でやっているのか。実は、家

族４人で１世帯当たりで毎日500グラムの生ごみが出

ると。それが、１世帯約１万2,000円の経費をかけて

燃やしているというふうな計算になるんだそうです。

したがって先日いただいた広報の中で、市民の懇談会

の中で出たごみ有料化の問題が出ておりましたが、市

はこういうふうに答えているんですよね「家庭ごみの

有料化も必要ではないか、北上市では話題になってい

るようだが久慈市ではどうですか」というふうな問い

に対して、市は平成18年10月に岩手県と市町村久慈地

区広域行政組合で研究会を組織してるんだっていうこ

とが答弁であるようであります。そこでですね、家庭

ごみ、いわゆるコストをかけて燃やすということをし

なくて、いわゆる生ゴミの堆肥化を図ってですね、こ

れを抜本的に減らすということができればですね、１

世帯年間１万2,000円かける１万5,000世帯ですから、

単純に計算するとかなりのお金を節減できると私は思

うんですね。そうしますと、有料化を検討することな

くできるわけです。その方法として提案したいのが、

シマミミズというミミズで生ごみを処理すると、これ

は、普通、土にいるミミズはテッポウミミズというそ

うですが、これは生ごみを食べないそうです。シマミ

ミズというのは生ごみを食べると、500グラムの毎日

出る生ごみを処理するには、おおむね2,500匹のミミ

ズが必要だと。費用さまざま入れても、6,500円で１

世帯用意できるのだということが始まっています。こ

れは広島で具体的に始まっておりまして、ぜひこれは

検討に値する課題でないのかというふうに思います。

そのミミズがつくった堆肥は非常に野菜づくりにいい

というふうになっております。そういった意味では、

地産池消とのかかわりで、この生ごみを堆肥化を図っ

て地域で農業再生に使っていくんだということになり、

一石三鳥、さらにはその費用も軽減できるとというふ

うに思うのですが、お聞かせ願いたいというふうに思

います。 
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 次に、県立久慈病院の医師の確保の問題です。ご承

知かと思いますが、今、国会が開かれておりまして、

2月26日の衆議院予算委員会でですね、舛添厚生大臣

はこのように答えているんですよ。これは、私どもの

高橋千鶴子衆議院の問いに答えたのですが、「私は、

今の医師で十分だと思ってませんが、ご指摘の閣議決

定を含め、必要な対策を講じてまいりたいと思いま

す」というふうに大臣が答えています。これは、今ま

で国は、医者があちこちに偏在してて、足りなくない

んだという答弁してきたんですけど、今度の衆議院の

予算委員会で医師不足を認めたんですね。そして対策

をとっていくんだということが出てきました。いずれ

この点も、国会での新たな動きですので、そろえなが

らやっていただきたいと思います。そこで、２月27日

に久慈市にも案内があったと思うのですが「医師・看

護師をふやせ！地域医療崩壊をくい止めよう岩手県民

集会」というのがありました。この集会に各首長さん

からメッセージが届いております。近くは岩泉町、そ

れから奥州市長、それから宮古市長、陸前高田市長、

盛岡市長というふうに届いているわけです。久慈市は

出していないようなのですが、先ほど、医療局に行っ

ていろいろ交渉してきてるんだというふうな形であり

ました。しかし、今、こういった形で、県民集会が開

かれている時にやはり、市民の先頭に立つんだという

意識があってしかるべきだし、それに対して支持のメ

ッセージを出すとか、ともに頑張りましょうというメ

ッセージを各自治体、市町村出してますから、そうい

った意味では久慈市も出すべきではなっかたのかとい

うふうに思うのですが、お聞かせを願いたいと思いま

す。 

以上です。 

○議長（下斗米一男君） 外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君） 私から医師の確保の問題で、

集会に関わっての首長さんのメッセージということで

すが、医師確保の運動にはいろいろな手法があると思

います。久慈市は久慈市で今、医療局と緊密に連携を

しながら、情報交換しながら対応しているわけであり

ますので、このメッセージについて出す出さない、こ

れはまた別の問題であるというふうに思っております。

何回も申し上げますが、いずれ私どもは医療局と緊密

に連携をしながら、医師確保の問題については運動を

展開していくということで、ご了承願います。 

○議長（下斗米一男君） 佐々木市民生活部長。 

○市民生活部長（佐々木信蔵君） 後期高齢者医療制

度の説明、あるいは、報酬の関係の説明ということで

ございますが、後期高齢者医療制度の説明は、市内９

カ所で行ってきております。その際に、先ほど議員さ

んがお話しになった部分については、出席者からそう

いうお言葉が出たところであります。そういうふうな

形でやっておりますが、今後も、まだ４月以降も説明

はしていきたいというふうには思いますし、説明会場

で各種団体から説明の要請があった場合は対応します

よというふうな話はしておりますので、ご理解を願い

たいと思います。 

報酬に関しましては、実は書類的な部分は国保の方

には来ておらないところでございます。私らも、いろ

いろな情報をかき集めながら、先ほどの質問に答弁を

するところでございますが、このことについて問い合

わせ等があった場合には、お知らせをしなければいけ

ないだろうと考えております。 

ごみ処理問題の関係でございますが、生ごみ処理機、

これについて、どれくらいの処理量になっているのか

ということについては、総数を把握できないところで

ありますが、239台が現在のところ使われておりまし

て、約30％くらいというふうに率でとらえております。

広域の処理費はどれくらいかかっているのかというふ

うなことでございますが、これについても、計算した

部分についてはないところでございます。 

ミミズコンポストの関係でございますが、これにつ

きましては、今後いろいろな情報を収集しながら、内

容を把握しながら、今後どのように対応していくかと

いうことについて検討してまいりたいと考えます。 

○議長（下斗米一男君） 18番城内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君） 副市長からいろいろなやり方

があるんだという答弁がありました。それはそれとし

てわかりますが、しかし、医師が不足してる、現在、

全国探してもなかなかいないという答弁が返ってくる

中で、これは、県民集会があった時に、ぜひ、アンテ

ナを高くしてですね、しっかりした対応を今後してい

ただきたい。これは、考え方が違うことは、仕方がな

いわけですが、しかし私は、今の現状の中では、そう

いった手をつないでやっていくことが大事だというふ

うに思うので、行った方々からもきてますし、各議長

さんも含めて出てるようですが、まさに県民挙げての
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医師確保の運動ですから、この久慈市議会のメンバー

からも出ていますし、直接の参加者もいらっしゃるわ

けです。そういった意味では本当にですね、そういっ

た手をつないでいくということについて考え方、立場

っていうのを持つべきではないかというふうに思うん

です。本当に医師不足が深刻だからこそ、やはり手を

つないでいくのは大事だろうというふうに思うわけで、

これは、ぜひご検討いただきたいというふうに思いま

す。 

部長から答弁があったのですが、生ごみの処理の問

題について、これまで本気にどこまで考えてきたかと

いうことなのです。私の情報で169台ですが、さっき

の答弁で239台だったという答弁ですが、それにして

も、世帯数が大体1万5,000の世帯に対して、非常に普

及率が低いわけです。そういった意味で、本当にさっ

き言った１キロ58円という燃焼コストがかかってて、

１世帯１万2,000円かかってるんだということがデー

タとしてあるわけです。それが、生ごみが出てこない

と、堆肥化されるということについてですね、私は、

ここで非常に経費節減になると、それが、エコ社会と

いう地球温暖化とのかかわりは――生ごみを燃やすと

いうことによって、ダイオキシンの関係も出てきます

し、いわゆる可燃ごみだけ燃やしたのと、生ごみが加

わった状況では全然違うわけですから、ぜひさっき言

ったキロ58円、１世帯１万2,000円年間かかっている

という状況があるわけなんで、そこを解消するために

も、これは、ぜひ検討していただきたいというふうに

思うわけです。 

それから、先ほど保育園の関係で、民間委譲で

4,000万削減したんだと、いわゆる超過負担の部分が

なくなったというようなことなんですけども、この

8,100万の中に当時長内保育園にあった子育て支援セ

ンターの職員、こういった経費をも含まれていたので

はなかったのではなかったのかと、あったとすればど

のくらいこの中に入ってたのかお聞かせを願いたいと

いうふうに思います。 

以上です。 

○議長（下斗米一男君） 外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君） 重ねての医師確保にかかわ

っての県民集会へのメッセージということであります

が、何回も申し上げておりますが、この医師確保につ

いては、集会へのメッセージとかそういう問題ではな

くて、市長を先頭に、私どもはこの問題についてはか

なり頑張っている、そういうふうな認識を持っている

ところでありますし、そういうことから産婦人科の問

題等についても、医療局の方からかなりのご理解をい

ただいているというふうに思っております。いずれそ

の集会については、私も内容についてはよく承知はし

ておりませんが、その集会の内容等について把握をし

ながら、メッセージを出すべきかどうするかというの

は、今後、検討してまいりたいというふうに思います

ので、ご了承願います。 

○議長（下斗米一男君） 佐々木市民生活部長。 

○市民生活部長（佐々木信蔵君） 生ごみ処理につい

てのご質問にお答えします。生ごみ処理は、現在、コ

ンポスト、あるいは生ごみ処理機械というふうなこと

でやっておるわけでありますが、先ほど30％というお

話を申し上げましたが、コンポストと生ごみ処理機を

あわせての数値でございますので訂正をお願いしたい

と思います。それで、このミミズコンポストに関して

のことでありますが、いずれこれについては情報等を

いろいろ集めながら、結果どういうふうになるのかと

いう部分も分析しながら、今後どうするのかという部

分について、検討してまいりたいというふうに考えお

ります。 

○議長（下斗米一男君） 菅原福祉事務所長。 

○福祉事務所長（菅原慶一君） 先ほど市長の方から

ご答弁申し上げました4,000万円の効果につきまして、

子育て支援センターの経費は入っておりません。 

以上です。 

○議長（下斗米一男君） 再質問、関連質問を打ち切

ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

散会 

○議長（下斗米一男君） 以上で本日の日程は終了い

たしました。 

本日は、これで散会いたします。 

    午後４時55分   散会 
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